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令和７年９月１７日（水曜日） 

  午前１０時００分開議 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

 １．令和７年第５回玉名市議会定例会付託案件 

  議第６６号 令和６年度玉名市一般会計歳入

歳出決算 
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 委     員    西 川 裕 文 君 
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６．説明のため出席した者 
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 監 査 委 員    元 田 充 洋 君 
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 教 育 部 長    西 原 正 信 君 
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 くらしサポート課長    平 川 善 裕 君 

 高齢介護課長    中 野 光 昭 君 

 保険年金課長    納 冨 龍之介 君 
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 保健予防課長    村 上 洋 治 君 

 子育て支援課長    大 西 優 子 さん 

 子育て支援課審議員    松 村 千 恵 さん 

 農業政策課長    中 尾 賢 治 君 
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 上下水道総務課長    本 田   健 君 

 上下水道工務課長    宇 野 貴 善 君 

 教育総務課長    木 村 隆 宏 君 

 教育総務課指導主事    岩 田 博 史 君 

 文 化 課 長    瀬 﨑 陽一郎 君 
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 スポーツ振興課長    古 賀 祐一郎 君 
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 監査委員事務局長    松 本 あけみ さん 

 農業委員会事務局長    西 山 美 和 さん 

 その他関係職員 

 

午前１０時００分 開会 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） 皆さん、おはよう

ございます。 

 委員会を始めます前に申し上げます。委員会は、

インターネット配信をしておりますので、委員各

位並びに執行部におかれましては個人情報等の発

言には、十分御注意願います。 

 審査に当たっての発言の際には必ず挙手をされ、

指名いたしますので、委員においてはマイクスタ

ンドのボタンを押して氏名を述べられてから発言

し、終わりましたら再度ボタンを押してください。

執行部においては、ワイヤレスマイクのスイッチ

を入れ、所属と氏名を述べられてから発言し、終

わりましたらスイッチをお切りください。 

 審査の順序・方法は、別紙の議案審査進行表に

従い、補足説明、質疑、委員間討議を行ない、そ

の後、討論、採決の順序で行ないます。 

 なお、配付しております主要施策説明書及び決

算資料を基に行ないますが、補足が必要な場合に

は補足説明をお願いいたします。ただし、決算書

及び予算書等の内容は、全て審査の対象であるこ

とを申し添えます。 

 また、委員が質疑される際には、資料の名称及

びページ番号等、必ずお伝えいただくようお願い

いたします。 

 ただいまから予算決算委員会を開会いたします。 

 なお、本日から３日間、前田委員は疾病により

欠席の届出がありますので、御報告いたします。 

 また、森川委員は今日、疾病のため欠席の届け

がありました。 

 今期、予算決算委員会に付託されております案

件は、議案１１件でございます。 

 それでは、議第６６号令和６年度玉名市一般会

計歳入歳出決算を議題といたします。 

 初めに、歳入の審査を行ないますが、執行部か

らの補足説明はございませんか。 

○会計管理者（土村正成君） 会計管理者の土村

です。 

 一般会計の歳入の審査に当たり補足説明という

ことですが、私から一般会計から特別会計までの

歳入歳出の総額等の御説明を冒頭させていただき、

その後、一般会計の歳入の補足説明の有無につい

て御回答させていただきたいと思います。 

 まず、資料としまして、令和６年度玉名市歳入

歳出決算収支（会計別収支）を御覧ください。 

 これは、一般会計のほか、４つの特別会計の令

和５年度の決算における収入済額、支出済額、形

式収支、翌年度に繰り越すべき財源、実質収支の

額を円単位で一覧表にまとめ、参考として対前年

度の伸び率を記載した資料です。 
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 一番上の一般会計について申し上げますと、収

入済額３７８億４,４８１万４,４１０円、支出済

額３６４億３,６２１万４,４３７円、収入から支

出を差し引いた形式収支が１４億８５９万９,９

７３円。この形式収支から翌年度へ繰り越すべき

財源の１億９,４９３万６,６４０円を差し引いた

実質収支が、１２億１,３６６万３,３３３円と

なっています。 

 各特別会計については記載のとおりですが、全

部の会計で支出よりも収入が多い収支となってお

ります。 

 決算額の内容の詳細は、法令に定めのある様式

を基準とした各会計ごとの決算書に記載しており

ます。 

 また、決算書のほかに、主要な施策の成果に関

する説明書、基金の運用状況に関する説明書、監

査委員の審査意見書をつけて決算認定に付してあ

りますので、各資料を基に決算の審査をいただき

ますようお願いします。 

 これから審査していただきます一般会計の歳入

に関する補足説明はございません。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） では、以上で補足

説明が終わりました。 

 これ質疑及び委員間討議に入ります。 

 委員の皆さんより、質疑及び委員間討議はござ

いませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下桂造です。 

 昨年度の予算、令和６年度ですけれども、その

中ですいません、歳入の県費が自主財源に変わっ

たりとかというのがありまして、使う県の予算が

ある予定だったんだけどなくなりましたので市に

なりましたということを、私、２件確認しており

ます。それぞれ担当に行きまして、お話を伺いま

した。 

 県の予算を当てにしていたということだったん

ですが、ちょっとほかにもいろいろ聞いていまし

たら、県の予算というのは３年単位で事業が変わ

るとかっていう話も伺いました。 

 だからその最初の段階で、３年後にはなくなり

ますよという情報があったのかなかったのかも分

からないんですけれども、歳入に当たって予算化

するにおいて、県のがなくなりました、いろんな

事情あるんでしょうけどね。どこにどうなってい

るか分からないんですけど、そういうことがあっ

たので、ないほうがいいのかなということと、も

う一つ非常に不安に思ったのが、そんな高い金額

じゃないんですけれども、県がなければ市でやれ

ばいいやとかという、何か安易な考えもあったの

ではなかろうかなど、ちょっと私自身が不安に

思っておりますので、今後そういうことがないよ

うに、しっかりやっていただきたいということで

の意見であります。 

 再度ですね、委員長、もうちょっといいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。今のは意見

だけでいいんですか。 

○委員（山下桂造君） はい、内容は大体分かっ

ているので。 

 それで、定期監査報告書なんです、令和６年度

の。定期監査報告書のほうに、５行目、７番です、

監査の結果というところで、一部に関係法令及び

財務関係規程の理解不足による前例踏襲で事務処

理が行なわれていることや、組織としてのチェッ

ク体制が十分機能していないことなどが見受けら

れた。今後は、自所属の業務を自らチェックする

ことはもとより、リスク管理を認識し、内部統制

への意識を高めることが改善へ有効な手段の一つ

と考えられる。引き続き各所属において、さらな

る内部統制機能の強化を図られたいというふうに

意見が出ております。 

 また、補助金の支出については、事前一括交付

申請が多く見受けられ、補助金等の適正な執行の

ため、未執行額、繰越金及び会費等の事業資金の

執行状況を把握し、補助金等を交付する適正な時

期や交付額を精査した上で交付決定する必要があ

ると思われるというふうに書いてあります。 
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 これもう、監査委員すばらしいなというふうに

思ったんですが、皆さんが今、全員がいらっしゃ

るのでこの話をさせていただくんですけれども、

この監査報告書が全員、職員みんなに共有されて

いるのかなというのもあるんですが、多分されて

いるんでしょう。だから、さらに共有していただ

きたいと思います。 

 また、最後なんですけれども、規程等の事務改

善や合理化になお一層の創意工夫を加えつつ、さ

らなる努力と研さんを積まれるよう要望するとあ

ります。もう私自身、都市計画税について、もう

市役所のほうに廃止の方向で動いてくださいとい

うふうにお願いします。と、税金が１億６,００

０万円ぐらいなくなってしまいます。 

 ですからこそ、なおさらこの辺のところをしっ

かりやっていただきたいなというふうに思ってお

りますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） 回答は要らないん

ですか。 

○委員（山下桂造君） 回答はいいです、もう。 

○委員長（近松惠美子さん） ほか、歳入につい

て御質問ありませんか。ごめんなさい。 

○委員（田浦敏晴君） おはようございます。田

浦です。お世話になります。 

 この令和６年度玉名市一般会計特別会計歳入歳

出決算及び基金運用状況審査意見書というところ

の、まずは３ページ、３ページについてですけど、

財政調整基金の、毎年こう、令和５年度は６億７,

０００万円、令和６年度は４億９００万円かな、

だんだん減ってきているんですけども、これにつ

いての対策か何かあれば教えていただきたいと思

いますけど。 

○財政課長（西山誠一君） 財政課長の西山です。 

 今、田浦委員の財政調整基金についての対策で

すけども、財政調整基金の適正規模というのは、

国からも明確に示されてはいませんが、一般的に

は標準財政規模の１０％から２０％と言われてお

り、玉名市としては約２０％ぐらいを確保してお

くことを念頭に、今財政運営を行なっているとこ

ろです。 

 で、令和５年、令和６年と取崩しを、委員言わ

れるようにやっております。令和７年度も予算

ベースですけども、数億円の取崩しを予定してい

るところです。ただ、これは予算上ですので、今

年度の歳入歳出の実績により大きく変わるものに

なります。 

 ただ、今後もですね、公共施設の更新や旧庁舎

跡地などの整備などが見込まれますけども、全体

の事業の見直しや官民連携など整備手法の検討や、

ふるさと納税などの財源確保などに取り組むこと

で、一般財源の抑制に努めてまいりたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員（田浦敏晴君） 田浦です。ありがとうご

ざいました。 

 すいません、ちょっと続きまして５ページにな

るんですけど、市税の状況ということで、個人市

民税が約１億８,０００万円だったかな、ぐらい

ちょっと減っているんですけども、その原因か何

か分かれば教えてほしいんですけど。 

○税務課長（石貫誠哉君） 税務課、石貫です。 

 個人市民税の減額の主な要因といたしましては、

令和６年度に住民税の定額減税１人１万円という

のが実施されております。その影響で、２億４,

４００万円ほど定額減税がありました。ほかに、

均等割についても、東日本大震災復興のため時限

的に市民税５００円、県民税のほうで均等割５０

０円、合わせて１,０００円のほうを徴収してい

たものが、令和６年度からなくなった影響で減額

しているというところが主な要因であります。 

 以上です。 

○委員（田浦敏晴君） ありがとうございました。 

 この税の減った部分というのは、交付税か何か

で補塡か何かがあるんですか。 

○財政課長（西山誠一君） 財政課長、西山です。 
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 この分につきましては、市民税が減った分につ

いて地方特例交付金、こちらのほうで補塡がなさ

れております。令和６年度の実績で、定額減税等

の補塡分で２億５,４００万円、約、その分が補

塡されているところです。 

 以上です。 

○委員（田浦敏晴君） ありがとうございました。

大丈夫です。 

○委員（大野豊重君） おはようございます。大

野ですけど、決算書のですね、５６ページの、受

託事業収入の、諸収入のところですね、これの調

定額でいくと４,２００万円ぐらいあって、これ

が前年度でいくと１９０万円ぐらいなんですが、

この内訳をちょっと教えていただければなと思っ

ています。 

○委員長（近松惠美子さん） どこになりますか。 

○委員（大野豊重君） 細かくいくと、社会福祉

費、受託事業収入４,０００万円のところですね。 

   ［「５６ページ、一番下」と呼ぶ者あり］ 

○財政課長（西山誠一君） 財政課長の西山です。 

 大野委員の言われた決算書のほうの５６ページ

分、５７ページのほうの右側になりますけども、

備考欄のところに社会福祉費、受託事業収入の内

訳が書いておりますけども、健康診査事業収入で

１,４９８万５,０００円と、大きいほうで高齢者

の保健事業と介護予防の一体的な実施事業収入で

２,４４７万７,０００円ということで、これ後期

高齢者医療のほうが一般会計のほうで事業のほう

を行なうことに伴う受託事業収入ということにな

ります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、この右側

に書いてあったんでそれは分かったんですけど、

財源がどこからの委託事業で、財源はどこから

持ってこられたものなんですかね。国ですか、県

ですか。 

○財政課長（西山誠一君） 財政課長の西山です。 

 すいません、団体名のほうはちょっと今ちょっ

と覚えておりませんので、申し訳ありませんが、

国のほうからの、もともとのお金は国費になりま

す。国費のほうを。申し訳ありません、熊本県の

後期高齢者の広域連合のほうからの受託収入にな

りますので、通常の国庫支出金等じゃなくて、こ

ちらのほうで分類されるものです。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、じゃあ国

からということなんですね。ちなみにこれは、令

和６年度だけですか、それとも令和６年度からな

んですかね。 

○財政課長（西山誠一君） 財政課長、西山です。 

 これは、今後も一般会計、今までは特別会計の

ほうで行なっておりましたので、直接特別会計の

ほうで処理をしておりましたけども、令和６年度

からですね、一般会計のほうで消費税の関係で事

業を行なうことになりましたので、市の一般会計

のほうを通しての事業に切り替わっておりますの

で、今後も一般会計のほうで処理いたします。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、じゃ、こ

れ今まで後期高齢の特別会計でやってたけど、そ

れが令和６年度からは一般会計のほうでやるよう

になったからここに載ってきたということなんで

すね。 

 はい、分かりました。ありがとうございます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（多田隈啓二君） おはようございます。

多田隈です。 

 決算書のですね、４ページ、５ページなんです

けど、市税の中でですね、不納欠損額が４９６万

２,７１０円上がっておりますけど、この不納欠

損の人数と、例えば不納欠損のためには、時効

だったり住所不明だったり、病気、失業などによ

り返す状況にないとか、いろいろ理由はあろうか

と思いますけど、その理由別人数等が分かるんで

あればお答えいただきたいと思います。 

○税務課長（石貫誠哉君） 税務課、石貫です。 
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 不納欠損のすいません、全体についての傾向と

いうことでお話しさせていただきます。 

 不納欠損全体で、令和６年度の一般会計の分で

１,７３０万５,２９５円ございまして、件数とし

ては４２５件です。 

 その内容としましては、今おっしゃったように

財産がない、資力がないということで、滞納処分

できる財産がない状態であったり、日常生活に必

要な最低限の財産しかない状態であったり、ある

いは居どころが不明、住所を調べても居どころが

不明であるということで執行停止をかけて３年経

過したもののほか、５年間地方税の徴収権を行使

しない消滅時効というものも半分ほど、件数とし

ては含まれております。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その中で、年々これ増えているんですか、減っ

ているんですか、どういう状況なんですか、お伺

いしたいと思います。 

○税務課長（石貫誠哉君） 税務課、石貫です。 

 傾向としまして、昨年よりも減ってはおります

けども、これがここ近年ずっと減っているという

ことではなく、増えたり減ったりということにな

ります。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その中で、未収額が１億１,４６６万７,００８

円上がっておりますけど、これは大きな金額だな

と思いますけど、その内訳についてお伺いしたい

と思います。 

○税務課長（石貫誠哉君） 税務課、石貫です。 

 今、市民税のほうの未収の金額の内訳というこ

とになりますが、個人の市民税の現年分の未収が、

すいません、ちょっと待ってくださいね。すいま

せん、現年分がですね、２,８２５万３,０００円

で、滞納繰越分が８,１７２万４,０００円なりま

す。で、法人の市民税、こちらのほうが、現年分

が４６８万９,３８４円が合計でして、現年分が

１８７万２,０００円、滞納繰越分が２８４万２,

１８４円になります。 

 内訳は以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その中でですね、内訳の中で、今後それ繰越し

もあるという話だったんですけど、全体的に今後

どうやってこの未収入を回収していくのか、どう

いう計画、取組でしていくのかお伺いしたいと思

います。 

○税務課長（石貫誠哉君） 税務課、石貫です。 

 これは、例年やっていることのさらに充実・強

化にはなるんですけども、滞納者のですね、適宜

財産調査、給与調査などを実施してまいります。

差押えができる財産等がございましたら、積極的

に差押えして換価して、税金のほうに充てていく

ということを地道にやっていくということになり

ます。適正にその分をやっていくということで考

えております。以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。しっかりとですね、納税の義務

ということでやっていただきたいと思います。 

 また、２番の固定資産税もですね、これはすご

く不納欠損、未収入ありますけど、この中身につ

いてはどのような内容なのか、状況なのか、お伺

いしたいと思います。 

○税務課長（石貫誠哉君） 税務課、石貫です。 

 不納欠損につきまして、各税ごとにちょっと資

料を持ち合わせておりませんで、先ほど全体的な

件数と金額のほうを申し上げました。大体その全

体的な傾向のほうで、各税のほうを当てはめてい

ただければというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） この未収入ですよね、

固定資産税の。件数あたりは把握されているん

じゃないんですか、不納欠損も含めたところで。

どのような積み上げで、このように１億３,００

０万円を超えるような未収入額が積み上がってい

るのか、お伺いしたいと思います。 
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○税務課長（石貫誠哉君） 税務課、石貫です。 

 固定資産税の全体でのですね、不納欠損の件数

は２４１件ございます。合わせまして、１,０８

３万８,０００円ほどになります。内容としまし

ては、先ほど申し上げた傾向のとおりで、財産が

ない、居どころが不明であるとか、生活困窮とか、

そういった内容に基づきまして執行停止をかけ、

あるいは消滅時効があったりということになりま

す。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その中で、今不納欠損だったんですけど、未収

入額の１億３,２４３万４９円についてはどれだ

け件数があるのかお伺いしたいと思います。 

○税務課長（石貫誠哉君） 税務課、石貫です。 

 固定資産税のほう、未収の件数、ちょっとお待

ちください。令和６年度からの未収の件数ですけ

ども、固定資産税のほう、現年分で３８４件で、

金額としましては２,１００万円ほど。滞納繰越

分の未収のほうが、６１８件がありまして、金額

のほうが１億６００万円ほどになります。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） その件数というのは横

ばいなのか、減少なのか、増えているのか、どう

いう状況なんですかね、喫緊では。 

○税務課長（石貫誠哉君） 税務課、石貫です。 

 この３年ほどを見てみますと、金額のほうは、

金額、件数とも減少傾向にあるということになり

ます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 あと１点、最後なんですけど、予算書の６ペー

ジ、７ページなんですけど、１４の使用料及び手

数料ということで、使用料の中でですね、未収入

額が１,９００万円ほど計上されております。そ

の中身で、どこのどういう使用料が未収入なのか

お伺いしたいと思います。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長の西です。 

 多田隈委員の収入未済額について御説明いたし

ます。 

 こちら、公営住宅の使用料の未納分ということ

で、令和６年度分の収入率としてはですね、９８.

５％ほどございますが、この収入未済額の多くが

過年度からの未納分を積み上げたものになります。

古いものですと、平成６年からの約３０年分とい

うことで、内訳としましては世帯数で１３０世帯

分、滞納月額として１,４５４か月分ということ

になります。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。滞納世帯の数は分かったんです

が、やっぱりいろんな事情はあろうかと思います

が、しっかりとして、いろいろ寄り添いながらで

すね、話合いをしながら、この滞納未収入額をで

すね、減らす努力をしていただきたいということ

をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） 私から１つお尋ね

したいんですけども、個人住民税の課税というの

は、収入に応じて払える額を課税されていると思

うんですけども、それを払えないというのは、前

年度所得に応じてだから、前年度はあったんだけ

ど、それをためておかなかったから、次のとき、

課税されたとき払えないのか、どういう家庭の状

況で払えないんでしょうか、未納をされた方は。 

○税務課長（石貫誠哉君） 税務課、石貫です。 

 今、委員長おっしゃったように、個人住民税の

ほうは前年の所得に応じての課税になりますので、

所得の翌年度に支払っていただくことになります

ので、今おっしゃったような理由もあるかと思い

ます。 

 ただ、滞納者個々人の様々な事情によって、そ

れは滞納として積み重なっておりますので、その

事情もあれば、ほかのいろんな事情があるという

ことで理解しております。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） 近松です。 
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 その事情はどんな事情なんですかということを

お尋ねしたんです。なぜ払えないのかということ

です。どれだけ、庶民の生活意識がどういった状

態で払えないのかということを、執行部はどれだ

け把握しているのかということでお伺いしたいと。 

○税務課長（石貫誠哉君） 税務課、石貫です。 

 前年と比べての所得の減少というのもあるかと

思いますし、例えばいろんなローンとかのほう、

借入れをされて、それの支払いのほうに優先的に

回されるというケースもありますでしょうし、あ

るいは家庭の事情でいろんな教育費とか、いろん

な出費のほうが翌年増えて、ちょっとそちらのほ

うに税金の支払いのほうに回す余裕がないとか、

様々な事情のほうが各家庭にはございます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） 近松です。 

 今、教育のこととか言われたんですけども、私

も感じるんですけども、自分のしたいことにはお

金を使って、税金を払うというのが優先順位とし

て少し後になっているんじゃないかという、今頃

の意識の変化というのを感じるんですけど、そう

いうことありますか。 

○税務課長（石貫誠哉君） 税務課、石貫です。 

 確かに、租税教育というのを若い世代は中学生、

小学生のほうから毎年行なってはおりますけども、

なかなかそこの納税者の意識というのも、近年の

物価高での所得の使えるお金の、家庭でのお金が

少なくなるとかいった事情が、どうしても優先さ

れているというような状況もあろうかというふう

には思います。 

○委員長（近松惠美子さん） 分かりました。 

 ほかにございませんか。 

○委員（西川裕文君） 西川ですけども、先ほど

説明がありました７ページの使用料の中で、収入

未済額、公営住宅の方の未済ということでありま

したけども、公営住宅に入居されている方につき

ましては、保証人というのがついとると思うんで

すけども、保証人に対しての未収の督促ちゅうで

すか、そういうのはどうなっておりますか。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長の西です。 

 未収金の滞納整理の仕方ですけれども、督促あ

たりはですね、３か月以上の滞納者には皆さん毎

月お送りします。催告状といいまして、これは年

に３回また臨時で行なうこともありますので４回

発送します。この中には、もう滞納されて退去さ

れた方、あと亡くなられている方等については、

保証人のほうにもですね、届くように送付をして

おります。 

 そのほか、電話による面談であったり、市役所

のほうに来ていただいたりしてですね、今の家賃

にプラスして数千円ほど納めてもらうような整理

の仕方をしております。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか、歳入について。よろしいですか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 ここで、執行部の入替えのため暫時休憩いたし

ます。再開は４５分からいたします。お疲れさま

でした。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１０時３５分 休憩 

午前１０時４３分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、休憩前に引

き続き、委員会を開きます。 

 次に、一般会計歳出、１款議会費及び２款総務

費の審査を行ないます。 

 執行部からの補足説明はございますか。 

○総務部長（前田弘信君） 総務部長の前田です。 

 １款、２款、総務部、企画経営部、市民生活部

に係る歳入歳出決算でございますが、補足説明は

ございません。 

○委員長（近松惠美子さん） では、ないという

ことですので、これより質疑及び委員間討議に入

ります。 
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 質疑及び委員間討議はございませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、健全化

比率意見書の３ページの将来負担比率の部分なん

ですが、ここのところがこれまで、直近３年間で

いくと結構増えてきているんですね。で、令和６

年度が将来負担比率が３０.５％になっているの

で、いわゆるこれから返していかなきゃいけない

ところの予測の数値を割り出したものだと思うん

ですが、これは今年というか、令和６年度が何で

３０％になったかというのと、今後どういう傾向

をたどっていくのかというのを聞かせていただけ

ればなと思います。 

○財政課長（西山誠一君） 財政課長の西山です。 

 将来負担比率につきましては、委員言われるよ

うに、昨年と比べて１２.６％一応増加しており

ます。今回の要因については、将来にかかる負担

ですので、地方債の現在高が下がれば、負担比率

としては下がります、地方債の現在高としては減

少傾向ですね、そこは下がっております。 

 で、今回比率として上がった分の主なところは、

充当可能基金がまず減っているというところと、

交付税のほうで算入される、今まで公債費に対し

ての交付税措置、臨時財政対策債であれば１０

０％であったり、合併特例債であれば７０％が返

すたびに今年度の交付税で入ってきますけども、

その分の返済が進んだことで、そこの可能額とい

うのが減少したのが一番大きな要因になります。 

 今後につきましては、有利な起債というのがま

ず減っていっております。最近、活用しているの

が、過疎債のほうは天水地域においては十分活用

しているところと、あと、一応今年度で今のとこ

ろで終わりになっていますけども、緊急防災・減

災事業債だったり、緊急自然災害防止対策事業債

という有利な起債のほうについては、一応今のと

ころ延長の予定にはなっています、まだ決定のほ

うはしておりませんが。そういう有利な起債を活

用することと事業費の抑制、そして地方債のほう

は多く借り過ぎないように、残高のほうは抑えた

状態で運営していきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、という

ことは事業費の抑制と、でも有利な起債のやつが

どんどん減ってきているので、また新たなものを

探していかなきゃいけないと思うんですけど、結

局じゃ、この基準からすると、もう全然問題はな

いんですが、この数値というのはじゃあ、直近５

年間でいくと上がっていく傾向ということですか

ね。 

○財政課長（西山誠一君） 財政課の西山です。 

 直近５年間でいきますと、令和元年からいきま

すと。 

○委員（大野豊重君） いやいや、これから、こ

れからです、予測としての話です。 

○財政課長（西山誠一君） そうですね、予測と

いたしましては、これから何の事業も変わらない

状態であったとしても、先ほど言った有利な起債

の交付税措置というのは減っていく見込みにはな

ります。 

 極端に増えるかというと、今のところ増える要

因としては、ちょっと直近５年ということで思い

つきはいたしませんので、そこまで変わらない数

値を推移するのではないかなと思います。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。ありがと

うございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 施策の成果に関する説明書の１ページです。 

 職員の方々、皆さん研修をされておりますけれ

ども、その研修に行かれたことは市政にちゃんと

生かされているでしょうか、伺います。 

○総務課長（前川 純君） 総務課、前川です。 

 １ページ、人材育成事業ということで、様々な

研修を職員に対して行なっております。当然、研

修の成果はあるので、市政に生かされていると

思っております。 
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 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 せっかく行かれた研修、皆さんいろんな使命を

持って行かれていると思いますから、すごい覚悟

をされているとは思うんです。ただ、それを生か

すも殺すも、やっぱり皆さんのおかげだと思いま

すので、どんどん生かしていくような形で進めて

いってくださいということのお願いで終わってお

きます。 

 以上です。 

○委員（中村慎吾君） 中村です。 

 すいません、主な施策の成果の４ページですけ

れども、包括業務委託についてですけども、一応

成果として施設の管理水準向上を図ることができ

たとか、施設管理に要する業務量が削減されたと

いうことが記載されていますけれども、具体的に

何かお示しいただければと思うんですけれども。

ほかのところと比較したりとかですね、お願いし

ます。 

○管財課長（神永和典君） 管財課の神永でござ

います。 

 この包括管理業務委託でございますけれども、

５年間の債務負担で令和６年度から始めておりま

す。当初、この包括の導入効果を申し上げますと、

４点ほど目標として挙げております。 

 １つ目が、これ包括して施設を管理していくこ

とでですね、施設全体の不具合箇所の早期発見を

図りながら長寿命化を図るということと、２つ目

が複数の不具合箇所をですね、同時発注にする予

算の低廉化、それから３番目が、民間ノウハウ活

用により職員の専門知識をカバーすること、それ

から４つ目、最後ですけども、職員の業務量減に

よる主要業務への専念ということで、４つの効果

を目標として挙げております。 

 具体的にはですね、なかなか数字では表せない

部分でありますけれども、１年間実施をしてみま

して、施設管理者のアンケートといいますか、管

理をする施設のほうにもですね、ちょっと確認を

取ったところでございますけれども、この包括管

理になったことで、今まで軽微な修繕ができな

かった部分が、即時対応することになったので非

常に助かっているですとか、あと、以前と比較す

ると、課題箇所がございましたけれども、そう

いったところが多く改善されたなどの意見をいた

だいておりまして、非常に１年間実施したことで、

非常に大きな成果が上がったかなというふうに感

じております。 

 以上でございます。 

○委員（中村慎吾君） 中村です。 

 ありがとうございます。大体ですね、今、お話

分かったんですけども、その中でちょっと目標と

いう中で、職員の方の負担減というのがあったん

ですけれども、ちょっと今の話の中では、まだそ

こまではちょっと行き着いてない、ちょっとその

部分の説明がなかったように思ったんですけれど

も、その点についてはやっぱり、ある程度若干で

も効果は出ているんでしょうか。 

○管財課長（神永和典君） 管財課の神永でござ

います。 

 先ほども申しましたけれども、施設管理者です

ね、各施設の管理者のほうへの聞き取り調査も行

なっておりまして、非常に以前よりはですね、業

務の負担が軽減されたというようなことで、そう

いったところは以前よりは、包括にしたことでの

メリットということは、所管課としても感じてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（中村慎吾君） ありがとうございました。 

 委員長、もう１点いいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（中村慎吾君） すいません。同じくです

ね、６ページの交通安全整備のところでですね、

カーブミラー等、ガードレールの安全施設の整備

というところで載っているんですけども、確かに

カーブミラーの取替えだったりとか新規設置とい

うのは、実際行なわれて見やすくなったりという
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のはあっているんですけども、ちょっと外れかも

しれませんけども、維持管理ですね、カーブミ

ラーが実際設置されても、ちょっと年数がたって

くると見づらくなって、前は何か安全協会さんと

か地域の方とかが掃除をされたりというのがあっ

たような感じがするんですけども、その点とかは

継続の活用というところでは、何かちょっと対策

というか、お考えか何かあるんでしょうか。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課の塚

本でございます。 

 今、中村委員のほうからの御質問で、交通安全

施設の維持管理についてなんですが、今、御質問

のあったとおりですけど、まず防災安全課として

は、区長さんとか住民の方からの電話等での相談

がございます。それに対して、担当職員が見に行

きながら、適正な維持管理を行なっているところ

です。 

 また、ホームページ等でも載せておりますが、

交通安全施設の不備とか、カーブミラーが見づら

いとかですね、そういった件があった場合には、

お知らせをくださいということでの周知を行なっ

ております。 

 以上でございます。 

○委員（中村慎吾君） ありがとうございます。

中村です。 

 すいません、ちょっと確認ですけど、じゃあ例

えばちょっとこの前、草等でちょっと見づらいと

ころは、多分職員さんとかが管理をされたと思う

んですけども、やはりカーブミラーを磨いたりと

いうのも、その部分はやっぱり職員さん、担当課

のほうで対処をされるということでしょうか。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課の塚

本でございます。 

 これはもうケース・バイ・ケースではございま

すが、１点目言われたところの、草が生えて見づ

らいとか、樹木が邪魔になって見づらいという部

分につきましては、基本的には地権者さんとかに

切ってもらうようにお願いをしております。 

 と、鏡面等が見にくい場合につきまして、磨い

たり拭いたり、あるいは交換をしたりという部分

につきましては、担当職員、防災安全課の職員で

行なっております。 

 以上でございます。 

○委員（中村慎吾君） 中村です。ありがとうご

ざいます。 

 職員さんに取り組んでいただいているのは、と

てもありがたいと思いますけども、やはりこれは

私個人的な意見ですけれども、やはり先ほどお話

があった、区長さんとか地区の皆さんにも若干

ちょっと協力も、やっぱ今後はお願いしていく必

要もあるのかなとも考えていますので、その辺も

検討が必要ではないかと思います。 

 以上です。終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、決算書の

７９ページ、７９ページの委託料の中の、コンビ

ニスマホ決済の収納代行業務というのがあるかと

思うんですが、これの収納代行の利用数の傾向は

どういうものかなと思って、ちょっとお伺いしま

す。 

○会計管理者（土村正成君） 会計課の土村です。 

 コンビニ収納の委託に関しては、会計課のほう

で委託をかけておりまして、令和６年度のコンビ

ニ等の収納ですね、コンビニに行って払われたも

しくは電子決済を御利用されたという部分で納付

書なりをお使いになっての支払いの件数、まず令

和６年度の件数をお知らせしたいと思います。 

 こちらが、全体で年間およそ５万４,０００件

ほど取扱いがございます。それと、昨年度は、も

う一つ前の年度ですね、令和５年度の数字が４万

８,０００件ほどの取扱いの件数でございました。

このコンビニ等の収納は、令和５年度からスター

トしておりまして、令和５年度、令和６年度の状

況を見ますと、かなり取扱い件数としては多い、

しかも伸びてきているという状況かと思います。 
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 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。

追加で。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 続けて、大野ですけれど

も、すいません、これ、ここでいいのかな、８３

ページ、決算書の８３ページのＰＰＰ／ＰＦＩの

推進アドバイザー事業をたしか去年からやってい

たかと思うんですが、これ新規事業だと思うんで

すけども、これの成果って何か、令和６年度から

今日現在までに何か上がってきているものがある

かどうか。 

○管財課長（神永和典君） 管財課の神永でござ

います。 

 このＰＰＰ／ＰＦＩ推進アドバイザー事業はで

すね、昨年度から実施を行なっているところでご

ざいますけれども、これ委託事業者のほうにです

ね、委託をしてという形ではありますものの、全

庁を挙げてですね、玉名市が抱えるいろんな課題

ですね、施設等でいろんな統廃合とか廃止ですと

か、そういったものが挙げられる中、どのように

玉名市全体の施設を維持をしていくか、管理をし

ていくかという観点でですね、関係課に集まって

いただいて、関係課からそれぞれ提案をいただい

て、それに対して議論を行なっているような状況

でございます。 

 これ、年間で５回ほどですね、そういった会合

を設けまして、みんなで議論をしながら、それぞ

れがですね、自分ごととして施設を維持管理して

いくという観点の下、進めている事業でございま

すので、１つは職員の機運醸成も含めて今進行中

でございますので、今そういったところで進めて

いるところでございます。ちょっと具体的にはあ

れだったんですけど、すいません。 

○委員（大野豊重君） ということは、まだ具体

的にこのセミナーを受けて何かプラスになったか

ら、現場で何かやるということではなくて、まだ

今その前の水面下でいろんな協議をしながら、

テーブルに話を挙げている段階ということなので、

当然そこをやっていかなきゃいけないんで期待が

持てるという、成果としてはそういうものだとい

う認識でよろしいですかね。 

 はい。 

 委員長、先ほどのちょっと関連でちょっと。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） すいません、弱い関連な

んですけど、決算書の９９ページの証明書自動交

付機のセミセルフレジ導入の件なんですけど、こ

れ、この庁内に置いた部分の１,５００万円だと

思うんですけど、これの設置による効果ってどれ

ぐらい上がっているのかなと思ってですね。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石と申します。 

 今、議員のお尋ねになっておりますマルチコ

ピー機を、本庁１階ロビーに設置をいたしており

ます。昨年の１１月に設置をいたしまして、令和

６年の１１月から３月までの実績といたしまして、

３,１０１件の利用があっているところです。 

 また、４月から８月までの５か月間、２,９９

９件の御利用があっているところでございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、ちなみに

今の数の中で、職員さんがお手伝いをしなくて発

行できる割合ってどれぐらいですか。 

○市民課長（植原孝信君） 市民課、植原です。 

 マルチコピー機を設置しております。案内はし

ておるんですけれども、職員さんの手を借りずに

やっていらっしゃる方というのは、ちょっとカウ

ントしておりません。申し訳ございません。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど。 

 ということは、大半がやっぱり職員のサポート

つきということなので、これがもっともっと手慣

れて浸透していけば、導入した効果が現れてくる

ということですかね、費用対効果としてはですね。

はい。 

 それに関連して、同じく大野ですけど、コンビ
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ニ証明の交付事業、説明書のほうにもありますと

おり、決算書でいけば１０７ページの、この利用

数が１万６,０００というふうに書いてあるんで

すが、窓口での交付とこのコンビニ交付の割合的

には何対何ぐらいですかね、令和６年度でいけば。 

○市民課長（植原孝信君） 市民課、植原です。 

 コンビニ交付できる、窓口と両方でできる交付

数の数ですけれども、令和６年度の実績で申しま

すと、コンビニのほうですね、コンビニ１万６,

２４８、これに対して窓口のほうは４万２,２２

０でして、割合としてはコンビニ率というのは、

年度を通して言いますと２７.８％ではありまし

たが、先ほど大石課長のほうからもありましたよ

うに、１１月から３月のだけで見ますとですね、

コンビニ交付数の割合はもう４０％を超えており

ます。 

 以上です。すいません、付け足しますと、これ

は手数料をコンビニ交付の場合安くしましたので、

減額しておりますので、その辺の効果もあると

思っております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） このコンビニ証明交付事

業の費用というのは、Ｊ－ＬＩＳへの払いのほう

ですね。だから、このサービスというのは結局、

玉名市だけじゃなくて県外からでも取れるからと

いう、そういうメリットもあるという認識でよ

かったですかね。 

○市民課長（植原孝信君） 市民課、植原ですけ

れども、実際市内のコンビニと市外のコンビニの

割合で見ますと、市内が６８％、市外のほうが３

２％と、昨年とほぼ同じぐらいの数字なんですけ

れども、そのような形で、市外のコンビニでの取

得も多くなっております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。

一旦終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにありません

か。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 先ほど少しあったんですけど、この説明書の４

ページなんですけど、包括管理事業業務委託なん

ですけど１億７,０００万円ぐらいかけた事業を

されておるんですが、保守点検と修繕業務という

ことなんですけど、実際、保守点検に幾らぐらい

で、修繕事業をどのくらいこの年間にされたのか

お伺いしたいと思います。 

○管財課長（神永和典君） 管財課の神永でござ

います。 

 昨年度、令和６年度のですね、包括管理業務の

実績について御説明申し上げます。 

 対象施設は４５の施設でございまして、主に庁

舎、学校、学童クラブ、公民館、給食センターな

どでございまして、対象業務としては先ほど委員

おっしゃいましたように、修繕業務、これ１３０

万円以下というような形になりますけれども、主

に建物及び建物の附帯設備の修繕という形になり

ます。 

 件数でございますけれども、修繕執行状況は支

払い総額といたしましては５,７２１万５,２８５

円でございまして、件数の実績としましては４９

３件でございます。 

 あと、保守点検業務でございますけれども、こ

れは主に消防設備ですとかエレベーター、受変電

あと清掃等になりますけれども、こちらのほうは。 

 失礼いたしました、保守点検業務でございます

けれども、金額としては７,６６６万８,７１２円

でございます。その他はですね、あとその他の経

費としましてはマネジメント経費ということで、

トータルで１億７,４００万円の委託料というふ

うな形になっております。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。中身に

ついて、詳しく説明ありがとうございます。 

 その中で、１３０万円以下の施設の外構だった

りですね、壊れた修繕等があろうかと思いますが、

その中でも教育施設ですね、学校とかになったと
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きに、管財課で所管するのか、教育委員会総務課

で所管するのかという事例が実際あったと思うと

ですよね。だけん、そこの、どっちの責任じゃな

いんですけど、その辺は明確に今後どのように進

められていくのか、ちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

○管財課長（神永和典君） 修繕業務については、

一応額で線引きをさせていただいているところで

ありますけれども、主に学校施設が多ございます。

包括で行なう場合は、当然うちが所管になって教

育総務課とも連携をしながら学校施設の修繕業務

に取りかかっているところでございます。 

 ですので、そこら辺はちょっといろいろとです

ね、誤解がないように、我々も中心になって進め

てまいりたいというふうに考えております。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その辺がですね、なかなか縦割りの行政の中で、

また、ＰＴＡ会長さんとかですね、頼まれた方が、

管財課なのか、教育総務課なのかということでで

すね、なかなか管財課的にも教育施設は結構教育

総務課に任せてあるとこも、学校施設なんであり

ますので、その辺のすみ分けをですね、きちっと

されながらの包括をしていただければと思ってお

ります。 

 もう１点、よかですかね。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈ですけど、その

中で、先ほどの説明の中では、今予算の減額も見

込まれるんだということだったんですけど、どっ

ちかといえば今度はもう、言い方は悪いんですけ

ど、その業者に丸投げみたいな感じになってきて

修繕等が進んでまいりますよね。その積算はどの

ように行政的に、上がってきた見積りはそのまま

できるのか。 

 例えば、物価版とか加味しながらその辺の話を

していくのかということ次第ではですね、やっぱ

り言ってきた、上がったつを、はいはいってずっ

と修繕しよったら、莫大なまた修繕費になってく

るかと思いますが、その辺の価格としての業者と

のやり取りはどのように考えているのか、お伺い

したいと思います。 

○管財課長（神永和典君） 管財課の神永でござ

います。 

 まず、この包括業務を進めるに当たってはです

ね、定例会、月１回の定例会を設けております。

それには、管財課と教育総務課にも入っていただ

いて、委託事業者、包括事業者とのですね、協議

を行なっております。 

 当然、その価格が妥当なのかというところもご

ざいますけれども、当然うちのほうにも技術職も

おりますので、そちらのほうからいろいろ指導も

させていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ぜひですね、その辺もしっかりちょっと行政と

しての、修繕業務かもしれませんけど、発注者と

しての責任としてですね、取り組んでいただきた

いと思います。 

 あと１点、関連でよかですか。 

○委員長（近松惠美子さん） 北本委員、どうぞ。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 今、包括管理のやつがあったんですけど、修繕

で５,７００万円ぐらいということだったんです

けど、この包括管理を入れたときに、費用が削減

できる部分は積み残しのところに充てるというこ

とができるというメリットもあると思うんですけ

ど、実際１年間してみて、実際そういう、ここで

きんかったなみたいなとこに予算を回せたという

のは実感としてありますか。 

○管財課長（神永和典君） 管財課の神永でござ

います。 

 先ほど多田隈委員のほうのお答えでですね、修

繕業務について金額を申し上げましたけども、こ

の内訳をですね、少し御説明させていただきたい

と思います。 

 修繕業務が全体で５,７２１万５,２８５円で、
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４９３件の実績でございます。点検を行なってで

すね、これ定期的に点検を行なって、修繕と思わ

れる箇所が、修繕したほうがいいという判断をし

た場合には、事後修繕といたしまして行なった修

繕もございます。 

 それから、あと、先ほど北本委員が申されまし

た積み残しとかの修繕ですね、これ昨年度からの

積み残しで、一応金額的には１,４９３万１,０３

１円ほどで、全体の修繕の割合としましては２

６％のですね、積み残しの修繕がちょっとできて

いるというような形での実績が出ておりますので、

非常に以前からはですね、そういったところが改

善できてるのかなというふうに感じております。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 大丈夫です。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 説明書の７ページなんですけど、乗合タクシー

運行事業なんですけど、公共交通の不便地域対策

として有効な手段として皆さんも喜ばれておりま

すけど、これの問題でですね、やっぱりどうして

も県北病院に行けないですね、そのまま直通でで

きないという私たちの校区からはすごく声が今も

上がっておりまして、やっぱり行政として、停留

場も含めたところで、先々何かその辺の変更も考

えていくのか、例えばアンケートとかも取られて、

どういう問題があるのかというのを調査する方向

に考えがあるのかないのか、その辺をお聞きした

いと思います。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 今、多田隈委員から御質問ありました県北病院

に直接ということでお答えいたします。 

 まずですね、今、特定乗降所の中でＪＲ玉名駅

で降りていただいて、路線バスのほうにですね、

乗換えをしていただくという形で今行っていただ

いている方がほとんどでございますけれども、中

には一番近い保健センターまで乗合タクシーで来

られて、そこから一般タクシーにメーターを切り

替えて行かれている方もいらっしゃいます。その

方についてはですね、一般タクシーでございます

ので、普通の料金で保健センターから行っていた

だいているという形でございます。 

 今後ですね、乗降場を増やして、県北病院で

あったり玉名市役所という要望も出ておりますの

で、考えてはおるところでございますが、どうし

てもこれ行政だけではなくてですね、運行を委託

しております産交バスであったり、タクシー事業

所、４事業者ございますが、そこと国も交えた公

共交通会議にかけての決定になります。その中で、

何度も提案はしておりますが、どうしても承認が

されないというような状況でございます。 

 アンケートにつきましてもですね、もう実際

取っておりまして、そういった直接行きたいで

あったりだとか、玉名市役所に停留所を置いてく

ださいだとか、そういった要望も出てきているの

を把握はしております。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ぜひですね、そういう切実な、やっぱり市民の

方からのですね、やっぱり要望、アンケート等で

も取られているということであればですね、やっ

ぱり停留所の増も含めて、もちろん私たちも、県

北病院もそうなんですけど市役所に乗合タクシー

で行けないということは、じゃ、私たちは来ない

でくれと言っているのかという話にもですね、

やっぱ地元ではなるんですよね。 

 もともと旧市役所のときには行けました、旧中

央病院のときは行けたんですよ。それが行けてな

い、変わったばっかりにですね。変わったのも市

民が変えたんじゃない、行政がそこで変えていっ

たんだと、計画立てて。そこをですね、やっぱり

行政の責任としてですね、行かれたところにやっ

ぱり行けるように、やっぱり今後努力をしていた

だきたいというお願いで終わりたいと思います。 

 以上です。 
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○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 説明書の６ページです。運転免許自主返納支援

事業で、運転に不安を持つ者の免許証の自主返納

を支援することによる公共交通への利用転換と交

通事故の減少を図るとあります。成果のほうに、

交通事故の減少がどうかということを書いてない

ので、事故率は、事故率というか事故は減ったの

か変わらないのか増えているのか教えてください。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課の塚

本でございます。 

 委員御質問の件につきまして、今手元にちょっ

と資料がございませんので、後で御答弁というこ

とでよろしいでしょうか。 

○委員（山下桂造君） はい、大丈夫です。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃ、よろしいで

すね。 

○委員（山下桂造君） じゃ、続いてよろしいで

すか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、じゃ、𠮷田

委員。𠮷田委員でいいですか。 

○委員（山下桂造君） じゃ、いい、うん、先に

どうぞ。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 説明書の３ページの公式ＬＩＮＥについてなん

ですけど、令和４年度からいくと予算のほうが３

００万円、４００万円ずつぐらい上がって増えて

はいるんですけど、これ登録者数とかやることが

増えてくる、できることが変わってくると、こん

なふうに上がってくるんでしょうか、お尋ねいた

します。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 金額的には上がってないんではないかなと思う

んですが。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 過去を振り返ったら

予算額が上がっているのかなと思ったので、上

がってないんですかね。 

○地域振興課長（小山晃生君） 基本的には上

がっていないことになっております。 

○委員（𠮷田真樹子さん） そうですか。じゃ、

次に行きます。 

 いろいろ年々とやることが増えてきている、そ

れでいろんな参加率なんかも増えてきているんで

しょうか、お尋ねいたします。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 𠮷田委員おっしゃるとおり、ＬＩＮＥにつきま

しては公式アカウントを使ってですね、各種の手

続であったり、御存じだと思いますがいろんなイ

ベントであったりとか、そういったものも全て配

信をいたしておりますので、当然有効に利用でき

ているものというふうに思っておりますし、登録

者数につきましてもですね、こちらのほうに載せ

ておりますが、令和５年度で９,６００人強でご

ざいましたけれども、令和６年度で１万７,２２

３人、先月現在でですね、もう今２万１,０００

人を超えましたので、どんどん着々と利用者も増

えておりますので、市民に浸透しているというふ

うに考えておりますのが１点と、玉名市というか、

地域振興課としましては、ふるさと納税も担当し

ておりますが、ＬＩＮＥでお友達登録をしていた

だいて積極的に配信をするということで、市外の

方にも積極的に公式ＬＩＮＥに登録していただい

ております。 

 昨日までも楽天のイベントに参加させていただ

いて、２日間で１,３００人強の方とＬＩＮＥで

つながったという形になっております。 

 以上でございます。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 いろんな予約とか申込みとかもできるように

なっているんですけど、私、この間一般質問でＬ

ＩＮＥで予約ができるようにってお願いしたんで

すけど、ほかに何か、これはもうやろうと思って

いるとかいうようなことがあればお聞かせくださ
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い。 

○地域振興課長補佐（松尾和俊君） 地域振興課

の松尾です。 

 今、𠮷田委員からのお尋ねですけれども、実際

今いろいろと電子申請関係で、まだ水面下で用意

しているものというのが実は複数ございます。申

請関係、子育て分野ですとか健康福祉の分野、そ

のほかにもですね、ちょっとまだ例規等々の整備

も踏まえないと、ちょっとなかなか明言できない

部分もあるんですけれども、民間で行なっている

ようなサービスに取って代わるようなものも、今

後この市の公式ＬＩＮＥを使って行政のほうで

やっていけないかと。 

 例えばいろんなオンラインの通知であったりと

かですね、そのほか、職員のほうでの活用も考え

ておりまして、これを用いて職員の負荷軽減、

ちょうど事務の効率化を図るような取組というの

も今複数、実際検証段階に入っております。 

 こちらはまたはっきりして、リリース、公開

等々決まったときに、改めて議会のほうにはお知

らせをしたいと思います。 

 以上です。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 本当にＬＩＮＥ、結構年がいかれた方も上手に

使われている方たちもいらっしゃるので、もっと

もっといろんなことができればいいかなと思って

いますので、引き続きよろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 先ほど、乗合タクシーのことが出ておりました。

これちょっと意見です。私も先日、乗合タクシー

を使いました。「使ったよ」てちょっと友達に話

をしたら、何と言われたかというと、知りません

でしたと言われました。だからもっと宣伝したほ

うがいいのかなと。 

 ただ、これが始まるときには、私も言ったんで

すが、各地域の公民館でちゃんと説明会をされて

いましてしっかり分かったんですけども、その後

はもう多分、各地域でするということでもないと

は思うんですけれども、何かもっと利用が進むと

いいなと。そうすると利益も、利益ということ

じゃないですけれども、収益が少しでも上がって

くるということにはなるかなと思います。 

 実際、車を運転している人がいっぱいいるわけ

ですけども、ちょっとしたとこ、私としてはすご

く便利であちこち利用させてもらっておりますの

で、周知をもう少し図られたほうがいいというこ

とでの意見です。 

 もう一つ、よろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（山下桂造君） ちょっとこれもお伺いな

んですが、意見書の８ページ、基幹業務システム

のことなんですけれども、玉名市としては導入さ

れていくことでずっとされてますが、国の動きを

見ていると国がどうもうまくいってないようなと

か、あるいは費用が、国が最初言ってたのの３倍

かかるとかというような形になってきているみた

いなんですけれども、現状どのような形でしょう

か、教えていただければありがたいです。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石です。 

 今、山下委員のほうからありました基幹業務シ

ステムの標準化に向けて、現在職員一丸となって、

また現行システムのベンダー様と共にですね、進

めているような状況でございます。 

 実際、９月２日に、ガバメントクラウドに移行

されている団体で、サービスが停止するような事

象も起きているような状況でございます。現在も

ですね、ベンダーさんのほうもシステムの標準化

に向けた取組をしていただいている状況ではござ

いますけれども、委員おっしゃるとおり、非常に

厳しいスケジューリングになっているところでは

ございますので、ちょっと確認をしながら、移行

に向けた取組を進めてまいりたいと思っていると
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ころです。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ありがとうございました。大変な状況だと思い

ますけれども、本当は国がしっかりせないかんと

思っているところですけど、今の状況を説明して

いただき、ありがとうございました。 

 終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） 大野委員、どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、決算書

の８５ページ、台湾スタートアップの件なんです

が、これの事業成果と効果とか、その辺りはどう

だったのかなと、令和６年度において。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 今御質問の、台湾のスタートアップ事業の件に

関してでございますけれども、昨年ですね、

ちょっと件数は何件かちょっと定かではありませ

んが、台湾のほうからの政府関係を交えた一般の

事業者の方が、３度ほどお見えになっております。 

 １件につきましては、ホテルしらさぎのホール

を借りられて、地元の何といいますか、商業者と

いいますか関連のある、医療系のシステムを持っ

てこられたりとか、そういった形をされておりま

したので、介護事業所の方であったり、医療関係

の方がお見えになって１つの商談会みたいなこと

までやっていただいておるところでございます。 

 厳密に申しますと、それが全てつながったかど

うかというのはそこまで把握しておりませんで、

１つ聞いているのは、くまもと県北病院が１つ、

何も触れずに血圧を測ったりだとか、そういった

ものにかなり興味を示されたというところまでし

か聞いておりません。実際に大きな導入ができた

という成果には至ってないところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、でもそこ

が一番大事だと思うんですよ。なので、そこは

やっぱり検証していかないと、じゃ、このスター

トアップに使った費用が駄目じゃないかとなるの

か、使ってよかったねと、もっと拡大しなきゃい

けない、予算取りしなきゃいけないという、そこ

の検証ができなかったらやっぱり先に進めないの

で、やっぱそこは継続的な事業とか拡大していけ

る事業を、さらにもっとビルドアップというか

絞っていきながら、選択と集中していくべきだと

思いますので、また次年度もよろしくお願いしま

す。 

 追加で、大野ですけど、昨年度末かな、令和５

年度末、企画のほうでサテライトオフィスのほう

を２か所やったかと思うんですが、これがもう令

和６年度には予算書のほうにはもう、決算のほう

には一切載ってきてないので、これはもう実際サ

テライトオフィスのほうにはもう１円も使ってい

ないという認識でよかったでしょうか。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 費用のほうは、支出はしておりません。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。

もう１件よろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 最後になりますが、大野

ですけども、国際交流協会の補助金が例年９５万

円支出されていますけれども、これの補助をした、

じゃ、その成果って何なのかなというのを聞きた

いんですけれども。 

 これ、どこになるんですかね、所管は。企画で

すか。 

○委員長（近松惠美子さん） うん、企画。 

○委員（大野豊重君） ちなみに言いますけど、

国際交流協会がこの９５万円で何をしたではなく

て、玉名市としてどういう補助をしたことによっ

て玉名市としてどういう成果が上がったのかと、

そこをどういう認識をされているかという観点で

お願いします。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩
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尾でございます。 

 予算としては、市のほうから９５万円補助金と

して支出をしておりまして、草の根的な活動を地

域のほうで行なっていただいているところでござ

います。 

 今、玉名市のほうにも、在住外国人の方が１,

４００名を超えております。そういう中で、地域

でのその多文化共生というものもやはり推進して

いかないといけないというところで、その一翼を

担っていただいておりまして、地域にお住まいの

外国人の方々とのサロンであったり、いろんな交

流会であったりというものをしていただいており

ますので、これから先、そういう多文化共生とい

う部分を市として考えたときには、こういう国際

交流協会さんが、地域において草の根的な活動を

やっていただいていることは非常に有効なことで

はないかなというふうに、市としても考えており

ます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 今、多文化共生のところ

なんですが、これ今、国のほうでもかなり大きな

問題としてこれから取り上げられていくかと思う

んですが、実際この玉名市においても、外国の方

が入ってこられて土地を購入して家を購入して、

夜中トラクターを使ったりだとか、隣の境界を越

えて勝手に穴掘ったりだとか、そこに不法投棄し

たりとか、そういうのもありますので、多文化共

生って響きはいいですけれども、そういったとこ

ろも踏まえて、しっかりと投資をするんであれば、

お金をかけるんであれば、一緒にやっていければ

いいと思うし、逆に言うと多文化共生を言うんで

あれば、もっともっと予算をかけなきゃいけない

というふうに思いますので、ただ出すじゃなくて、

その効果をしっかり検証しながら、増やすほうに

進んでいっていただければなと。効果がなければ、

出す必要性もないかと思いますので、ぜひよろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 今の大野委員が質問された国際交流協会の９５

万円の支出なんですが、伺いますけども、国際交

流協会がやっているその事業に参加されて、どう

いうことを実際にされているかとかというのは見

られていますか。 

 外国人が来るカフェとか、一体何人来ているの

かとか、多くの人が関わっているかとか、１,４

００人も玉名市に外国人が住んでいるならばとい

うことで、多文化共生カフェ、ごめんなさい、私

もまだ見てはいないんですけれども準備の段階で

は見て、いろいろお話聞いたけど、なかなか参加

者はいないという話を実際やられている方から話

を聞いたんですよね。 

 だけん、その辺の実際、具体的にどのぐらいや

られているかというのはしっかり見てほしいなと

思うんですけども、見られましたか。 

○企画経営課長（萩尾一義君） 企画経営課の萩

尾でございます。 

 私のほうも一度拝見はさせていただきましたし、

事務局会議とか、月に一度あっておりますが、う

ちの職員も必ず出ていって、国際交流協会でどう

いう取組をしているのかというのは把握しており

ますので、その中でちょっと参加者が少ないん

じゃないかというようなところも、やはり課題と

してはありますので、市とやっぱり連携しながら、

ホームページとかそういったもので情報の発信を

強化していきましょうという話で、今進めている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） 了解しました。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃ、私がいいで

すか、近松ですけども、観光物産課も含めて、企

画のほうでいろいろ観光に力を入れることもされ

ていると思うんですけども、宿泊施設の充足率と

いうんですかね、それは。いわゆる宿泊者が増え
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ているか、宿泊のお部屋に対して、どのくらいお

客さんが泊っているかということですけど、それ

は伸びてきているんでしょうか。 

 今度ホテルが建つことになると、また経営が厳

しくなるんじゃないかって心配しているところも

あるんですけども。そういうことで観光政策の１

つの評価として、宿泊客数がどれぐらい増えてい

るかということをお尋ねします。 

○総務部長（前田弘信君） 総務部長の前田です。 

 観光物産課のほうになりますので、こちら、来

てないんですよ。 

○委員長（近松惠美子さん） 企画じゃなかった

ですか。じゃ、そちらに聞きます、すいません。 

○総務部長（前田弘信君） 申し訳ございません。 

○委員長（近松惠美子さん） 分かりました。 

 ほかにありますか。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課の塚

本でございます。 

 先ほど、山下委員のほうから、運転免許証自主

返納支援事業の事業効果というか、交通事故の減

少は実際あっているのかどうかという御質問がご

ざいましたが、それにつきましては、令和５年度

からでよろしいですか。 

 令和５年度の交通事故件数は、１１５件でござ

います。令和６年度、昨年度が事故件数９０件で、

ちなみに負傷者数なんですが、令和５年１５４件、

令和６年１１３件でございます。若干の減少を見

ておるところでございますので、事業効果として

は微力ながらあっているという認識をしておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 今のは、高齢者の事故の件数ですよね。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課の塚

本でございます。 

 これにつきましては、玉名市民の方の交通事故

数でございます。 

○委員（山下桂造君） 分かりました。 

 だから、玉名市民全体としてこういうふうに

減っているから、多分効果が出ているんだろうと

いうふうな考え方でいくということですね。はい、

分かりました、了解しました。 

○委員（大野豊重君） すみません、今の数値だ

と高齢者の返納のところには、効果としては検証

できないですよね。 

 そこの年齢的な、年代ごとの検証というのは後

で調べれば分かるものなんですか。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課の塚

本でございます。 

 これにつきましては、玉名警察署さんの資料で

もございますので、後で確認をさせていただきた

いと思います。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにありますか。 

 では、もう一つ、先ほどと、近松です。 

 大野委員が台湾のスタートアップ事業のことで

言われましたけども、私もこれ非常に気になって

いるんですけども、何かあれに、画面に合わせて

体操するのとか、そういうのもありましたよね。

ああいうのはどのくらい関心を示されたんでしょ

うか、どのくらい企業が来て、もう少し１歩進ん

だのがあったんでしょうか。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 多分、委員長おっしゃっているのは、一番最初

に取り入れたＵｎｉｉｇｙｍさんの画面を見なが

ら一緒に体操したりするということでやったもの

だと思いますけれども、いろんないきいきふれあ

い活動であったりとか、そういったところでも試

しをいたしましたけれども、やはりちょっと反応

が薄かったというのはあります。 

 もう一つですね、使わせていただいたのは、台

湾との小学生の交流事業をオンラインでやりまし

たけれども、そういったところで対戦をするとい

うようなところでは使わせていただきました。 

 そのほかに、やはり介護施設も実証をやりまし
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たけれども、やはり介護施設になると、体の不自

由な方とかがいらっしゃいますので、その動きに

ついていけないとか、そういったことがございま

したので、実動使えるのは子どもたちが普通の

ゲーム感覚で、健康になるために体操をするとい

うようなことに活用ができるのかなというふうに

は思っておりますけれども、導入までは至ってな

いというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ありがとうござい

ます。近松です。 

 私は別に、あれを導入したらという思いで質問

したわけじゃなくて、あのレベルだとやはりこれ

はうまくいかないだろうなと思ったんですよね。

何かもう少し、何ですかね。 

 まあ、いい提案があったらいいんですけども、

これ長く続く事業かどうかなというふうに私とし

ては思ってるんですよ。３００万円出すだけの効

果があるのかなということで、そういうことを大

野委員も言われましたけど、考えている議員がい

るということで、今後中身をしっかり、効果を見

ていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 ほかにはありませんか。一応いいですか、これ

で、皆さん。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 皆さんが一生懸命

取り組んでこられたので、もっとここを見てくれ

よみたいなお気持ちもあったかもしれないんです

けども、皆さんが一生懸命されているということ

で、十分効果があることをされているだろうとい

うことで、もうこれで質問を打ち切りたいと思い

ます。 

 では、もうお昼にしましょうか。じゃ、これは

もうこれでおしまいにしまして、午後は１時から

再開します。お疲れさまでした。入替えです。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時４１分 休憩 

午後 １時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き、

委員会を開きます。 

 次に、一般会計歳出３款民生費及び４款衛生費

の審査を行ないます。 

 執行部から補足説明はございませんか。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 ３款及び４款に関わる補足説明はございません。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

 では、これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はございませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 説明書の１８ページ、この敬老会開催事業につ

いて伺います。 

 こちらには、敬老会を地域ごとに９月の敬老の

日頃に開催すると。 

○委員長（近松惠美子さん） ちょっと何か音、

していませんか。 

○委員（山下桂造君） どうしたんだろう。切れ

ない。 

○委員長（近松惠美子さん） では、続けてくだ

さい。 

○委員（山下桂造君） 敬老会を開催するという

ふうにありますけれども、実際のところ敬老会の

開催状況とか、押さえておられますか。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課、中

野です。 

 敬老会を実施されている地区は９地区あります。

地区名を言ったほうがいいですか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 敬老会をやってるのは９地区、９つしかないん

ですか。全部で幾つありますか、敬老会を実施で

きる団体というか、区数は。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課、中

野です。 

 ちょっと今、調べてますので、はい。 
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○委員長（近松惠美子さん） じゃあ、ちょっと。

時間かかりますか。 

 じゃあ、ちょっと次に移っていいですか。どう

ぞ。 

○委員（山下桂造君） ああ、いいです。 

 今ちょっと聞いてびっくりしたんですが、区は

いっぱいあるのに９地区しか敬老会をやってな

いっていうのを聞いて驚いてしまいます。私の周

りでも、敬老会をやってるとこ、やってないとこ

あるのは知っておりますけれども、何かここで敬

老会を開催して、皆さんお年寄りの方を励ますと

か、楽しい会にするとかっていうのが、もうだん

だん減ってきてるっていう実態ですよね。数はま

あいいとしても、昔に比べて減ってきてる。 

 ではこの減ってきていることについて、市とし

て何か対応策とか、もう何もしない、もう区に任

せるとかって、そんな考えとかは今あるんでしょ

うか。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課、中

野です。 

 実際、区長会のほうに委託して敬老会のほうは

実施していただいていますけど、今のところ区に

任せているという状況でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（山下桂造君） 大丈夫です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（大野豊重君） すいません、今の敬老会

の関連なんですけれども、コロナ前はどれぐらい

あったのか、把握できていますでしょうか。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課、中

野です。 

 敬老会自体はあまり変わらないと思います。 

○委員（大野豊重君） じゃあ、もう大体９地区

から１０地区ちょっとというとこですかね。もう

実際、敬老会は各自治区でやっているというだけ

の話ですよね。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野です。 

 ９地区と言いましても、玉名町とかで全体でさ

れているとか、横島全体でされているとかいうの

がありますので、区としてはまだ大きくなると思

います。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。

じゃあ、大野です。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、決算書の

１２３ページの総合福祉課の分なんですが、負担

金補助金交付金というふうにあります。これが、

何か例年代わり映えしない金額なんですけども、

これらに関して玉名市として支出しているんです

が、玉名市としてその関わりはどういうものがあ

るのかなと思って。玉名市としてこの負担金を担

う、交付金を支出することについて、玉名市とし

てどういう関わりを持たれているのかなと。ただ

お金だけ出しているのか、実際何かこう動きをや

られているのか、そこを伺います。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 総合福祉課の部分で言えば、補助金等に対して

はボランティアセンターの運営であるとか、保護

司会。補助金の部分でよろしいですか。 

○委員（大野豊重君） 補助金、負担金。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 失礼いたしまし

た。 

 まず、負担金等につきましては、広域での障が

い者の介護認定の部分の負担金等がございますけ

れども、そちらのほうに協議会として参加して、

こちらも障がい者部会として、他の４町とも協働

しながら推移を見守っているところであります。 

 補助金等に関しましては、先ほど申しました各

種団体の会議に参加して、障害福祉の向上に対す

る助言であったり、そういったものを行なってい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけれども、その



 

 －23－ 

中の負担金の中、これ広域でやられているという

ことだったんですが、その中の障がい者スポーツ

文化協会負担金というのが、少額ですけれども、

これは具体的にどういう関わりを。ただ会議に参

加するだけ、それともこの中身には何かあるのか

なと思って。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 障がい者スポーツ、体育祭であったり、レクリ

エーションであったり、行なわれておりますけれ

ども、そちらのほうにも行政としても参加してお

ります。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、体育祭と

かそういう大会への参加費という認識でいいんで

すか。 

 要は、玉名市として障がい者の方々に対しての

スポーツの取組が何かあるのかなというふうに

思ったんですが、それはただ、体育祭というのは

どこの体育祭ですか。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 すいません、障害福祉協議会、今、申しました

のは、障害福祉協議会のレクレーション等ござい

まして、そちらのほうには定期的に参加しており

ます。 

 また、県レベルでの障がい者のスポーツ大会、

いろんな競技ございますけれども、そちらのほう

の選手または団体に対しての補助ということにな

ります。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、実際玉名

市内の中で、これらに参加する方々って、対象

者って何名ぐらいいらっしゃるんですか。おおよ

そでいいんですけど。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 ちょっと競技はすいません、覚えておりません

けれども、２名ぐらいの参加があっていたかと思

います。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。ありがと

うございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課、中

野です。 

 先ほどの山下委員の、敬老会の件数というかで

すね、地区の数なんですけど、１９地区です。い

わゆる昔の小学校区域でやっていまして、そのう

ちの９地区がやっていると。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 だから、小学校区、だからその、各区でやって

いるのは分からないんですね。地域で、例えば下

立願寺と上立願寺とかというところであっている

分は押さえてない、分からないんですね。 

 ああ、分かりました。だから、さっき言われた

９地区というのは、小学校区の９地区ということ

なんですか。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課、中

野です。 

 はい、小学校区の９地区になります。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 小学校区としてやっているということですよね、

それはね、団体としてね。だから小学校区でやっ

てるところもあれば、小さい区でやってるとこも

あったりするけども、市で押さえているのは小学

校区でやっているのしか押さえてないという理解

で今いいんですよね。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野です。 

 はい、今押さえているのは、小学校区の分です

ね。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 分かりました。私としては、各区、昔からの行

政区、区長さんがいる行政区でどのぐらいあって

るのかなって、最近減ってるなという感じも受け

るものですから、ちょっと伺ったとこです。それ
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はまた、別の機会に伺います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 意見書のほうなんですけど、決算審査の意見書

の２２ページなんですけど、この民生費のところ

で、不用額が８億２,０００万円ぐらい出てて、

この文章を見る限りだと多分大きいのはこの住民

税非課税世帯の臨時給付費の３億円ぐらいだと思

うんですけど、これは、あらかじめ多めにしとっ

たけん、３億円余ったのか、もうやるべきところ

には大体給付はできているって感じですかね。 

○くらしサポート課長（平川善裕君） くらしサ

ポート課の平川です。 

 これは、あらかじめと申しますか、予算の編成

の段階で、ある程度のめどは立てますけれども、

どうしても確定をさせるということが最初できま

せんので、やっぱり多めに、かなり多めに要求時

点でさせていただいています。 

 以上でございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 ということは、もう給付せなん人たちには、も

う大体いってるという、いってしまって多めに

取っとった分が余ったって感じですかね。 

○くらしサポート課長（平川善裕君） くらしサ

ポート課の平川でございます。 

 今おっしゃるとおりでおおむねよろしいんです

けれども、やっぱりどうしても最後まで分母を

はっきり確定をさせることができませんので、給

付率といいますか、対象になった世帯の何％の方

が、ちゃんとお受け取りになっているかという正

確なところまでは、把握ができないという状況で

ございます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

○委員（北本将幸君） はい。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（中村慎吾君） 中村です。 

 すいません、説明書の２９ページの、この不法

投棄の監視業務の件で、ごみを回収されたという

ことですけれども、この不法投棄が行なわれた場

所とか品物について、ちょっと内容を教えていた

だきたいと思います。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 まず、不法投棄の監視パトロールなんですけど

も、市内の許可業者８業者に、岱明、玉名、天水、

横島と、巡回を月１回か２回ほどしていただいて

おります。 

 主な不法投棄箇所なんですけども、私が把握し

ておりますところは、小岱山の広域農道がござい

まして、下の玉名病院からずっと上がってくると

ころの、その突き当たりぐらいのところが結構多

くございます。 

 そこの地点につきましては、循環資源協会の方、

産廃協会の方と年に１回とか清掃活動をするんで

すけども、そのほか主要幹線道路、堤防沿いの道

路であったりとか県道とか、そういった道路のほ

うに、生活ごみ、タイヤとか、そういったものが

投棄しております。そういった状況でございます。 

 以上です。 

○委員（中村慎吾君） ありがとうございました。

毎年ずっと、不法投棄監視とかされていますけれ

ども、どうですか、場所によっては、やっぱりこ

の不法投棄というのは増えていたりという地区と

か地域、うちの市ではないですけども、ほかの地

区ではあったりするみたいですけれども、全体の

流れとしてはやっぱり環境から考えて、不法ごみ

とかに関しては減っている、状況的にはどうなん

でしょうか。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 まず、過去５年間の不法投棄の実績なんですけ

ども、令和元年度が２.３２トン、そして令和２
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年度は４.４９トン、令和３年度が１.３６トン、

令和４年度が３.２トン、令和５年度は２.９１ト

ン、令和６年度は２.０６トンで、若干横ばい、

昨年度に比べると若干減っている状況であります。 

 玉名、天水、岱明、横島と巡回をしていただい

ておりますけども、玉名南部が令和６年度につき

まして７４０キログラム、そして旧玉名北部につ

いては５１０キログラム、横島については２２０

キログラム、天水が１６０キログラム、岱明の大

野、高道については１４０キログラム、睦合、鍋

については２９０キログラムという昨年度は実績

になっております。 

 以上です。 

○委員（中村慎吾君） ありがとうございました。

不法投棄はいけないことなんで、しっかり管理を

行なっていけば、やっぱりそういうのも減ってい

くと思いますので、大変だと思いますけれどもよ

ろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかに。 

○委員（多田隈啓二君） 関連なんですけど、今

のとこなんですけど、不法投棄の中で、毎年２ト

ン弱の不法投棄がずっと続いている中で、実際誰

が捨てられたか、特定までに至っているんですか

ね、どうなんですかね、その辺。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 まず、不法投棄があった場所に、まず通報が

あって職員が参ります。そこで、物的証拠、例え

ばお薬の名前が入った領収書であったりとか、そ

ういうものが見つかった場合は、警察と連携して

検挙していただいている状況でございます。 

 ただ、そういった物的証拠がない場合は、なか

なか難しい状況ではございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 じゃ、実際その領収書とかで、実績はあるんで

すか、そこに誰が捨てたというのは。今まである

んですか、ないんですかね。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 令和６年度に、岱明の睦合校区のほうで自動車

会社とか、西照寺、ラーメン屋さんとか、産交バ

スの整備工場があるあの辺りに不法投棄がござい

まして、そこで先ほど申し上げましたそういった

領収書であったり卒業証書とか、そういったもの

が出てきておりますので、隣の市のほうの住民の

方でございましたので、警察に通報、連携して、

検挙していただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 そういう対応をしながら、処理費の請求もされ

ているという感じでいいんですかね。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 当然、処理費につきましては、例えばブロック

とか、昨年度の現場においては解体くず、ブロッ

ク、瓦礫とか、そういった解体くずがございまし

たので、そちらのほうを適正処理を当然していた

だいております。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 あと、そこにもう毎年なんですけど、大体決

まってくると思うとですよね、場所が。若干変

わっていくとこもあろうかと思いますけど、やっ

ぱり捨てるということ、特定された場所になって

くるんで、その辺の何か注意喚起とか何かされて

いるんですかね、どうなんですか。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 まず、注意喚起につきましては、玉名市の、そ

ういった不法投棄の看板等を、地元の区長さん等

から要望があった場合は、看板等を上げまして、

区のほうで設置をしていただいております。 

 それと、本年度から担当職員が夜間そういった

巡回パトロールをするように実施をしているとこ
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ろでございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ぜひですね、やっぱり大体決まってくると思い

ますので、注意喚起をまたしっかり考えていただ

きながら、やっぱり税金で処理しているというこ

ともありますので、やっぱゼロに近づくように努

力していただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（德村登志郎君） 德村です。 

 １４ページ、生活困窮者自立支援事業のうちの

学習支援事業についてお尋ねしたいと思います。 

 この学習支援、大変意義深いものだと思うんで

すけれども、実際これはどこで、どのような形で

実施されているのか教えていただけますか。 

○くらしサポート課長（平川善裕君） くらしサ

ポート課の平川です。 

 現在、学習支援につきましては、松本学園さん

のほうに委託をいたしまして実施をしていただい

ております。 

 現在ですね、現在といいますか、令和６年度で

１７名の方が利用をしていらっしゃいます。勉強

だけにとどまらず、生活、いろんな全般に関わる

支援でありますとか、ちょっとしたレクリエー

ションでございますとか、そういうことも実施を

していただいているところです。 

 以上です。 

○委員（德村登志郎君） 德村です。 

 利用者数が１７名ということなんですけど、実

際、そもそもこれの対象になる子どもたちですね、

生活保護家庭のほうは０人となっていますけど、

あと生活困窮者家庭が１７名、実際対象となる子

どもというふうに掌握したときに、何名ぐらいに

なる感じなんですか。 

○くらしサポート課長（平川善裕君） くらしサ

ポート課の平川です。 

 実際に、こちらの事業を御利用になる御家庭へ

のお子さんといいますのが、やっぱり最初は生活

困窮の相談からスタートをしますので、大半のお

子様に関してはといいますか、御家庭に関しては、

この事業を御利用いただいてしかるべきといいま

すか、という認識でおります。 

 以上です。 

○委員（德村登志郎君） 生活困窮者の方が利用

されるということで、ある意味ちょっと自分の家

庭が生活困窮家庭であるということを、やっぱり

大っぴらにしたくないとか、やっぱ子どもにして

もそういうところで、そういうところに通うのは

というような、そういう感じが生まれないかなと

いうのはちょっと懸念しているところじゃあるん

ですけど、その辺の配慮とかはなされている感じ

なんですかね。 

○くらしサポート課長（平川善裕君） くらしサ

ポート課、平川です。 

 当然、そういうお子さん御自身の御希望を最初

にお伺いをいたしますし、何もこちらから受けて

くださいと、当然お勧めはしますけれども、強制

等することはございませんし、あくまでも御本人

さんの意思でという形で受けていただいておりま

す。 

 以上です。 

○委員（德村登志郎君） その場合、例えばくら

しサポート課のほうで、こういう支援があるけれ

ども受けたらどうかという、個別に案内していく

というような感じで捉えてよろしいんですかね。 

○くらしサポート課長（平川善裕君） くらしサ

ポート課、平川です。 

 おっしゃるとおりでございます。スタートが、

やっぱり生活困窮の相談でお見えになる方がほと

んどでございますので、その相談を受ける中で、

いろいろな問題が浮かび上がってきます。その一

環としてこの事業を御利用いただくわけですので、

事業の紹介はすることはあっても、各御家庭につ

いてといいますか、大きくアナウンスをすること
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はありません。 

 以上でございます。 

○委員（德村登志郎君） 大体大まか現状が分か

りましたので、ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 説明書の２４ページです。２４ページ、生活保

護の支給者の金額とか出ておりますけれども、以

前別の課で聞きはしたのですが、外国人への生活

保護支給というのは玉名市は行なっていませんか

ということを伺います。 

○くらしサポート課長（平川善裕君） くらしサ

ポート課の平川でございます。 

 現在、１名の方、外国籍の方がいらっしゃいま

す。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 外国籍の方への生活保護というのは、どうも法

律違反だというような形で判決が出たみたいなん

ですけれども、その辺のところは認識されていま

すか。 

○くらしサポート課長（平川善裕君） くらしサ

ポート課の平川でございます。 

 そういう判決があるということは認識はしてお

りますけれども、県等と協議をする中で、それを

全く行なわないというのはちょっといかがなもの

かという状況に今いるところでございます。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 日本に来られて、生活保護を受けないといけな

い状況というのは、一体どういうことなんでしょ

うか。 

○くらしサポート課長（平川善裕君） くらしサ

ポート課の平川でございます。 

 今、玉名市にいらっしゃる方といいますのは、

もう長く日本に住んでいらっしゃいまして、現在

鬱病を患われていると、お仕事等ができない状況

であるという方でございます。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 日本に長く住まれている、もう１０年以上住ま

れているとかですか。そこら辺等もいろいろある

でしょうけれども、ちょっとまず実態を伺って、

またこの後ちょっといろいろ別件でお話に伺わせ

てもらいたいと思います。 

 この件は以上です。じゃ、次よろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（山下桂造君） ２７ページです、説明書

の２７ページ。こちらのほうで、公害の件で出て

おりましたので伺うんですが、３番に自動車騒音

監視業務というのがあります。これについて書い

てあるんですが、ニュースか何かで、新幹線の騒

音が玉名市も基準を超えていたというのがありま

したので、ちょっと調べましたところ、熊本県が

調べていて、玉名市迫間で２か所調べていて、ど

ちらも環境基準を超えているというのがありまし

た。 

 その報告書の中に、熊本市としても、八代市、

水俣市としても調査されていたんですけども、玉

名市は県の調査になっています。この辺の違いは

どういうことなんでしょうか。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 委員御指摘のとおり、昨年度の新幹線の騒音に

つきましてですけども、こちら、運輸機構のほう

で、令和６年５月１５日に測定が行なわれており

まして、玉名市の両迫間のほうと下迫間のほうで、

環境基準が７０デシベルということで上迫間のほ

うが７３デシベル、そしてまた下迫間のほうは７

０デシベルが基準で７２デシベルで、基準を超過

しているというところであります。 

 この報告書のほうを、一応確認をさせていただ

いておりますけども、県の環境保全課がＪＲ九州

や鉄道運輸機構に対して、基準超過地点の増加に

対する原因究明と騒音対策の実施を要請するとし

た上で、ＪＲ九州のほうから定期的にレールを
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削ったり摩擦の軽減に取り組んでいるが、騒音の

原因は特定できていない。引き続き現地調査をす

るなど、鉄道運輸機構として対策を協議したいと

いう一応コメントを本市のほうでも受けておりま

す。 

 このような形で、この調査については、熊本県

で実施をされて、対応についてはＪＲ九州のほう

で対応していきたいということでコメントがあり

ますので、今後もそういったふうに見守っていき

たい、改善される方向で改善されていけばよろし

いかと思っております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 今の状況は分かったんですけども、熊本県が

やっていて、八代市がやっていてということで、

市でやっているところがあるけど、玉名市は何で

市でやらなかったのかなと、ちょっと疑問に思っ

ているんですが、そこは何かあるんでしょうか。

もう県がするからしないでいこうということだっ

たんでしょうか。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 公害の調査につきましては、現状、自動車騒音

につきましては、権限移譲のほうで本市のほうで

実施するということになっておりますけど、この

新幹線の騒音につきましては、本市において測定

を実施しなければならない、そういった規定等ご

ざいませんので、現在のところ、県のほうの測定

に委ねている状況でございます。 

 今後、必要に応じて測定等必要と判断すれば、

本市のほうでも測定を検討していきたい、このよ

うに思っております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。ありがとうざ

いました。終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（德村登志郎君） 説明書２０ページです

けれども、歯科口腔健康検査事業についてお尋ね

いたします。 

 こちらですね、事業の成果が出ているんですけ

れども、受診率が１.７％というところで大変低

いかなというふうに感じているんですけれども、

この検診を受けるについて、検診される方の費用

負担はどうなっているのか、それと、これだけ

ちょっと低い水準ですので、周知活動はちゃんと

なされているのか、あと、指定医療機関はどれだ

け玉名市にあるのか、その辺も教えていただけま

すか。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課長

の納冨です。 

 まず、歯科口腔検査の自己負担については、４

００円後期高齢者の方には負担していただきます。

歯科の件数ですが、これ玉名郡市歯科医師会のほ

うに事業を受託いただいておりまして、３９か所

で実施していただいております。 

 啓発ということでございましたが、現在令和５

年から、すいません、令和６年だったですか、受

診券のほうをそれまで希望調査を基に受診券を

配っていたんですが、やはり受診率が今御指摘い

ただいたように低いということで、現在は資格確

認書というのを後期高齢者にお配りしております、

全後期高齢者の被保険者の皆様に。資格確認書を

交付するときに、これ一斉更新で８月から翌年の

７月までなんですけども、そのときに受診券を一

緒に同封して、なおかつ歯科口腔の受診案内も含

めてですね、同封して、皆様には広く周知をして

おります。なおかつ、当然「広報たまな」並びに

ホームページ等でも併せて周知を図っているとこ

ろでございます。 

○委員（德村登志郎君） ありがとうございます。

そうですね、また指定医療機関のほうにもいろい

ろ御協力いただいて、また歯科口腔検診のほうを

普及させていただくようにお願いされたらどうか

なと。自己負担も４００円ということで大変安価

でできるのに、この受診率というのは、多分よく
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御存じでないのか、それとも歯科検診をそんなに

重要視まだなかなかされていないような状況があ

るのか、いろいろ原因はあるかと思うんですけれ

ども、受診率がですね、上がっていくことが、高

齢者の健康にはすごく大事なポイントだと私も考

えていますので、よろしくお願いいたしたいと思

います。ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（多田隈啓二君） 説明書の２２ページな

んですけど、放課後児童支援員等の質の向上と研

修事業ということで、昨年度３回研修を行なう、

２か月に１回ぐらいされているんですよね。けど

これ、内容はどのような研修をされているのかお

伺いしたいと思います。 

○子育て支援課長（大西優子さん） 子育て支援

課長の大西です。 

 令和６年度は、研修として３回実施しておりま

すけれども、第１回目は子どもの遊びの研修、第

２回目は応急処置の方法、第３回目は学童保育に

よる、失礼しました、学童保育における防災と題

しまして、３回実施しているところでございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 参加していって、今年度も実際こういう、何で

すか、成果を基にされているんですか、どうなん

ですか。 

○子育て支援課長（大西優子さん） 子育て支援

課長の大西です。 

 これは毎年実施しておりますので、今年度も１

回目は修了しております。今年も３回は予定して

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その中で、事業として１市３町の交流を目的と

すると書いてあるんですけど、１市３町の連携を

して、今後どのような方向性に持っていきたいと

いう考えで、これ事業化されて取り組まれている

のか、お伺いしたいと思います。 

○子育て支援課長（大西優子さん） 子育て支援

課長の大西です。 

 玉名市では、定住自立圏で南関町、玉東町、長

洲町、失礼しました和水町、１市３町の定住自立

圏の中でこの学童保育の研修をしておりますので、

引き続き１市３町で研修等工夫しながら行なって

いきたいと考えています。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その研修をしながら、事業的に交流事業という

のも先々考えておられるんですかね、どうなんで

すか。 

○子育て支援課長（大西優子さん） 子育て支援

課長の大西です。 

 この研修も、ワークショップ等されている場合

もありますので、各市町の指導員の方々が交流も

含められている内容になっているときもあります。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 私はやっぱ広域的に、やっぱりいろんな意見交

換しながら交流していくのは、子どもたちの健全

育成のためにはすばらしい取組だなと思いますの

で、ぜひ、その一定のまた成果を出しながら、ま

た新たな交流を模索しながら続けていってほしい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、なければこ

れで終結いたします。 

 職員入替えのために、１０分間休憩いたします。

５０分より再開いたします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 １時３８分 休憩 

午後 １時４６分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 
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○委員長（近松惠美子さん） では、休憩前に引

き続き委員会を開きます。 

 次に、一般会計歳出６款農林水産業費から８款

土木費までの審査を行ないます。 

 執行部からの補足説明はございますか。 

○産業経済部長（井上康博君） 産業経済部長の

井上です。 

 歳出決算６款から８款までに、３課長より補足

説明がございます。 

○農業政策課長（中尾賢治君） 農業政策課長の

中尾です。 

 当課からは、３件の事業のうち１件の説明をい

たします。 

 それでは、説明書の３４ページ、決算書は１９

２ページから１９３ページをお願いします。 

 事業名、産地生産基盤パワーアップ事業、決算

額１億８,５７０万３,０００円でございます。事

業の概要と事業の成果について、主なものだけ申

し上げます。 

 まず、事業概要ですが、地域一丸となり、収益

力向上に取り組む産地への支援により産地として

競争力の強化を図るもので、農業機械設備のリー

ス導入や施設整備等に要する費用を、国が２分の

１以内で補助するものでございます。 

 こちらの事業成果につきましては、現年分と繰

越分を合わせまして、イチゴ農家３件、ミニトマ

ト農家２件、野菜農家１件の農業施設設備等の取

得費に対し、補助率２分の１以内で補助金を交付

し、経営発展が図られたところです。 

 当課からは以上です。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 説明書は３７ページをお願いいたします。決算

書は、２０４ページと２０５ページになります。 

 農地整備課からは、事業名、団体営農業農村整

備事業、農業水路等長寿命化・防災減災型につい

て補足説明いたします。 

 決算額は、２億６,７９４万８,６７４円でござ

います。 

 まず、事業の概要について説明いたします。 

 この農業水路等長寿命化・防災減災事業は、農

業の持続的な発展を後押しするため、農業生産活

動の基盤となる農業水利施設の長寿命化対策や、

防災・減災対策のため老朽化した排水機場の補修

及び機能低下した排水路の整備を行ない、機能を

図るものでございます。 

 この事業の成果につきましては、機能低下によ

り災害のおそれのある排水路、大浜排水路工事ほ

か５件の工事を行ない、施設の機能改善を図るこ

とができました。また、施設の長寿命化対策とし

て、横島町の大豊排水機場の水中ポンプのオー

バーホールをしたことにより、排水機場の老朽化

に対して機能を回復することができました。 

 農地整備課からの説明は以上です。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 土木課からは、１つの事業について説明させて

いただきます。 

 説明書は４７ページ、決算書は２３６ページか

ら２３７ページになります。 

 道路インフラ管理推進事業で、予算費目は８款

２項１目道路橋梁総務費、決算額は２億１１２万

７１５円でございます。 

 初めに、事業の概要を申し上げます。 

 主な事業の道路台帳整備事業は、デジタル田園

都市構想交付金を活用し、法令に遵守した道路台

帳を再整備、デジタル化することで、台帳の公開

による市民サービスの向上や交付税算定指標の正

確性確保、また、窓口業務の省力化を目指すもの

でございます。 

 この事業の成果としましては、道路台帳のデジ

タル化を行ない台帳を公開したことにより、市民

の皆様や事業者の方々がホームページ上で道路幅

員等を確認できるようになり、来庁する手間や閲

覧時間の短縮につながりました。あわせて、道路

台帳図以外にも、都市計画図や各ハザードマップ

なども同時に閲覧できるようになりました。 



 

 －31－ 

 また、それらに伴い、窓口業務の省力化も図る

ことができました。 

 土木課からは以上でございます。 

 以上で、６款から８款までの補足説明を終わり

ます。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明が終わり

ましたので、これより質疑及び委員間討議に入り

ます。 

 皆様から、質疑及び委員間討議ございませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、農業機

械等の補助金、先ほど説明書の３４ページで、産

地生産基盤パワーアップ事業ということで、機械

関係の２分の１補助とかあったんですが、これ全

体的にいろんな２分の１補助をこの事業だけに関

わらずやられているかと思うんですが、これは新

規で購入する、立ち上げるケースだけのものなん

ですかね。いわゆる更新費用、更新するとき、買

換えするときというのはこういうものは対象外と

いうことになるんですかね。 

○農業政策課長（中尾賢治君） 農業政策課の中

尾です。 

 この事業に関しましては、既存のハウスの機能

強化といいますか、自動開閉装置とかそういった

のを付け加えるとき、それも対象になります。あ

と、新規で。 

○委員（大野豊重君） 更新でもですか。設備更

新でも対象。 

○農業政策課長（中尾賢治君） はい、対象です。

以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

○委員（大野豊重君） 追加でよければ。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、じゃ、別

件で。 

 決算書の２１３ページ、森林環境譲与税の基金

積立てがされていますけれども、これ昨年度から

始まったと思いますけれども、もうこれ国から譲

与されてくる金額、９割ぐらいが譲与されてくる

と思うんですが、これ全額積立てにされているん

ですかね、今回、令和６年度は。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 今回入ってきています譲与税につきましては、

全額を積み立てているものでございます。譲与税

で入ってきたものは、全て全額を積み立てるとい

うことで行なっております。 

○委員（大野豊重君） で、積み立てた基金の用

途は、どういうふうに考えられているのかなと

思って。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 譲与税の使途で

ございますけども、今取り組んでおりますのが、

各地域を調査いたしまして、市のほうへ管理をお

願いしたいというふうな、そういった所有者等が

ございました場合が、計画書を立てまして、間伐

等そういった森林環境の保全のための水源確保の

ための活用ですとか、それとあとは、お子さんへ

今お配りしております「タマにゃん」の皿ですね、

そういったやつ、木材に親しんでもらいたいとい

うふうな思いでつくっておる、そういった費用に

も使っておるところでございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、今現在調

査中で、管理を任せたいといったところにお金を

使っていくんだと。それは、民地であっても対象

になるという認識でよろしいですか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） これは、民有林

の中で杉とヒノキのある民有林を対象としている

ものでございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、管理をお

願いしますと言ったところが来れば対応していき

ますよだったんですが、それというのは、今現在

これからでも何か相談すれば対処できるものなん

ですか、それとも何か期間があるんですか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 
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 玉名管内を１３のブロックに分けておりまして、

ブロックごとにそういった意向調査ですとかをか

けて、順次行なっているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。

一旦終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（山下桂造君） 説明書の４１ページです。

一番下の２番、玉名市入り込み客数２２０万人達

成誘客事業というタイトルになっているんですが、

すいません、このタイトルの意味というか、その

２２０万人というのはどういうことだったのかと

いうのをまず教えてください。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課長の

伊藤でございます。 

 玉名市入り込み客数２２０万人達成誘客事業で

ございますけども、これは令和４年度より３か年

計画で玉名市観光入り込み客数をコロナ禍前の２

２０万人にまで回復させることを目標として、玉

名圏域へのツアー造成を行なう事業でございます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ということは、コロナの前は年間２２０万人い

らっしゃっていたということなんですね。現在、

そこに経済効果とか誘客目標とかって書いてある

んですが、今の現状としてはどのぐらいなんで

しょうか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課長の

伊藤でございます。 

 令和６年度の入り込み客数で申し上げますと、

宿泊客数が１２万６,０００人、それから日帰り

の客数が１７２万５,０００人ということになっ

ております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 分かりました。あと少し

というとこですね。頑張ってください。 

 以上です。 

○委員（中村慎吾君） すいません、中村です。 

 まず、説明書の３９ページ、有害鳥獣被害対策

業務で委託として鉄砲隊が１２名、わな隊２０名

という形でお支払いがされていますけれども、

ちょっと近年鳥獣害被害が住居の近くまで何か

迫っているというような状況のお話をよく耳にし

ます。現在、この合わせて約３２名の方で対策を

してもらっていますけれども、現状としてどうな

んでしょうか、こういう対策で人数というのは足

りているような状況なんでしょうか、お尋ねしま

す。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 先ほどの中村委員の御質問ですけども、現在、

令和７年の４月１日現在でございますけども、鉄

砲隊が１４名、わな隊が１９名、それに予備隊の

方が重複者を含めまして３９名の方がいらっしゃ

います。その方を方含めて、玉名管内の捕獲等の

業務に当たっていっていただいているという状況

でございますので、人数としては確保はできてい

るものと思っておるところでございます。 

 以上です。 

○委員（中村慎吾君） 中村です。 

 ありがとうございました。人数的には大丈夫と

いうことです。 

 あとはですね、今度は２番目の捕獲業務という

形で、これ多分補助金とかで頭数に対応して費用

が発生していると思うんですけれども、何か玉名

地区はちょっと安いのではないかとかっていうお

話をちょっとお聞きをしたりするんですけれども、

その辺については御見解、いかがでしょうか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 捕獲のですね、単価につきましては、令和６年

度ですね、県下１４市の市町村を調査いたしまし

てですね、それまでが７,０００円でございまし

た、成獣がですね。そのところを１万円に上げて、

令和６年度から実施しているところでございます。 

 以上でございます。 
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○委員（中村慎吾君） ありがとうございます。

中村です。すいません。 

 しっかりとですね、対策をしていただいている

と思います。やはりちょっと、特に天水地区とか

はですね、心配されている方も多いと思いますの

で、地域によってはですね、大変なところもあり

ますので、しっかり対応をお願いいたします。 

 続いていいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（中村慎吾君） すいません、もう１点伺

います。 

 すいません、５５ページの老朽危険空き家の促

進補助についてなんですけれども、昨年度３５件

危険空き家等の補助金を交付されたということで

すけれども、実際、現在市としてこの危険空き家

等という形で把握している件数に対しての、この

件数の割合というのは、実際のところどのような

ところかお尋ねします。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長の西です。 

 昨年度のですね、３５件につきましては、ほぼ

申請者の方に補助金としては行き渡ったというふ

うに考えております。ただ、昨今、社会資本整備

総合交付金の交付の内示率が非常に悪くなってき

ていますので、今後については少し危険な建物、

老朽危険空き家となった場合でもですね、少し補

助金をお待たせしているような状況が昨今見受け

られております。 

 以上です。 

○委員（中村慎吾君） ありがとうございます。

中村です。 

 すいません、ちなみに市としてこの危険空き家

等の把握って、件数的には大体できているものな

んでしょうか。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長の西です。 

 今ちょうど区長さん方にお願いしてですね、空

き家の実態調査をまた行なっておりますが、令和

３年度の実態調査の段階で、全体でですね、１,

７６５件、そのうちに危険な空き家とみなされる

判定Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄあるんですけど、Ｃ、Ｄの判

定が４３１件ということでございます。 

○委員（中村慎吾君） 中村です。ありがとうご

ざいました。 

 やはりかなり、現状からするともうちょっと増

えているのかなというところですので、やっぱり

この辺の確認というのはしっかり必要になってい

くかと思います。 

 あと、もう１点ですね、すいません、一応天水

地区において不適切な空き家の除去を行なわれた

ということですけれども、これはどういう形でこ

ういう経緯になったのかをちょっとお尋ねします。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長の西です。 

 今おっしゃいましたのは、過疎分の１件という

ところでですね、これ過疎債を使って年間４件分

ほどですね、予算化をしております。昨年度につ

いては、４件分あったんですが、１件しか危険な

空き家ということで除却の申請があったものがな

かったということでございます。 

○委員（中村慎吾君） ありがとうございます。

中村です。 

 申請が１件だったということでよろしいですか。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長の西です。 

 そのとおりでございます。 

○委員（中村慎吾君） ありがとうございました。

以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（田浦敏晴君） 田浦です。お世話になり

ます。 

 この説明書の５４ページをお願いしたいとです

けども、市営住宅の施設管理業務の件でですね、

玉名市内の３１団地の維持管理業務を行なってい

るということなんですけど、この前の一般質問で

あったかと思うとですけども、大倉団地とか一本

松団地とかを、例えば空き家が大分あると思うと

ですけども、それを集約することによって、片一

方を維持管理せんでいいようなことができんかな
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と思うとですけども、その辺の何かお考えか何か

があれば、ちょっと聞きたかっですけど。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長の西です。 

 現在、３１団地確かにございます。それと今年

度にですね、馬の水団地を１つ解体してますので、

令和７年からは１つ団地が減るということになり

ます。 

 集約によってですね、維持管理費が減るという

ふうなところでございますけれども、実際に一本

松団地も大倉団地も、一本松団地についてはもう

３分の１ほど、もう６割以上の方が退去をされて

います。大倉団地についても、２２８軒あったん

ですが、それが今１０６軒とか１０８軒とかいう

数に減ってきております。 

 ただ、長屋造りになっていますので、実際には

その中で長屋の中に１軒２軒と残っていらっしゃ

いますので、一気に維持費がですね、ちょっと減

るようなことというのは、しばらくの間、まだ費

維持費として必要というふうに考えております。 

○委員（田浦敏晴君） 分かりました。ありがと

うございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、決算書の

２１７ページ、数年前から小型エジェクターポン

プを使ってやられたと思うんですが、今回の調査

委託費が上がっていますけど、令和６年度の進捗

はどういうものだったのかお伺いいたします。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 令和６年度の実績といたしましては、小型エ

ジェクターを使いましてですね、歩掛かりの調査

を行なうということでございました。実際、滑石

漁港の入り口でですね、エジェクターを使いまし

て、これまで経験されてきた業者さんもですね、

そこに一緒に参加していただいてですね、そこで

作業をするに当たっての歩掛かり的なものが、標

準的なものがございませんですので、そこで今こ

のエジェクターの業務に取り組まれている鳥取ク

リエイティブ研究所からお越しいただいてですね、

そちらの方と一緒に歩掛かり、要は施工するため

の必要な時間当たりの作業日数ですとか、そう

いった作業人員ですとか、そういったやつを調査

する業務を行なっております。 

 その行なった業務の結果を基にですね、令和７

年度実施したというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、今の答弁

でいくと、令和６年度でまたそういう調査をして、

令和７年度に実施したと。何を令和７年度実施さ

れたんですか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） すいません、水

産林務課長の小川です。 

 すいません、そのエジェクターを使ってですね、

今度は玉名市の業者さんのほうで滑石漁港の入り

口を管理してもらうと。エジェクターを使ってで

すね、実際そこを施工してもらうということを、

令和７年度に行なったところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、今、エ

ジェクターのポンプシステムってあれ何台、１台

ですか、２台ですか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） システム自体は、

はい、１台でございます。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。 

 大野ですけど、効果はあったということで、令

和７年度にもう自分たちでやるということでやっ

たという認識でいいですかね。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 そうですね、普通しゅんせつはですね、大型船

を使って、作業船を使ってやるんですけども、ど

うしても緊急に移動させたいとかいうところ、そ

れと大型の作業船で手の届かないところ、そう

いったところをですね、この小型エジェクターを

利用して土砂の移動を行なうということが実績が
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見えましたので、令和７年度に実施したというと

ころでございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、今の話を

聞く限りでは、何か漁港の一部はできるように

なったというふうに聞こえるんですけど、そもそ

もエジェクターというのは、そもそも漁港のしゅ

んせつが例年例年１億数千万円かかるのを輪番で

回していた部分を、エジェクターシステムを使っ

て費用を安く、いつでもできるようにというのが

コンセプトだったと思うんですが、１つの例えば

今、滑石漁港でやられているんですが、このエ

ジェクターシステムだけでもうできるようになる

んですか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 このエジェクターはですね、漁港の維持管理の

ためということで、日常的な維持管理で、漁協さ

んが漁港を利用するときにですね、ちょっとここ

が高くなっているから動かしたいとか、それと浮

き桟橋の裏あたりが大型船で作業がしにくい、で

きないところ、そういったところをですね、この

エジェクターを利用してするというふうなところ

で導入を図ったところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、であれば、

今後もまた今までと同じように、大型船でのしゅ

んせつ作業というのは必要だという考えでよろし

いですかね。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 しゅんせつ自体はですね、計画どおり今までど

おり進めていく予定でございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 説明書の４５ページの消費生活センター事業の

ところで、この成果のところに相談件数が書いて

あるんですけど、毎年同じぐらいの相談件数なん

ですけど、これはきちんと、どのくらいぐらい解

決までされているんでしょうか、相談があった後。

お尋ねいたします。 

○くらしサポート課長（平川善裕君） くらしサ

ポート課の平川でございます。 

 無料法律相談とおっしゃいましたか。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 上のこの消費生活相

談、多重債務相談のところから、今お尋ねしてい

ます。 

○くらしサポート課長（平川善裕君） こちらに

つきましてはですね、相談内容が多岐にわたりま

す。多重債務が一番多いです、多重債務でありま

したり、あと詐欺被害ですね、多岐にわたります

けれども、何割が解決をしているかといいますと、

その統計までは取れていませんけれども、例えば

多重債務とかでありましたら、生活支援係のほう

の各種事業で問題解決の支援をいたしましたり、

もう自己破産いわゆる債務整理が妥当なんじゃな

いかという方につきましては、無料法律相談等案

内をいたしまして、専門家の手による債務整理の

ほうにつなげていくということで、なかなか相談

の内容によって解決率といいますか、これによっ

ても大分違ってきます。 

 この４２４件のうちに、何割が解決したかとい

うところまでの統計は取れておりません。 

 以上でございます。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。ありがと

うございます。 

 私も１件ちょっとネットでのことで解決しない

ことがあって、会計年度さんに相談して、１年間

支払いができなかったのがやっと解決したケース

があって、滞納額がたった３７０円で済んだんで

よかったんですけど、そうやって何か１つのこと

が解決しないとなかなか次に進めないという気が

かりがあって、そういうのがたくさんあられる方
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が、これすごく細かくですよ、この２番の消費者

教育と啓発事業のところも、１０回して括弧書き

で何人程度をしたというふうに書かれてるので、

何かこの解決したというのも何か書かれていると、

見てても気持ちいいかなと感じました。 

 決算額は２００万円ぐらいで、あんまりかかっ

てない割に、たくさんの市民の相談がここで解決

されていると、本当に人生がスムーズに過ごせる

なと思いながら、このページを見てたんですけど。 

 そして、この消費者教育啓発事業のところにで

もですね、私も一般質問でお伝えしましたけど、

県の出前授業も活用していただきたいなというこ

とをお伝えしまして、終わります。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） では、ほかにはご

ざいませんか。 

○副委員長（松本憲二君） いいですか。すいま

せん、松本です。 

 この事業説明書の５０ページなんですけれども、

河川の維持管理事業ということで、土砂のしゅん

せつをしたということなんですけれども、もちろ

ん山のほうから流れてくる土砂が堆積するという

のももちろんあるんですけれども、これちょっと、

天水地区のほうに２つの河川も入っているのかな

というふうにちょっと僕は推察するんですけれど

も、これやっぱり天水地区の大塚川だったかな、

大塚川と立花川、あそこはそこまで堆積しとらん

とかなっていうのは見えるとですよね。しかしな

がら、草が物すごくこう、しゅんせつして数か月

後には物すごく草がまた生い茂っとるような状態

に見受けられるんですよ。 

 やっぱり過疎債でもう工事ができるところはし

ていかんと、毎年何年かに一遍、じゃ３年に一遍

なら３年に一遍、結局このしゅんせつ事業でお金

ば費やしていくというのは、非常にもったいない

んじゃないかなというふうに考えるんですけども、

その辺はどがん思とんなるですかね。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 委員おっしゃいますとおり、確かに天水地区の

河川につきましては、今現在計画的にしゅんせつ

等もしておりますけれども、昨年度も２河川につ

きましてしゅんせつを行ないました。 

 ただ、先ほど委員がおっしゃいましたとおり、

３年に１回、５年に１回程度、常にしゅんせつを

繰り返さなければならないというような形には

なってまいります。 

 ですので、我々としてもですね、水路整備のほ

うのほうも併せて検討しているところではござい

ますけれども、どうしてもですね、ある程度大き

な準用河川になりますと、農業用水としての利用

等もありますので、なかなか工事する期間が限ら

れ、さらに延長とかも、冬場だけで終わらせるた

めには延長とかも、どうしても短くなりがちです

ので、その辺りを上手に水路整備ができるような

形で今後は考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 今、課長がおっしゃるのも分かりますけれども、

結局計画を立てて順次していかんと、結局搬出泥

のやっぱ処分費も全体的にかかるわけじゃないで

すか。で、天水地区に限っては、過疎債という有

利起債があるんですから、その辺はですね、十分

やっぱ地区の方々と相談もやっぱされながら、そ

こは経費をですね、またほかのところにも回せる

ような経費づくりというのも多分できると思うの

で、その辺は十分ちょっと検討をしていただきた

いと思います。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃ、大野委員、

いいですか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、これ先ほ

ども企画のほうには聞いたんですが、決算書の２

２１ページ、台湾ビジネス交流加速化事業委託の

ところですね、これもう今、令和７年度は予算化

されていませんので、これまでやってきた台湾ビ

ジネスの事業の成果、効果、今後それを事業投資
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したことによる、これからの玉名市にとっての利

益は何なのか、そこのところをちょっと聞きたい

と思います。 

○商工政策課長（廣川幸喜君） 商工政策課長の

廣川でございます。 

 委員から質問ありました台湾ビジネス交流加速

化事業についてでございますけれども、今回この

事業につきましては、主な目的、内容でございま

すけども、台湾企業への本市ＰＲとしての展示会

への出展、台湾企業と市内企業との交流促進セミ

ナー等を行なっております。 

 先ほどありました具体的な成果というところと

いうのは、なかなか申し上げにくくございますけ

れども、メリットという点でございましては、台

湾企業への本市のＰＲや人脈づくり等が、台湾と

玉名市での成果として挙げられるのかなと思って

おります。 

 企業誘致等につきましてはですね、今年もです

ね、この台湾ビジネス交流加速化事業の予算は組

んでおりませんけれども、セミコン台湾への参加

ということで、展示会という形でブースは出展し

ておりませんけれども、企業誘致のほうは台湾の

ほうに参加しておりますし、こういった形で例え

ば玉名市のほうに、この台湾ビジネスの今回ので

ですね、直接縁があったわけではございませんけ

れども、韓国系のですね、台湾に工場がある企業

の企業誘致のほうが２件行なわれておりまして、

今後もこういった台湾系の企業、外国の企業あた

りが来る可能性もあるというところでですね、企

業誘致等の部分でのアプローチあたりは、今後も

継続して進めていければと思っております。 

 簡単ではございますけど、以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、幾つかあ

るんですが、今台湾系企業誘致が２件というふう

に言われたんですが、それは単純に熊本県の誘致

企業のリストに載せたから来たんじゃないんです

かね。台湾ビジネス交流加速化事業、この事業で

２件の企業が玉名市に進出したんですか。 

○商工政策課長（廣川幸喜君） 商工政策課長、

廣川でございます。 

 議員おっしゃるとおりですね、今回の令和６年

度の分での直接つながりではなくてですね、別の

ルートからの紹介でですね、企業誘致につながっ

ております。 

 ただ、企業誘致等はですね、基本的にはこう

いった種まき等も必要ですので、こういった形で

どんどん人脈をつくっていきながら進めていくこ

とでですね、将来的につながっていくこともござ

いますので、こういった形でどんどんこういった

事業を進めていければというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、別ルート

というのがちょっとまた聞きたいところなんです

けども、もうそこ、いいです。個別に行きます。 

 で、その前の答弁で、成果がなかなか言えない、

見えないと言ったところ、これやっぱりおかしい

と思うんですよね。やっぱり数千万円出してきて

ますよね、トータルでいくと。それで成果が見え

ない、分からない、で、セミナー交流会、展示会

は出展してきました、何だったんですかっていう

話なんで、やっぱこれ回収しないといけないです

よね、投資した分。 

 なので、そこのところをどういうふうに今後、

いやもう終わったからいいや、で、令和７年度は

予算計上していませんよね、事業もないですよね。

それをどう数値化していくのかというところが、

やっぱり我々としては、予算決算これまで見てき

て、やはりそこは見ていかなきゃいけないので、

市民に対して報告する義務が我々にはあるので、

そこのところはどういうふうに報告すればいいで

すか。 

○商工政策課長（廣川幸喜君） 商工政策課長、

廣川でございます。 

 すいません、ちょっと成果がないという言い方

はあれでございますけれども、先ほども申し上げ
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ましたけれども、成果としては台湾企業への本市

のＰＲや人脈づくり等はまずできたのかなという

ところでございますし、例えば今回の交流した民

間事業者、レッドアップさんというトマトの加工

とか生産をされていらっしゃる事業者さん、こう

いった方もですね、まだ実績としてはできていま

せんけど、外国への輸出あたりに興味を持たれて

いますので、こういった方の将来的なところにつ

ながればというふうには思っております。 

 ただ、現時点ではですね、お答えできるような

形がございませんので、こういった回答になって

おります。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、せっかく

これまで投資してきた、そして人脈もつながれた

ということですよね。セミナーに参加して人脈が

できました、ＰＲもできましたと、ただそれだけ

じゃなくて、それをやっぱり次のステップにつな

げなきゃいけないので、そこのところはまた今後

も追いかけていくという認識でよろしいですかね。 

○商工政策課長（廣川幸喜君） 商工政策課長、

廣川でございます。 

 そうですね、こういった形で事業は行なってお

りますのでですね、今後はまた、これが生きるよ

うな形でですね、今後の施策に反映できるように

は、当然検討・調査を進めていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうざいます。続

けてよろしいですか。ほかになければ。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはありませ

んか。いいですか。 

 じゃ、続けてください。 

○委員（大野豊重君） じゃ、別件でいきます。

大野ですけれども、決算書の２３１ページ、観光

費、観光の中に原材料費２３０万円ってあるんで

すが、何かちょっと全然分からないんですけど、

土木とか農地整備だったら、ああ、はあ、はあっ

て分かるんですけど、観光のほうで原材料費って

何なのかなと思ってですね、教えてください。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 この原材料費につきましては、鍋松原海岸の整

備に伴う芝であったりとか、あと木チップであっ

たりとか山砂でございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 あと少しあるんですけど、よろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 道路台帳のデジタル化を

やられたと思うんですが、説明書でいくと４７

ページの。これ非常に私もよくよく使うんですが、

これの運営費って今後どうなりますかね。今回の

開発費が令和６年度計上されているんですが、こ

れを今後運営、維持・管理していくための経費っ

てどれぐらいかかってきますか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 申し訳ございません。運営費について、資料を

ちょっと持ってきておりませんので、後ほどでよ

ろしいでしょうか。 

○委員（大野豊重君） はい、後ほどで。 

 じゃ、続けていいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（大野豊重君） じゃ、続けて、決算書の

２３５ページなんですが、金栗四三ＰＲ推進費の

玉名型３つのツーリズム事業の、これのそれぞれ

の効果、成果を簡単に教えていただければと思い

ます。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 玉名型３つのツーリズムでございますけども、

これにつきましては玉名型ツーリズムということ

で、１つ目がスポーツツーリズムということで、

マラニック大会を開催しております。これまでの

金栗四三のマラニック大会を踏襲しつつですね、

今回は「たまんないスイーツマラニック」大会を

同時開催しております。従来の金栗四三マラニッ
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クにつきましては、２５５名の参加がございまし

た。それから「たまんないスイーツマラニック」

につきましては１９８名、合計４５３名の参加を

いただいたところでございます。 

 それから、もう一つ、玉名温泉宿泊プラン「教

えて、金さん」ランニングフォームチェックとい

うことで、これは前日に開催しておりますけども、

これにつきましても宿泊者数が７名ということで、

それと前夜祭「教えて、金さん」の講演会でござ

いますけども、これの参加者が５９名ございまし

た。 

 それから次に、ウェルネスツーリズムでござい

ますけども、これにつきましては玉名、金栗四三

ウェルネスツアーｉｎ玉名ということで、１０月

に開催しております。九州看護福祉大学の学生ス

ポーツチームのアイリスによる体力測定と健康体

操をメインにした、福岡発シニア向け日帰りバス

ツアーを実施したところでございます。参加者が

２５名参加をいただきました。 

 それから、最後に、玉名型教育ツーリズムでご

ざいますけども、これにつきましては筑波大学助

教授と玉名高校のオンライン事業を実施したとこ

ろでございます。熊本県立玉名高等学校ＯＢであ

る金栗四三が、日本人初のオリンピック選手とし

てストックホルム大会マラソン競技に出場したこ

とにちなみ開催したものでございまして、高校生

の参加が５３５名、中学生の参加が２２１名参加

されております。 

 それから教育ツーリズムの１つとして、中西麻

耶選手でございますが、パラリンピック４大会連

続出場中の中西麻耶選手を招聘したところで講演

会を行ない、大人子ども合わせて６０名の参加を

いただいたところでございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、はい。非

常に数値も今、以前から比べたらかなり上がって

きているかと思うんですが、この中で今答弁あっ

た中で幾つか聞きたいんですけども、教育ツーリ

ズムに関しての５３５名の高校生、で、中学生が

２３１名ですかね。これらというのは玉名市内で

すか、それとも玉名市外の生徒さん。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 これは玉名高校の生徒と、玉名中学校の生徒さ

んでございます。附属中、失礼しました、附属中

です。 

○委員（大野豊重君） 大丈夫です。 

 大野ですけど、それ以外の、教育ツーリズム以

外のスポーツと、マラニックのところ、ウェルネ

スのところ、ここは玉名市内の参加率と玉名市外

の参加率、ここのところを教えてほしいんですが。

おおよそでいいです、細かくなくて。 

 じゃ、ちょっと、今の質問の仕方を変えますが、

玉名市外が多いのか、玉名市内の参加者が多いの

か、どちらですか。スポーツのところとウェルネ

スは。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 市外のほうが多いです。ウェルネスのほうが市

外のほうが多いです。 

○委員（大野豊重君） ウェルネスが市外が多く

て、マラニックは。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） マラニックも市

外が多いです。 

○委員（大野豊重君） 市外が多い。 

 大野ですけど、じゃ、このツーリズム事業の目

的って、ちょっと簡単に教えていただきたいんで

すが。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 これは、さらなる交流人口の増加を図るという

ことを目的にしておりますので。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。

だと思っています。交流人口ということは、やっ

ぱり教育ツーリズムのところをちょっともう少し

やり方を変えたほうがいいのかなというふうに感
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じたものですから、あくまでも内需ですよね。 

 筑波大学が相手先ではありますけれども、サー

ビスの対象者、受益者としては市内になっている

ので、ここのところはやっぱり交流人口を増やす

ために教育ツーリズム、要は市外からどうにかし

て交流人口を増やすために玉名市に来てもらうと

いう、そこのところの事業展開を次はちょっと

やっていっていただければ、非常にこれは売りに

なるのかなというふうに思っていますので、よろ

しくお願いいたします。 

 次、いいですか。あと少しだけ。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですよ。 

○委員（大野豊重君） じゃ、引き続き大野です

けれども、すいません、伊藤課長のほうになるん

ですが、また。都市計画総務費の中に、決算書で

いくと２４７ページの３Ｄ都市モデルＶＲアプリ

事業で５００万円、そしてメタバースのほうで１,

０００万円、これらの効果がどうだったのかなと

いうのをちょっと、もしあればお伺いしたいなと

思っています。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 今現在、作成中ということですので。 

○委員（大野豊重君） ああ、そうか。いつでき

るんでしたっけ。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 今年度中です。 

○委員（大野豊重君） 今年度中。分かりました。

じゃあ、これは来年の９月、私がまだここにいれ

ば、また質問させていただきます。 

 ありがとうございました。以上です。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 説明書の３６ページ、多面的機能のちょっとこ

とで聞きたいんですけれども、２億４,３００万

円ほどお国のほうから多面的機能ということであ

るわけですけれども、何というかな、この多面的

機能にね、取り組んで、取り組めるんだけれども

取り組んでないところというのがあるんですか、

まだ。何か所も。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 多面的機能の事業については、今現在活動され

ているところと、活動していたけどもやめられた

ところ、したいけどもまだ着手されてないところ

と、いろいろあるかと思います。いろいろな人に

聞く話の中で、その多くは、やっぱり役員をする

人がいない、会長をする人がいない、そこが大き

な問題となっている団体・地区が多く感じます。 

 以上です。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 比率としてはどれぐらいですか。結局、多面的

機能にかたってないそのエリアというのが。結局

玉名市で今かたっているところ、多面的機能に参

加しているところが全体の５０％とか６０％で、

参加できてないところが４０％とかというの、比

率って分かりますか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 これについては、その団体を小さい地区でする

のか大きい地区でするのかというところで大きく

変わってくるところもありますけども。 

○副委員長（松本憲二君） いやいや、俺が言っ

ているのは、ちょっとほら、農地全体のことで、

分かるじゃないですか、結局多面的機能というの

は。玉名市全体の農地とかそういうところで、比

率としてはしてないの、分析は。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 そこの分析までは、まだ、比較分析まではして

おりません。 

 以上です。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 これ今ちょっと、今課長が答弁でおっしゃった

んですけども、なかなかやっぱり事務方だったり
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とか、役員になられるのが非常にやっぱ困難を極

めるというようなところなんですけども、今事務

方は今全体的に玉名平野のほうでもやってもらっ

ていますし、全体的な事務の簡素化もある程度は

多分できていると思うんですよね。 

 だから、せっかくというか、これはお国のほう

から頂けるものなんで、これはぜひ、まだ入って

というか、取組をしてもらってないところには、

やっぱり事業推進をやっぱりしていって、やっぱ

お国からやっぱお金を持ってくるようなやっぱ形

を取ったほうがいいんじゃないかなと思うんです

よね。結局、土木だったり農業土木の費用にして

もですよ、全体的に。水路だったりとか、そうい

う面にも結局かかってくるので。 

 やっぱ、その推進はぜひやっぱやっていただい

て、この金額を上げていくようなやっぱ取組を、

ちょっとやってもらいたいなというようなのは

思っていますけども、それに対して。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 松本委員がおっしゃられるとおり、これについ

ては私たちも何も推進してないわけではなくて、

例えば地区でこういうことをやりたい、こういう

ふうにできないかという相談があれば、もちろん

そこの地区まで出向いて、多面的機能の交付金に

ついての説明、こういったことができますよ、こ

れくらいの予算が来ますよということの説明は惜

しげなく言っているものです。だけん、全くして

ないということではありません。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 それは、何というかな、地区から要望があって

というか、結局相談があってやっているんであっ

て、そうじゃなくて僕の場合は、全面的に市のほ

うから推進をする、推進。やってくださいみたい

な感じでね。 

 そしたら結局、国からこれ降ってくるお金なん

で、これぜひやっぱ活用をやっぱしていかんと、

やっぱ市の財源もいっぱいあったがいいじゃない

ですか、いっぱい使える部分が。これはだから、

市のほうから推進事業をやってくださいというこ

とでお願いをしたいと思います。 

 それとちょっと、引き続きいいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○副委員長（松本憲二君） 予算書の１９７ペー

ジで、天水地区の農地集約化促進事業ということ

でやっていますけども、ここで何というかな、事

業成果がちょっとどれぐらい出たのか。 

 それともう１個ですね、１９５ページで、果樹

産地生産基盤推進補助金ということで６６４万円

か、出してあるんですけども、この事業成果がど

れぐらい出たのか。 

○農業政策課長（中尾賢治君） 農業政策課長の

中尾です。 

 ちょっとお待ちください。 

○副委員長（松本憲二君） はい。じゃ、ちょっ

と、そのほかでいいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、副委員長。

別の人ですね。 

○副委員長（松本憲二君） ええ、別のところで。 

 説明書の４４ページで、起業推進促進事業とい

うことであるんですけれども、今日の新聞だった

ですかね、結局地価の評価額が全体的に出て、工

業団地だったり、やっぱ企業誘致がきっちりやっ

ぱできているところというのが非常にやっぱ地価

が上がっているというような評価が出ていますよ

ね。 

 その中で、今玉名市、三ツ川工業団地に民営で

しっかりやっていただいているような状態で、も

う第３工区のところの工事が着実に進んでいると

いうような状況なんですけども、今後玉名市とし

て、ずっとこう促進事業で、ましてやまた民間が

やっていただいているというような面もあります

けれども、玉名市としての何というですかね、こ

の推進事業をどのように進化させていく、この令

和６年で１億円使って方向づけというのをちょっ
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と聞かせていただきたいなと思います。 

○商工政策課長（廣川幸喜君） 商工政策課長、

廣川でございます。 

 まず、企業誘致についての方向性になるのかな

と思いますけれども、現時点ではですね、産業団

地のほうを今造成しておりまして、来年度には完

成するのかなというふうに考えておりますけれど

も、まずそちらのほうの完成と、誘導のほうは引

き続き続けていくというところでございます。 

 そして、企業あたりにつきましても、県あたり

とも連携を取りながら、基本的には半導体関連企

業あたりの誘致及び、景気に左右される部分も多

ございますので、それ以外としまして食品関係の

誘致あたりも進めていきたいなと思っております。 

 そして、今、適地調査という形でですね、玉名

市で例えばどの辺りの土地で企業誘致の土地が造

成できるのかあたりを調査しておりまして、それ

に基づきまして、例えば来年度以降ですね、じゃ

あ、民間活力を生かして産業団地以外でまた土地

をどういうふうにして用意して、企業を誘導でき

るかという形でですね、進めていければと思って

おります。 

 玉名市の地価もですね、新聞の報道ではですね、

地価の下げ止まりといいますか、ずっと下がって

いたんですけど横ばい状態になってきております

ので、こういった形でですね、企業をどんどん誘

致を進めながらですね、経済の活性化といいます

か、玉名市がどんどんですね、人口が減らないよ

うな形で進めていければというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○副委員長（松本憲二君） ありがとうございま

す。こっちは。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 先ほど大野委員のほうから御質問がございまし

た、道路台帳のデジタル化に伴うシステムの運用

保守費用についてですけれども、まず、令和７年

度、令和８年度についてはですね、当初契約の中

に入っておりますので、この２年間についてはシ

ステムの運用保守費用はかかりません。令和９年

度以降かかってくる形となりますけれども、そち

らの費用としましては、約２００万円から２５０

万円を想定しております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですね。

なら。 

○農業政策課長（中尾賢治君） 農業政策課の中

尾です。 

 先ほど、松本委員から質問がありました過疎地

域の農地集約化、まず農地集約化の事業なんです

けど、これに関しましては、貸手が４０件で借手

が３９件で、６５筆で８万２,１０５平方メート

ルの契約をして、農地集約を図ることができまし

た。 

 それと、果樹産地基盤強化推進事業に関しまし

ては、事業主体は３９件、現年度で３９件で、申

請園地に関しましては１０６ヘクタールと、申請

園地４０園地で１０６ヘクタール、新植が１０園

地、１ヘクタールで改植が２８園地で７ヘクター

ルで、園内道路が２園地になります。 

 繰越しに関しましては、申請園地６園地で、５

園の園内道路の整備になります。 

 以上です。 

 それとあとすいません、大野議員の先ほどあり

ました産地パワーアップの機械の更新に関しまし

て、更新に関しては、単純更新ではなくて、機能

の強化とか省力化とか、そういったのが対象にな

ります。単純更新じゃなくて、バージョンアップ、

省力化、だけん手回しの開閉器を自動に替えると

か、そういったものが対象になります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、じゃ、例

えば、いやあもう、隣のハウスがやめらしたけん、

なら、ちょっとそれば買い取ろかという中古関係

は駄目ということですか。 



 

 －43－ 

○農業政策課長（中尾賢治君） 農業政策課の中

尾です。 

 それに関しましては、別事業であります。 

○委員（大野豊重君） あるんですね。 

○農業政策課長（中尾賢治君） 単県事業で、は

い。やめられたハウスを移設して自分とこに移す

とか、そういった事業もあります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど。というこ

とは、更新でもバージョンアップとかいろいろす

るので、２分の１補助の対象となるということで

すよね。 

 いや、私結構、話聞いてて、農業者の方から、

いや、更新には出らんけんがね、大変かったい

ねって聞かれるばってん、それはちゃんと申請し

ていけば、そういう補助メニューがあるというこ

となんですね。 

○農業政策課長（中尾賢治君） 農業政策課の中

尾です。 

 基本的に、国の事業補助金の場合はポイント制

になっていますので、そのポイントを取るために

まず省力化とか、そういったのでポイントがつく

ということになりますので、単純更新の場合はポ

イントがないという、あんまりつかないというふ

うになるので、結局採択要件的にポイントが足ら

なくて採択にならないというふうになりますので、

やっぱどうしてもバージョンアップというか、省

力化とか、そういったのが必要になってくるとい

うことになります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。ありがと

うございます。 

○委員長（近松惠美子さん） もうございません

か。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 説明書の３７ページなんですけど、排水機場の

補修事業をですね、多くなされておりますけど、

これやっぱりしていかなければいけない問題だと

思います。２億６,７００万円ぐらいあるんです

が、セットで今回排水路工事もされております。 

 この中で、今後、今回の激甚災害を受けて、実

際今まで改修をしてきたけど、もう施設の場所と

かですね、今回まさしくもう排水機場まで行かれ

なかった問題等々もありますので、やっぱりこの

激甚災害に認定されたんであれば、そこをですね、

もっとスピードアップしながら、道路の問題、自

動ポンプの問題もやっぱり考えていかなければ、

これもう、またいつ何時、今回のようなですね、

本当に甚大な、まあ人的災害はなかったんですが、

今後は人的災害が起こる可能性があるということ

で、担当課としてその辺の見解はどのように考え

ているのか、お伺いしたいと思います。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 多田隈委員がおっしゃられるとおり、今現在、

排水機場の更新事業についても、何か所か要望を

出しております。県営による更新事業であったり、

今回ここにも書いております補助事業を活用した

補修整備ですね、そういったものをやっているん

ですけども、今後更新事業についてもそういった

ことを踏まえて、県とも相談しながら進めていか

なければいけないというところは認識しておりま

す。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ぜひですね、やっぱり今回でですね、やっぱ気

づきながら、やっぱり方向性をですね、今までの

当たり前が当たり前でないような状況がまさしく

起こったということでですね、しっかりその辺も

見据えた湛水防除の改修また計画をですね、取り

組んでいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） では、これで終結

していいですか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質
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疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより執行部の入替えのため、暫時休憩しま

す。再開は３時にしたいと思います。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ２時５２分 休憩 

午後 ３時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、休憩前に引

き続き、委員会を開きます。 

 次に、一般会計歳出９款から、９款消防費から

１４款予備費までの審査を行ないます。 

 執行部からの補足説明はございませんか。 

○教育部長（西原正信君） 教育部長の西原と申

します。 

 ９款消防費に関しましては補足説明がありませ

んので、１０款教育費から担当課長のほうから４

事業を御説明いたしますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○教育総務課長（木村隆宏君） 教育総務課長の

木村でございます。 

 教育総務課からは、１つの事業について補足説

明をいたします。 

 それでは、説明書の５９ページ、決算書は２７

４ページ及び２７５ページをお願いいたします。 

 １０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費

で、事業名は情報教育推進事業でございます。決

算額は１億１,０７９万６,９９７円で、財源とい

たしましては国庫支出金の２,０４２万８,１０９

円でございます。 

 初めに、事業の概要といたしましては内容が２

つございまして、１のタブレットＰＣ用ドリルソ

フト導入事業は、小学校に配布しておりましたタ

ブレットに、新たに自動採点学習状況把握機能搭

載のＡＩドリルソフトを導入したところでござい

ます。 

 次に、２の電子黒板整備事業は、これまで先行

してプロジェクター型電子黒板を整備しておりま

した玉名町小学校及び玉陵小学校、並びに校舎建

て替えを行なう岱明中学校の電子黒板を新しく

ディスプレー型電子黒板に更新したところでござ

います。 

 事業の成果でございますが、１のタブレットＰ

Ｃ用ドリルソフト導入事業につきましては、ＡＩ

ドリルソフト導入によりまして、授業に個人ごと

に最適化された学習の機会を提供し、学力向上の

一助とすることができました。また、教員の宿題

作成・配布・採点業務の一部負担軽減が図られ、

働き方改革の推進の一助につながったところでご

ざいます。 

 次に、２の電子黒板整備事業につきましては、

これまでのプロジェクター型の電子黒板から、

ディスプレー型の電子黒板に方式を変更して更新

したことにより、高画質、高音質な映像や音声を

提供することができ、また、より優れた操作性及

び安全な移動性を実現することができました。ま

た、デジタル教科書との連携による授業効果の向

上、教員の負担軽減など、より質・効果の高い教

育環境の整備を実現したところでございます。 

 以上で、教育総務課からの補足説明を終わりま

す。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬崎で

ございます。 

 引き続き、説明資料の６４ページ、決算書の３

２４ページと３２５ページをお願いいたします。 

 文化課といたしましては、文化財保護事業につ

いて補足説明をさせていただきます。 

 １０款５項４目文化財保護事業でございますが、

決算額１,９３３万７,５２３円でございます。 

 内訳といたしましては、委託料１,２９７万５,

７３３円、補助金３１８万５,０００円、その他

３１７万６,７９０円となっております。 

 事業の概要及び効果でございますが、玉名市で

所管しております文化財につきましては、有形無

形全１６０程度ございます。そういう中で、県の

指定、市の指定、国の指定ということで建造物に

つきましては約３４か所、うち１０か所が国指定
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の文化財でございます。 

 そういう中で、文化財保存管理業務でございま

すが、指定文化財につきましては適切な保存を行

なうために、文化財周辺の清掃、除草、見回り等

を地域等と連携をしながらしているところでござ

います。除草・伐採事業でございまして、主には、

永安寺の東西古墳、または青木の梵字、伝佐山古

墳等の管理がございます。 

 こちらにつきましては、成果といたしましては、

中段にも書いておりますが、指定文化財につきま

して清掃、除草、作業、見回り等を地縁団体、既

存団体またはシルバー人材等々とも協力をしなが

ら適切に管理をしている、また管理ができている

ものと考えているところでございます。 

 続きまして、２番の有形・無形民俗文化財保存

事業、補助事業でございますが、無形の文化財と

いたしまして無形民俗文化財、主に神楽であった

りの大野下の奴踊等々がございます。 

 神楽につきましては、地元のほうに活動をお願

いしているものの、伝統芸能といたしましてこれ

まで先人から受け継がれたものとしまして、市と

してできますことは、記録等をその場に居合わせ

て撮影したり、そして保存したりすることをお手

伝いをしているという状況でございます。 

 １１月には、市内の神楽団体が１１団体ござい

まして、一斉に神楽フェスティバルということで、

立願寺温泉のほうで実施をされているところでご

ざいます。 

 最後になりますが、３番目の旧玉名干拓施設雑

草・雑木等伐採業務でございますが、これは国指

定の文化財、旧干拓施設のうちで、昨年度５キロ

ある堤防につきまして、約１.５キロを排水対策

を含めた除草等の作業を行ないました。国指定と

いうこともございまして、かなり石垣等に雑木等

が生えて、管理が難しくなっている状況でござい

ますが、隣接する農業排水等への木の落下等も防

ぐ必要もございますので、適切に管理を努めてい

るところでございます。 

 文化課としましては、以上でございます。 

○コミュニティ推進課長（津川隆一君） コミュ

ニティ推進課長の津川でございます。 

 当課からは、１事業の説明をさせていただきま

す。 

 説明書の６２ページをお願いいたします。決算

書は３１８ページから３１９ページになります。 

 自治公民館施設整備事業でございます。こちら

の自治公民館施設整備事業、決算額２１４万円で

ございます。 

 この自治公民館は、社会教育の推進と地域コ

ミュニティーの活性化を図るための活動拠点とな

る大変重要な施設でございます。この自治公民館

の整備の一部補助に要した経費でございまして、

自治公民館を整備しようとする地区に対しまして、

対象となる事業費の３分の１を補助するものでご

ざいます。 

 なお上限額は、増改築で１００万円、修繕で３

０万円でございます。 

 事業の成果としまして、新築及び修繕の経費の

一部を市が補助することにより、地域住民の最も

身近な生涯学習の場及び交流施設としての充実を

図ることができました。 

 下のほうに、令和６年度の実績を６行政区記載

しております。大浜、西川町、こちらのほうは外

壁塗装４７万円の補助をしております。 

 続きまして、大浜、汐見町区、こちらのほうも

公民館の外壁塗装、雨漏り、４５万円でございま

す。 

 続きまして、豊水の小島西区、こちらのほうは

外壁塗装、雨漏り、４０万円の補助を行なってお

ります。 

 続きまして、小田、上小田中区、こちらのほう

はトイレの和式を洋式に変更をしております。補

助額は１６万円でございます。 

 ５番目の三ツ川、川床区、こちらのほうは外壁

塗装、３６万円の補助を行なっております。 

 ６番目になりますけれども、天水町小天、受免
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区の公民館につきましては、外壁塗装３０万円の

補助を行なっています。 

 合計しまして、２１４万円の補助を行なったと

ころでございます。 

 以上、コミュニティ推進課の説明を終わらせて

いただきます。 

○スポーツ振興課長（古賀祐一郎君） スポーツ

振興課長の古賀でございます。 

 スポーツ振興課からは、フルマラソン大会運営

事業について補足説明をさせていただきます。 

 説明書の６９ページ、決算書は３３４ページか

ら３３５ページでございます。 

 予算費目ですけれども、１０款６項１目フルマ

ラソン大会運営事業費、決算額は１,９１６万６,

２４０円でございます。 

 事業の概要ですけれども、県北唯一のフルマラ

ソン大会であります玉名いだてんマラソンと、地

域に根づいた歴史ある横島いちごマラソン大会を

同時に開催をいたしまして、スポーツの振興、地

域交流、健康づくり及び地域産業の振興を図ると

いうものでございます。 

 また、金栗四三氏の功績をたたえるとともに、

子どもから高齢者まで幅広い年齢層に楽しんでい

ただける大会を目指し、大会の開催を通してイチ

ゴやトマトの特産物をはじめ、本市の魅力を十二

分にアピールするというものでございます。 

 事業の成果といたしましては、前回大会より参

加者が約１,５００人増加をいたしまして、５,０

００人の定数に対し６,０００人を超える参加を

いただきました。玉名いだてんマラソン、３回目

にして初めて募集定数に達成することができたと

ころでございます。 

 ゲストランナーといたしまして、玉名市魅力発

信大使の三津家貴也さん、玉名市出身のプロラン

ナー福田穣さん、元女子マラソン日本最高記録保

持者の小鴨由水さん、つい先日北海道マラソンで

総合２位でＭＧＣの出場権を獲得されたデンソー

所属の池内彩乃さんに参加をいただいたほか、

様々な方々に御協力をいただきました。 

 そのおかげもありまして、大会会場はですね、

非常に大変なにぎわいを見せまして、参加者の

方々に大いに楽しんでいただけた大会となったと

思います。 

 また、協賛をいただいた事業所をはじめ、出展

ブースで大会を盛り上げていただいた方々にも、

大いに還元できたのではないかというふうに考え

ております。 

 一方ではですね、参加者が増加したことにより

まして、ランナーの送迎において支障を来すとい

うことがございまして、一部の方に不快な思いを

させてしまいました。それについてはですね、今

後しっかり調整を図っていきたいと考えておりま

す。 

 今回、６,０００人の参加でございますけれど

も、参加人数としてはやっぱりキャパを超えて運

営面で支障を来したということがございますけれ

ども、最大枠として一つの目安になったというふ

うに感じております。今後、この人数を受け入れ

たとしても、スムーズな大会運営ができるような

体制を整えていきたいというふうに考えておりま

す。 

 マラソン大会につきましては、往々にしてです

ね、参加人数、ここら辺りで大会のよしあしが問

われるということがございますけれども、そう

いったことにですね、流されることなく、ラン

ナー目線にこだわった行き届いた大会として定着

をさせていくべく、準備を今後も進めていきたい

というふうに考えております。 

 以上で、一般会計１０款についての補足説明を

終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） では、執行部から

の補足説明が終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。皆様

から質疑ございませんか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 説明書の５８ページなんですが、災害対策本部
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用モニター設置業務を行なっておられますけど、

今回災害のときにも使われたのか、どういうモニ

ターなのかお伺いしたいと思います。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課長の

塚本でございます。今、多田隈委員の質問につい

てお答えをいたします。 

 まず、災害対策本部用の電子モニター２台を昨

年度購入をしております。まさしく、先ほど委員

言われたとおりなんですが、先日の大雨の際につ

きましては、２３回に及ぶ災害対策本部会議また

災害復旧連携会議というところで使用しておりま

す。かなり大きなモニターでもございますので、

全体の共有情報であったり、いろんなところで気

象情報であったり、どういう対策をすべきという

ような共有情報につきましては、そのモニターを

活用して対策を行なったところでございます。 

 また、これにつきましては、防災安全課のみの

使用ではなく、各課で必要な会議につきましては

貸出しを行なっている状況です。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。分かりま

した。 

 その中で、例えば災害のときは県とのやり取り

もあろうかと思いますが、モニターで実際県との

やり取りで、モニターでやり取りできるんですか、

どうなんですか。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課長の

塚本でございます。 

 これにつきましては、先ほどの質問につきまし

ては、県との、例えば知事とのやり取り等々を行

なっており、災害対策のほうに活用しておるとこ

ろです。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ありがとうございます。これになってから、今

回初めて使われたんですけど、ないときとの効果

といいますか、使ってみての感想でもいいんです

けど、どうだったのかお伺いしたいと思います。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課長の

塚本でございます。 

 これにつきましては、今までモニターのない場

合につきましては、ペーパーを人数分の印刷等々

で時間もかかっておりましたし、災害対策につい

てタイムラグというのがちょっと多少ですけど

あっておりましたが、モニターを活用することに

よって、もう一目で分かるような気象情報であっ

たり共有情報であったりとかいたしましたので、

非常にこれは初動体制には非常に役に立ったとこ

ろでございます。これはもう感想で申し訳ありま

せん。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。ありが

とうございます。 

 そういういろんな機器を使いながらですね、共

有しながら、また、県とも連携しながらですね、

災害対応、今回はすばらしく玉名市は早かったと

いう話も聞いておりますので、ぜひ今後ともです

ね、取り組んでいただきたいと思います。 

○委員長（近松惠美子さん） では、補足説明も

十分していただいたので、終結してよろしいです

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 以上で、議第６６号令和６年度玉名市一般会計

歳入歳出決算に関する質疑及び委員間討議は全て

終結いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 議第６６号について討論はございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第６６号令和６年度玉名市一般会計歳入歳出

決算については、全員一致をもって認定すること

に御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 以上で本日の日程は終了いたします。 

 明日１８日は、午前１０時から委員会を再開い

たします。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまで

した。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ３時２１ 散会 
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予 算 決 算 委 員 会 記 録 

 

令和７年９月１８日（木曜日） 

  午前１０時００分開議 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

 １．令和７年第５回玉名市議会定例会付託案件 

  議第６７号 令和６年度玉名市国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算 

  議第６８号 令和６年度玉名市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算 

  議第６９号 令和６年度玉名市介護保険事業

特別会計歳入歳出決算 

  議第７０号 令和６年度玉名市浄化槽整備事

業特別会計歳入歳出決算 

  議第７１号 令和６年度玉名市水道事業会計

決算 

  議第７２号 令和６年度玉名市公共下水道事

業会計決算 

  議第７３号 令和６年度玉名市農業集落排水

事業会計決算 

 

２．出席委員（１８名） 

 委  員  長    近 松 惠美子 さん 

 副 委 員 長    松 本 憲 二 君 

 委     員    大 野 豊 重 君 

 委     員    中 村 慎 吾 君 

 委     員    浜 田 繁次郎 君 

 委     員    田 浦 敏 晴 君 

 委     員    山 下 桂 造 君 

 委     員    立 川 信 之 君 

 委     員    𠮷 田 真樹子 さん 

 委     員    一 瀬 重 隆 君 

 委     員    北 本 将 幸 君 

 委     員    多田隈 啓 二 君 

 委     員    德 村 登志郎 君 

 委     員    西 川 裕 文 君 

 委     員    江 田 計 司 君 

 委     員    作 本 幸 男 君 

 委     員    森 川 和 博 君 

 委     員    中 尾 嘉 男 君 

 

３．欠席委員（２名） 

 委     員    坂 本 公 司 君 

 委     員    前 田 正 治 君 

 

４．欠  員（２名） 

 

５．事務局職員出席者 

 事 務 局 次 長    松 野 和 博 君 

 次 長 補 佐    小 畠 栄 作 君 

 書     記    德 永 優 貴 君 

 書     記    本 田 祐 一 君 

 

６．説明のため出席した者 

 副  市  長    𠮷 田 勇 人 君 

 監 査 委 員    元 田 充 洋 君 

 監 査 委 員    坂 本 直 子 さん 

 総 務 部 長    前 田 弘 信 君 

 企 業 局 長    池 本 秀 一 君 

 税 務 課 長    石 貫 誠 哉 君 

 くらしサポート課長    平 川 善 裕 君 

 高齢介護課長    中 野 光 昭 君 

 保険年金課長    納 冨 龍之介 君 

 保健予防課長    村 上 洋 治 君 

 上下水道総務課長    本 田   健 君 

 上下水道工務課長    宇 野 貴 善 君 

 監査委員事務局長    松 本 あけみ さん 

 その他関係職員 

 

午前１０時００分 開会 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） おはようございま

す。 

 ただいまから予算決算委員会を再開いたします。 
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 委員会を始める前に申し上げます。委員会はイ

ンターネット配信をしておりますので、委員各位

並びに執行部におかれましては、個人情報等の発

言には十分御注意願います。 

 審査に当たっての発言の際には必ず挙手をされ、

指名いたしますので、委員においてはマイクスタ

ンドのボタンを押して氏名を述べられてから発言

し、終わりましたら再度ボタンを押してください。 

 執行部においては、ワイヤレスマイクのスイッ

チを入れ、所属と氏名を述べられてから発言し、

終わりましてからスイッチをお切りください。 

 審査の順序、方法は、別紙の議案審査進行表に

従い、補足説明、質疑、委員間討議を行ない、そ

の後、討論、採決の順序で行ないます。 

 なお、配付しております主要施策説明書及び決

算資料を基に行ないますが、補足が必要な場合は

補足説明をお願いします。ただし、決算書及び予

算書等の内容は、全て審査の対象であることを申

し添えます。 

 また、委員が質疑される際には、資料の名称及

びページ番号等を必ずお伝えいただくようお願い

いたします。 

 では、改めて、ただいまから予算決算委員会を

再開いたします。 

 なお、坂本委員は疾病により欠席の届出があり

ましたので御報告いたします。 

 また、本日、山下桂造委員より、昨日の発言に

ついて申出があっておりますので、これを許可い

たします。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 昨日、生活保護の質問をいたしました。そこで、

外国籍の方の生活保護というのはどうも法律違反

だというような形で判決が出たみたいなんですけ

れどもということで、質問いたしました。実は、

これが間違っておりましたので訂正いたします。

判決が出たというのは誤りでした。 

 生活保護法では、日本国民が対象となるという

ことが書いてありますということを言えばよかっ

たんですが、そのような形で、生活保護法では日

本国民が対象となると書いてありますというふう

に訂正いたします。 

 以上です。ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） では、くらしサ

ポート課長からも、発言どうぞ。 

○くらしサポート課長（平川善裕君） くらしサ

ポート課の平川でございます。 

 今の山下委員の御質問に関連いたしまして、私

も１つ訂正をさせていただきます。 

 昨日の答弁で、外国籍の方の生活保護受給者、

１名とお答えをしておりましたけれども、２名の

間違いでございました。訂正をさせていただきま

す。申し訳ありませんでした。 

 なお、その外国籍の方に対する生活保護法の適

用なんですけれども、確かに法律上、生活保護法

が適用されるのは日本人だけということになって

おりますけれども、その根拠につきましては、玉

名市で適用している根拠につきましては、まず昭

和２９年に当時の厚生省より通知が出ております。

これ、平成２４年に一度、厚生労働省から一部改

正があっておりますけれども、この通知によって

ですね、「生活保護法第１条により、外国人は法

の適用対象とならないのであるが、当分の間生活

に困窮する外国人に対しては、一般国民に対する

生活保護法の決定実施の取扱いに準じて必要と認

める保護を行なうこと」という通知があっており

ます。こちらの通知によって、保護の適用をして

いるものでございます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） それでは、議題に

進みます。 

 議第６７号令和６年度玉名市国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算を議題といたします。 

 執行部から補足説明はございますか。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課、

納冨です。 

 国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算に伴う
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補足説明はございません。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明はないと

いうことですので、これより質疑及び委員間討議

に入ります。 

 委員の皆様から質疑ございませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、令和６

年度の国保資格の喪失の数をちょっと教えていた

だきたいんですが。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 喪失はですね、

転出、社会保険加入等ございますが、総数で２,

１４８件でございます。保険年金課、納富です。

すいません。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 大野ですけど、じゃ、答弁される前に喪失の内

訳については、もうこれまでとあんまり差はない

ということですかね。社会保険そして後期高齢医

療保険、そして玉名市外への転出ということで。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課、

納冨です。 

 昨年もその質問があったかと思いますが、転出、

社会保険加入、生活保護開始、死亡、後期高齢者

医療保険加入、その他ということで合計２,１４

８件でございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、別件で

よろしいですか。 

 大野ですけど、未済額とか不納欠損のところあ

るかと思うんですが、この中で資格者証を発行さ

れているケースもあると思うんですね。その方々

に対しての回収はどういうふうに、どういう相談

で、どういう回収計画でやられているのかという

のをお伺いしたいと思います。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課、

納冨です。 

 現在、資格確認書またはマイナンバーカードに

よるマイナ保険証に伴う滞納者については、特別

療養費という形で一度医療機関で１０割負担をい

ただく制度に変更されております。それまでは、

委員がおっしゃられたとおり、資格確認書という

やつをお渡ししていたんですが、現在はマイナ保

険証の昨年１２月２日からの適用に基づいて変

わっております。 

 今、言われた回収関係についてでございますが、

一応玉名市のほうでも滞納対策の実施要綱という

のをつくっておりまして、毎年それに伴い、８月

から翌年の７月までの資格確認書等を発行するに

当たっての審査会を、税務課と一緒に併せて協議

をしております。その中で、１年間保険料、保険

税等の納付がなかった方についてだけ、先ほど言

いました資格確認書（特別療養費）というやつを

お渡しするんですけども、これについては、１年

間１,０００円また１００円含めて、全然滞納さ

れているということで納付がなかったものですか

ら、この方々については、事前にこういうことで、

まずは８月からの資格確認書等については１０割

負担をしていただきますよというような御案内を

して、その後、まずは来庁、相談等に来てくださ

いという御案内をしております。 

 そこで、反応がなかった場合については、先ほ

ど言いました特別療養費１０割負担をしていただ

くというようなお話で、被保険者の皆様には周知

しているところです。 

 以上ですけども、よろしかったでしょうか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、すいませ

ん、ちょっと整理できなくてすいません。 

 要は、資格者証の代わりにマイナ保険が適用に

なったので、特別療養費として１０割負担をやっ

ている、１０割負担やるんであれば、もう納税し

ない人って納税しないですよね。なので、その特

別療養費では１０割負担をして、その後何か、そ

の後はどうなるんですか。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課、

納冨です。 

 仮に、その方々が医療機関に行かれて、診療費、

例えば１０万円だったとすると、３割負担は３万
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円ですので３万円なんですが、１０万円の医療費

を１回払っていただきます。で、７割分が玉名市

で本来であれば医療機関のほうに負担する金額で

すので、その７万円分をですね、税に充当してい

ただくというような捉え方をしております。 

 それを特別療養費という形で、申請していただ

ければその７万円を保険税のほうに充当させてい

ただくというような仕組みです。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、となると、

納税ができなかった方々については、かなり厳し

くなったということですよね。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 いえ、これについては以前と変わりはございま

せん。マイナンバーカードの発行前と、マイナン

バー発行後と何ら変わりありません。従来どおり、

特別療養費というような制度は従来から存在して

いたんですが、今まではマイナンバーカードにな

ると、要は資格確認書という証ですね、保険証み

たいなやつをそれぞれ発行していたんですが、そ

の発行自体が保険証の発行がなくなるとともにな

くなりましたので、今言いましたようにマイナン

バーの中にも特別療養費ですよというような情報

をひもづけてあるということで、制度的には厳し

くなったとかということは全然ありません。 

○委員（大野豊重君） となると、これまでマイ

ナ保険証の前までも、結局資格者証があったとし

ても、１０割の支払いがあっていたということな

んですか。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課、

納冨です。 

 はい、そのとおりです。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、もう過去

のことなのであんまりいいんですけど、じゃ、資

格者証の意味って何だったんですかね。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 そうですね、資格者証の意味というのは、保険

証を発行できない代わりに資格者証という玉名市

の国民健康保険の資格を持っている人ですよとい

う証明みたいなものですね。ただし、１０割負担

をお願いしますという証のものです。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、資格は

持っているけれども１０割払うんだったら、別に

資格証がなくったって受診できたわけですよね。

で、払う金額も同じだったわけですよね。なので、

資格者証の意味合いというのが、ちょっと私の認

識と大分ずれてたんで、すいませんけど、そこっ

て、もう今はないのでいいんですかね。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 そうですね、保険証がもし皆さんなかったとき

に医療機関にかかられる場合に、特に市内の大き

い病院とかであれば、１０割負担を求められると

思います。１０割負担求められたとしても、滞納

等がない方については、残りの７割分ですね、先

ほど言いました自己負担を除いた７割分は皆様の

ほうに償還払い、現金払いとしてお支払いします

ので、資格確認書の意味がないということではな

いかというふうに思います。 

○委員（大野豊重君） いや、その資格者証を発

行される方というのは、そもそも滞納があって、

通常の保険証が発行されないからその資格者証で

やっていくという認識だったんですけども、だか

ら今のお話だと結局一緒ですよね、結局。資格者

証があろうがなかろうが、１０割負担しなきゃい

けないんだから。資格者証があって、これから納

税を少しずつやっていきますよ。だから、取りあ

えず一旦１０割払うけれども、あと７割、後で償

還払いされるんであればメリットはあるんですが、

それがないわけなんですよね。であれば、資格者

証の理由、意義というのが、何もないような気が

したんですけど。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の
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納冨です。 

 まず、発行する前に、その世帯については滞納

があられますということで、一度御案内を出しま

すので、そこで接触の機会を図るという意味はあ

るかと思います。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、回収する

ための手段であって、だから対象者については、

医療受診することについてのメリット等は何もな

いということだったんですね。 

 あくまでも市側、運営管理をしていく側の話で

あって、被保険者にとってはあろうがなかろうが

何も関係がないということですよね。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） そうですね、

大野委員のおっしゃられる意味は何となく分かる

んですが、ただ真面目にというか、国保税の賦課

分を全て全納されている方からすると、その税を

基に国保事業を運営していますので、滞納されて

いる方が意味がないと、発行することがですね、

資格確認書等発行しようがしまいが意味がないと

いうようなことではなく、やはりそこは公平性等

を担保した中で、制度上、これは玉名市だけが行

なっているわけではございませんので、やはり税

の、皆さんに徴収させていただいた中で特別会計

の財源を賄っているという観点から、これについ

てはメリットがないというようなことはちょっと

私のほうでは、そうは思っておりません。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、いや、保

険税とか公平公正性の話をしているんじゃなくっ

て、あくまでもだから、できるのにしない人とい

うそこでなくて、要は一部だから滞納せざるを得

ない人たちが、でも受診しないといけない状況に

なったときに、そこを切り取ったときに、じゃ１

０割負担があるのかないのかとか、ちゃんと納税

の話をして、資格者証を発行されて、その中で納

税をしていきますという、そういう資格が与えら

れるとか、結局その支払いの部分のところだけを

ちょっと切り取った話を私、今しているので、当

然納税に対する公平公正性のところは十分理解は

しておりますので、そういったところで結局払え

ない人たちが、受診できないことによってお金は

１０割払えないから、それでまた余計悪化するっ

て、そこをただ心配しているだけですので、だか

らそういったところで資格者証があるない、その

ときに、対象者が受診できるのかできないのか、

そこのところを今話を伺っていたというところで

す。 

 これはもう今は、現在システム的にはないので、

もう時間かけても仕方ないので、大体分かりまし

た。 

 ほかの関連、ああ関連じゃないけど、いいです

かね。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですよ、どう

ぞ。 

○委員（大野豊重君） 同じく大野ですけれども、

総務費についてなんですが、被保険者数が今人口

減少とかいろいろある中で、前年度に比べて減少

していますよね、数が、被保険者の数がですね。

それに対して、総務費はそれ以上に大きく減少し

ているんですね。この要因、何か関係性ってあり

ますかね。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 こちらについてはですね、大きな要因は、決算

書の３７３ページの総務費のですね、保険年金課

の１２番、委託料というのがあるかと思います。

その中の、そうですね、下から３番目ぐらいです。

国民健康保険事業事務処理標準システム導入業務

委託、これは１,４００万円ということで記載さ

れておりますが、令和５年度がですね、３,３０

０万円でしたので、昨日御質問にもありましたけ

ども、国が進めているクラウド化に伴うシステム

改修の委託料が、令和６年度で一応予定では終わ

る予定ですけども、こちらの分が下がっているの

が大きな要因です。 

 以上です。 
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○委員（大野豊重君） 分かりました。 

 もう１点いいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 引き続き大野ですけれど

も、保険者努力支援制度ってあるかと思うんです

が、これは国から財政支援は今、玉名市としては

どれぐらい点数によって頂けているのか。 

 たしか令和６年度の資料を見ると、満点が８４

０点で、玉名市は令和６年度は５６６点だったと

思うんですけど。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） すいません、

資料がちょっと今手元にございませんので、後ほ

ど回答させてもらってよろしいでしょうか。 

○委員（大野豊重君） はい。 

○委員長（近松惠美子さん） 後でもいいですね。 

○委員（大野豊重君） はい。大野からは以上で

す。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入りますけども、先ほどのは後

でいいですね。採決には関係ないですね。 

 じゃ、討論に入ります。 

 議第６７号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） これより採決に入

ります。 

 議第６７号令和６年度玉名市国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算については、全員一致を

もって認定することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第６８号令和６年度玉名市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算を議題といたします。 

 執行部から補足説明はございますか。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課、

納冨です。 

 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算に伴う補

足説明はございません。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明なしとい

うことです。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 委員の皆様から質疑ございませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけれども、医療

費の窓口負担割合なんですが、これ毎年聞いてい

るんですけど、令和６年度の１割、２割、３割の

数というのをちょっと教えていただければ。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 直近といいますか、令和７年の３月、年度末で

お伝えします。 

 １割負担が１万３４５人、２割負担が１,７０

４人、３割が５０７人。以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。ありがとうご

ざいます。 

 ２割が若干、２割が１００人ほど増えて、３割

も若干上がったということですね。 

 引き続き、別件なんですが、医療費の推移がも

し分かれば教えていただきたいんですが。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 令和６年度の１人当たりの医療費についてお伝

えいたします。 

 全体額で、１０５万１,３２５円です。県下４

５市町村の中の２８位に位置しております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 すいません、大野ですけれども、後期高齢者支

援金を払っていますけど、そこのところの、これ

決算書には何か反映されているんですかね。後期

高齢者支援金のほう。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 
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 玉名市としては、後期高齢者支援金というのは

払っておりません。国民健康保険の中では、医療

分、後期高齢者支援金分、それから介護納付金と、

税の中に３要素の中に含まれているんですが、後

期高齢者の場合は入っておりませんで、払ってい

るのはあくまでも広域連合のほうが支援金として

は払っております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） いや、当然ほら、後期高

齢なんで広域連合にどんと、で、ほとんど広域連

合で回してますけど、その中に玉名市民から預

かっている支援金がどれだけあるのかなと思って

ですね。ちょっとほら、それが決算書でもね、当

然広域連合の話だから、決算書には当然見えてこ

ないので、ちょっとどれぐらいなのかなというの

が気になったのでですね。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 後期高齢者医療については、令和６年度、７年

度が県下全市町村保険料同じなんですが、すいま

せん、そちらの中に、同じように医療分が幾らと

か、そういうのがちょっと私どものほうで今分か

りませんので、仮に広域連合のほうが把握してい

るようであれば、それについても後ほどをお伝え

させていただきます。もしかすると、後期高齢者

支援金分ですので、これについては要素としては

ないかもしれません。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。もしその

数字が分かれば、数日後でも構いませんので、教

えていただければと思います。 

 大野からは以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） なければ、これに

て質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第６８号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第６８号令和６年度玉名市後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算については、全員一致をもっ

て認定することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第６９号令和６年度玉名市介護保険事

業特別会計歳入歳出決算を議題といたします。 

 執行部からの補足説明はございませんか。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野です。 

 介護保険事業特別会計歳入歳出決算については、

補足説明はありません。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明なしとい

うことですので、これより質疑及び委員間討議に

入ります。 

 委員の皆様方から質疑ございませんか。 

○委員（大野豊重君） 引き続き大野ですけども、

介護保険の審査判定のところなんですけれども、

要介護１と合計の数が随分大きく下がっているん

ですけど、これらの大きな要因って何でしょうか。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 大野委員が今言

われているのは、すいません、高齢介護課長、中

野です、定期監査報告書の件ですね。 

○委員（大野豊重君） そうそう、そうそう。は

い、はい、はい。ごめんなさい。 

○高齢介護課長（中野光昭君） ３４ページの。 

○委員（大野豊重君） はい。 

○高齢介護課長（中野光昭君） これについては

ですね、審査したというだけで、実際の認定者と

いうのは大きくは変わってないところです。この

期間の審査、去年の１年間の期間の審査が、要介

護１が少なかったという形です。認定期間がです
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ね、半年から２年間という大体期間がありますの

で、それで更新の時期で変わってくるという形に

なります。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、半年から

ですか、１年じゃなくって。１年が原則で、最大

２年じゃなかったでしたっけ。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野です。 

 半年からです。 

○委員（大野豊重君） 半年からですか。認定さ

れました、でもあなたは半年後にはもう一回見直

しますよという人から、最大この人は多分代わり

映えしないから２年ですよという、この認識でよ

ろしかった。で、それらが令和６年度でその間に

入った人たちが、この査定の人数だという認識で

よろしいですかね。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野です。 

 大野委員のおっしゃるとおりでございます。 

○委員（大野豊重君） となると、大野ですけれ

ども、その期間に入ってない人たちがもしかした

らまた年度ごとでぶれてきて、多くなったり少な

くなったりというのがこの査定の人数という認識

ですね。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野でございます。 

 そのようになります。認定者数の令和６年末を

御説明しますと、要支援１で５１２人、要支援２

で５２７人、要介護１が１,１９９人、要介護２

が６５５人、要介護３が４８７人、要介護４が５

６９人、要介護５が３０６人、合計の４,２５５

人が３月末での認定者数となっております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 大野ですけど、引き続きよろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 昨年度、たしか決算委員

会のときに、たしか前田委員が聞かれていた介護

保険料の算定根拠のところなんですけれども、た

しか今第９期で令和６年度、昨年度から入ってい

ますけども、これまで第７期で基金の積立てをし

て、８期で取崩しをして、第９期、昨年度からは

また再度積立ての開始の１年目だと思うんですけ

れども、実際令和６年度を終わってみて、これか

ら３年間積み立てていくという話だったんですが、

それの３年間の計画に対して、令和６年度の実績

というのは評価としてはどういうふうに感じられ

ているのかというのを。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野です。 

 第８期計画ではですね、積み立てるというより

も、取り崩す予定でしておりましたので、昨年度

当初予算がですね、９,８００万円を取り崩す予

定としておりますけど、実際はですね、５,０５

６万円ぐらいで取崩しが済んでいるということで、

安定した運営ができているのかなということで考

えております。 

 今年度も、給付費自体はあんまり伸びてないの

で、基金を計画よりは繰り入れる額が少ないので

はないかと考えております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 実際がそんなに取崩し額が必要なかったから、

積立額も、基金のほうへの積立てもそんなに必要

ないんだという受け止めでよろしいですか。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 基金の積立て自

体は、第９期は考えていないところです。 

○委員（大野豊重君） 考えていない。 

○高齢介護課長（中野光昭君） はい、積立て自

体はですね。で、予算が大幅に余れば、基金のほ

うに積み立てるんですが、現在、実際基金を取り

崩して運営していますので、積立てのほうは考え

てないところです。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） でも、それはまた第９期、

まさしく今そうなんですけど、この３年間の間に
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取崩しというか、使うほうが多くなってきたから、

じゃあ崩してやっていこうか、でもまた積み立て

ていかなきゃいけないねというのは、またその都

度見直しをされていくということなんですかね。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野です。 

 大野委員がおっしゃるとおり、その都度見直し

を行なっていきます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうざいます。以

上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。おはよう

ございます。 

 滞納ですよね、実際。今、滞納者というのはど

のぐらいおられるのか、お伺いしたいと思います。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野です。 

 令和６年度末でですね、２７２人です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 金額は幾らぐらいになるんですかね。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野です。 

 金額で７０９万２,３７２円です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 今後のその人たちへの対応は、どのように行政

として進められていく考えなのか、お伺いしたい

と思います。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野でございます。 

 督促状及び催告書の発送等と、あと電話連絡等

も行なって催告等を行ないたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 実際、そういう対応を毎年されていると思うん

ですが、その中で年々数として見れば、成果が現

れているんですかね、どうなんですか。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野でございます。 

 昨年度についてはですね、滞納繰越分の収納も

前年度よりは上がっていますので、成果は現れて

いると思っています。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。成果は出ているということなの

で、引き続きそういう方向性で取り組んでいかれ

るということなんですけど。 

 多田隈です。予算書の４４３ページなんですけ

ど、その中で１１節の役務費の中の③の手数料と

いう、分かりますかね、手数料で１,６７９万５,

９００円上げられておるんですが、この手数料と

いうのは多分認識では、行政ができないことを代

わりに専門的な知識で何か助言された取組なのか

なという感覚はあるんですが、中身についてどの

ような人がどのようなことをなされているのか、

お伺いしたいと思います。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野でございます。 

 この手数料についてはですね、主治医の意見書

の手数料でございます。介護保険の認定をすると

きに、介護保険の認定調査員が調査をするんです

けど、そのほかに主治医の先生から主治医の意見

書を頂きます。その意見書の作成の手数料でござ

います。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 それは、年間どのくらいぐらいされているんで

すかね。何人ぐらいされて、この金額に、１,６

００万円ぐらいになっているんですかね。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 先ほどの定期監

査報告書の審査結果の状況の件数が、その主治医

意見書と合致する件数となりますので、３,７６

７件になります。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 これも、介護認定の数でまた出ていくというこ

となんですかね、毎年ですね。どうなんですか、
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その辺。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野でございます。 

 介護保険のやっぱり認定件数の数で、その数が

変わってきております。その単価としてはですね、

１人当たりですね、施設に入所されている方が３,

０００円ぐらいだったかな、と、居宅の方が４,

０００円ぐらいで主治医意見書料を払っている形

になります。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました、ありが

とうございます。 

 大丈夫です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） なければ、これに

て質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第６９号について討論はございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） これより採決に入

ります。 

 議第６９号令和６年度玉名市介護保険事業特別

会計歳入歳出決算については、全員一致をもって

認定することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 ここで、執行部の入替えのため暫時休憩といた

します。再開は５０分からにいたします。先ほど

の。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１０時４０分 休憩 

午前１０時４８分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、おそろいの

ようですので、休憩前に引き続き委員会を開きま

す。 

 次に、議第７０号令和６年度玉名市浄化槽整備

事業特別会計歳入歳出決算を議題といたします。 

 執行部からの補足説明はございませんか。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） すいません、

その前に、先ほど。 

○委員長（近松惠美子さん） 大野委員の。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） はい、大野委

員の御質問のお答えについて答弁させていただき

ますが、よろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○保険年金課長（納冨龍之介君） 保険年金課の

納冨です。 

 先ほど２点、大野委員の質問に答えることがで

きませんでしたので、お答えいたします。 

 まず、努力者支援交付金の点数５６６点の金額

なんですが、４,１６６万５,０００円です。 

 それから、後期高齢者支援金分が幾らあるかと

いうお尋ねだったかと思いますが、令和６年度分

の支援金分が３億６,７２１万１,６１３円です。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ありがとうござい

ました。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、ありがと

うございました。 

○委員長（近松惠美子さん） では、議第７０号

についての補足説明がありましたら。 

○企業局長（池本秀一君） おはようございます。

企業局長の池本です。 

 議第７０号令和６年度玉名市浄化槽整備事業特

別会計歳入歳出決算につきましての補足説明はご

ざいません。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃ、補足説明は

ないということですので、皆様方から質疑ありま

したらどうぞ。ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、質疑及び委

員間討議はこれで終結いたします。 
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 これより討論に入ります。 

 議第７０号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第７０号令和６年度玉名市浄化槽整備事業特

別会計歳入歳出決算については、全員一致をもっ

て認定することに御異議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第７１号令和６年度玉名市水道事業会

計決算を議題といたします。 

 執行部からの補足説明はございませんか。 

○企業局長（池本秀一君） 企業局長の池本でご

ざいます。 

 議第７１号令和６年度玉名市水道事業会計決算

につきましての補足説明はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明はないと

いうことでございます。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 委員の皆様方から質疑ございませんか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 １９ページなんですけど、当年度の純損失が４,

８００万円ぐらいあるんですが、その中で、一番

下に書いてあるんですけど、耐用年数を経過した

管路の延長、割合を示す管路経年化率は、やっぱ

り１.１ポイント増加ということで、これはやっ

ぱ増加しているんだなというのがあるんですが、

やはり管路更新を今後どのような計画で進めてい

くのか、今全国的にもこれ問題になっとるんです

が、執行部としてはどのような考えなのかお伺い

したいと思います。 

○上下水道工務課長（宇野貴善君） 上下水道工

務課の宇野と申します。 

 今の多田隈委員の質問の答えなんですけれども、

一応上下水道工務課としましては毎年計画的に布

設替えのほうを行なっております。今、主流で行

なっておりますのが、滑石地区あたりを重点的に

行なっているところでございます。 

 今後もこういう形で、老朽化があるところにつ

きましては、今後進めていきたいと計画はしてお

ります。以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 あと管路もいいんですが、施設ですよね。施設

もやっぱり耐震だったり老朽化が目立つと思うん

ですが、やっぱりその辺も、こう、施設のほうが

またなかなか古くなっているところもありますの

で、その辺の執行部としてはどのような見解なの

か、そしてまた今後どのように進めていかれる計

画があるのか、お伺いしたいと思います。 

○上下水道工務課長（宇野貴善君） 上下水道工

務課の宇野と申します。 

 施設につきましても、今うちのほうでも検討は

しております。まず、今、検討を行なっておりま

すのが岱明地区、岱明地区の岱明浄水場と中土浄

水場につきましては、今、統合計画を考えて進め

ているところでございます。 

 今後も、そういう形で施設につきましても老朽

化しているところにつきましては、統合もしくは

修繕という形で計画を立てているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 今、今後の計画は分かったんですが、やっぱり

当年度で赤字決算ということなんですが、その中

でやっぱり施設もそうなんですが、この料金です

よ、市民の方が心配されるのは。この単年度の赤

字をどうやってしていくのかというと、やっぱり

料金改正がこれは重要視されるんじゃないのかな

と思うんですが、その料金についてはどのような

考えなのか、お伺いしたいと思います。 

○上下水道総務課長（本田 健君） 上下水道総

務課長の本田です。 
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 料金改定につきましては、前年度に１０年の財

政計画を作成しまして、上下水道工務課との投資

計画と料金の将来の見込みで計画をつくったんで

すけども、赤字がますます大きくなるという計画

でございましたので、今年度料金改定をする方向

で、上下水道審議会に諮っていく予定でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 やはり人口減少が進む中で、もちろんなかなか

水道加入増が見込めない中で、この老朽化対策を

していかなきゃいけない中で、本当にこのやっぱ

り料金も致し方ないとこも出てくるかもしれませ

ん。 

 ただそのときには、しっかりとした市民に、い

ろんな会議等で、やっぱり周知または意見を聞く

とか、やっぱその辺はしっかり進めていって、料

金改定になるんであれば、その説明責任は行政と

して果たしていってもらいたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（中尾嘉男君） せっかくだけん、ここは。

中尾ですけども、令和６年度中だったかな、水道

の未整備地区のアンケートを実施されたですね。

で、それから一般質問の答弁の中で企業局長が、

何らかの、今の数値では現在、水道のほうの影響

が出てくるから、延長というか、新規の何は

ちょっとないような答弁の在り方がありましたね。 

 そこで、なら今後どうするかということについ

ては、いろいろちょっと検討してやっていきます

というような答弁をもらいました。 

 その後、そういったところに対しての施策とい

うか、手当てというのはどのようになっておりま

すか。 

○企業局長（池本秀一君） 企業局長の池本でご

ざいます。 

 委員おっしゃられるような答弁を昨年いたしま

したけれども、それから課長レベルでの、井戸水

のこととなりますので環境整備課のほうとお話を

させていただいているような状況でございます。

ただ、環境整備課のほうから、どういった方策を

取るとか、そういったような回答は今のところは

いただけてないような状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） そういう中で、環境整備

課との打合せもやった中で、最終的に結論という

か、どういう方向に進むということは全く出てな

いわけですよね、今現在。そうなれば、ならもう

未整備の地区はそのまま工事はせずに、現状のま

まで我々は一生過ごすという受け止め方をするわ

けですけども、それでいいんですか。 

○企業局長（池本秀一君） 企業局長の池本でご

ざいます。 

 委員おっしゃられましたように、今のところ明

確な回答というのは出ておりませんけれども、生

活に支障があるような、井戸水であるものの飲料

水というものは、大変重要なものだと認識してお

りますので、今後は両課、両部との打合せを密に

しますとか、なるべく早急な回答ができますよう

に努力していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。もう、やはり

これは生活するに当たって、やっぱ水道というの

は、必ずもう必要とすることなんですよ。我々、

私のところの横島地区、それはいいところと悪い

ところと極端にあるわけですよね。悪いところな

んかは、もう私のところなんかは２回ほどボーリ

ングして、もう全然変わらんわけですよ。そうだ

からといって、なら近所にいい水が出るから、何

百メートルもホースの延長をしてもらい水をする

ということは、なかなか不可能なんですよね。 

 そういったことで、地元の松本委員の話でした

か、何かそういうところに何件かの組合をつくっ

て、それでするならということも案としておっ

しゃったけども、何らかの対策を取らんならば、
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どうしてもでけんとですよ。 

 ほっで、最終的にはやはり行政の、こら責務な

んて私は思うとですよね。あくまでも受益者負担

でやるからどうのこうのじゃなくて、受益者負担

ででけん場合は一般財源でも投入して、何とかや

るという考えが全くなかわけですよね。これはも

う市長自ら、私はそがん感じとるわけですよ。も

う受益者負担でするから、もう参加がないところ

にはもう工事はせんというようなことだろうとい

うふうに思うわけですよ。 

 私、市議会になって２０年、これをもう必ずや

せなんという意気込みでやってきましたけれども、

全然進捗がないとです。で、一時期はする前には、

とにかく水源の東部、伊倉ですかね、八嘉ですか、

あそこを横島あたりまで水を引っ張られるような

施設を造り替えますて、それからなんですよと。

それまではしばらく辛抱しとってくださいという

ようなことを何年も言われてきたんです、今まで。 

 ところが、もう東部の何か水源が完成したなら

ば、アンケートの結果を取りますて、アンケート

の結果取って分かるわけですよ、もう以前に合併

して２年ぐらいのときだったかな、取ったんです

よ。ほんで、それでも最低だったんですよね。 

 ほっで、もう私のとこなんか、水がマンガンで

出んわけですよ。臭いとかなんとかなら辛抱して、

何とかいいけども、水そのものが出んわけですよ。

１週間に１回ポンプの前にこし器をつけとる、そ

れを掃除してマンガンを除去して、また水をポン

プでくむというような形なんですよ。どこらここ

ら掘ってもそういう感じです。 

 もうこれ、何とかやっぱ行政として、金がない

からもうそこには手はつけんと、何とかどがんか

生活ばしてくださいというような考えて、私は思

うとですよ。 

 もうトップから、これはまだ副市長もなられて

間もないですけども、そういう考えじゃないかな

というふうに私は感じとるですよ。本当に我々の

実情を分かるなら、こら何とかせなんていうよう

な言葉が一番に出てくると思うけども、全然全く

そういうことないです。 

 副市長、どがん思いますか。 

○副市長（𠮷田勇人君） 副市長の𠮷田でござい

ます。 

 今、中尾委員のお話ですけども、この横島地区

の水道問題につきましては、もう長い間の懸案事

項となっております。企業局のほうでも環境のほ

うとも話をしながら、実際横島地区で生活をして

おられる住民の方がいらっしゃいますので、何ら

かの方策を考えなければならないと思います。 

 ただ、その方策がまだ何がいいのかは、今のと

ころまだ結論は出てないというところでございま

すけども、いわゆる横島地区にお住まいの方に対

して、水に対して、市として全く考えてないわけ

ではございませんので、そこは御理解をいただき

たいと思います。 

 ただ、まだ今実現はできていないというところ

でございます。市としても、何らかの方策を考え

ないといけないんですけども、まだその結論を見

いだせてないというところでございます。 

 横島地区の方には生活上非常に御不便をおかけ

しておりますけども、そこはちょっと今後も検討

をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、そう

やってね、いろいろ協議しよるのは分かる。若干

心配はしとると、頭の隅には少しでも入っておる

というようなことだろうと私は思うとです。少し

ぐらいじゃ分からんとよ、ねえ。 

 実際、なら副市長が私みたいなところの水で、

そうやって生活する中で、もう本当家内も言うわ

けね、もうお父さんがおらんなら、私はどがんし

てこら生活しゅうかて。水なんか触ったこつもな

かてというような感じで、非常に困っとるです。 

 いろいろ方策は私はあるて思うとですよ。もう

ただ、それに向かわん、向かわんけんが、ああ

なってくるわけですよ。少しでも向かうなら何か
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の解決策があるて思うとですよ。 

 横島や干拓まで来とっとですよ、水は、大浜か

ら。ほっで、この大浜の町、栗ノ尾地区、もう隣

ですよ。こっちの石塘、あそこの伊倉の太か管ば

入れたでしょう。ほっで、いろいろ考えてみっと、

短い距離でね、どうにかいきゃせんかなというふ

うなこつもあっとですよ。 

 ほだけん、そういうことで、まあされる部分ね、

される場所、やっぱ干拓から明丑、富新、十番と、

これ近かとこにあっとですよ。で、そういう中に

も悪いところのあっとですよ、水が。私の住んで

る外平だけじゃなかっですよ。で、そういうとこ

ろにはそういうところからの水をね、引っ張った

り何たりして、何かありそうなもんて、私は思う

とです。 

 ただ、ほっで模索、いろいろ考えよったっちゃ

分からん、実行ばせんと。ここ２年ぐらいでせん

ね。副市長の任期のうちに。形ば取らんね、何か。

おお、やっぱすごいなて。 

○副市長（𠮷田勇人君） 副市長、𠮷田でござい

ますけども、今、中尾委員言われたように、この

２年間にというのは実際無理だと思いますけども、

やはり水というのは生活になくてはならないもの

だと当然認識しております。その水の使われ方も、

飲料水であったり料理に使ったり、あと洗濯とか

掃除とか、用途はいろいろあると思うんですけど

も、特にやっぱり飲料水、いわゆる料理とか体内

に入る分に使うものについては、やっぱり一番大

事になってくると思いますので、そこは、ちょっ

と中尾委員の今のお考えとかも意見をいただきな

がら、どうしたらできるか、できないことを考え

るんじゃなくて、どうしたらできるかを考えてい

きたいと思っていますので、御理解いただければ

と思います。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

 最後ですけども、そういうことでね、少しでも

前向きに、一歩でも前進するような考えを持って、

やっぱりこういうことをすれば実行が可能なとい

うようなことで。 

 もう協議、協議、協議ばかりしよったっちゃ、

何にもならん。ほんで、そういうことで、もう水

を特に、未整備地区のところの水は、あんたどん

がとこに引っ張られんって言うならね、もうこれ

が一番よかったい、はっきり言うちくれたほうが。

それも言わん、何とかします、何とかしますて。

こっちは全然前さん進まんけん。 

 企業局長、どがんかしてね、前さん進むような

考えを持って、いろいろ検討をして、一日も早く

ね、やっぱ快適に住まれるようね、生活ができる

ようなことに向けてくれんね。 

 飲み水はね、よかったい。本当、あちこちの私

は神社にくみに行きよるばってんね。もう水が出

んとがいかんとが。悪か水でっちゃよかつばい、

ずるなら。出んとだけん。こうね、膜の張って。

もうパイプなんか１６ミリ、２０ミリのパイプね、

通常。これなんかがもう今、箸の太さぐらい。こ

うＬ型のね、がんして、Ｌ型になったり、高さが

ちっと低かところにあるパイプ、もう詰まってわ

からんとだけん。しょっちゅう掃除しよるよ。た

いぎゃ儲かりよらすよ、設備屋さんな。 

 ほっでね、まあそら、余談ばってんが。そうい

うことがね、一日も解消できるようなね。ほんで、

水がよけりゃね、横島はまだ住宅が建つ。そうい

う観点からもね、ぜひね、やっぱいい水を、市水

をね、送ってくださいよ。よろしくお願いしとき

ます。 

 終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃあ、ぜひでき

る方向に検討してください。 

 ほかに。 

○委員（中尾嘉男君） 何年言うかい。先に延ば

して。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、料金の回

収率が昨年度と比べて２ポイント下がっているん

ですけど、これの内訳って、何で下がったんです
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かね。 

○上下水道総務課長（本田 健君） 上下水道総

務課長の本田です。 

 回収率が下がった要因につきましては、維持管

理費が増加しています。電気代が去年より高騰し

てましたので、その分の影響だと考えております。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、この報告

書の有収率というのは本来加入しているべき数に

対して、実際の加入している数の割合という認識

でよかったですかね。 

○上下水道総務課長（本田 健君） 上下水道総

務課長の本田です。 

 有収率は水源地から配水される水と、実際家庭

で使われた水、その率でございます。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、なければ、

これにて質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第７１号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第７１号令和６年度玉名市水道事業会計決算

については、全員一致をもって認定することに御

異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第７２号令和６年度玉名市公共下水道

事業会計決算を議題といたします。 

 執行部から補足説明はございませんか。 

○企業局長（池本秀一君） 企業局の池本でござ

います。 

 議第７２号令和６年度玉名市公共下水道事業会

計決算についてでございますが、補足説明はござ

いません。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明はないと

いうことです。 

 委員の皆様方から質疑がありましたらどうぞ。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、昨年令和

６年度で新たに普及した地域って何かありますか。 

○上下水道工務課長（宇野貴善君） 上下水道工

務課の宇野と申します。 

 昨年度工事を行なったところにつきましては、

立願寺地区という形で玉名バイパスのところにな

りますけれども、そちらのほうを行なっておりま

す。以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、その立願

寺地区に新設で普及されて、それの加入率はどん

なものなんですか。 

○上下水道工務課長（宇野貴善君） 上下水道工

務課の宇野です。 

 そこの地区につきましては、今年度も一応工事

を行なっているんですけれども、今年度にマン

ホールポンプを設置する計画で今進めております。

それがつきましてからの加入という形になります。 

 以上になります。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、予測さ

れる世帯数ってどれぐらいありますか。 

○上下水道工務課長（宇野貴善君） 上下水道工

務課の宇野と申します。 

 予測される軒数は、約１０軒ほどあります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） それは、１０軒はもう１

００％加入で進めていくという認識でよろしいで

すかね。 

○上下水道工務課長（宇野貴善君） 一応その計

画で進めております。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 引き続き大野ですけども、あと、玉名市全体の

加入率というのは、すいません、多分資料にはど
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こかにあると思うんですけど、ちょっと探しきれ

なくって。 

○上下水道工務課長（宇野貴善君） 普及率につ

きましては、令和６年度末で５６.４３％になり

ます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、普及率、

加入率ではなくて普及率って何ですかね。 

○上下水道工務課長（宇野貴善君） 水洗化率、

今下水道を使われている方の。 

○委員長（近松惠美子さん） お名前、言ってく

ださい。 

○上下水道工務課長（宇野貴善君） 上下水道工

務課、宇野です。 

 今、下水道を使用されているお宅の普及率とい

う形になります。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、加入すべ

き世帯数って多分あると思うんですよね、そこま

で引っ張って。それに対しての加入している率、

本来加入しなきゃいけない部分。 

○上下水道総務課長（本田 健君） 上下水道総

務課長の本田です。 

 水洗化率ということで、今下水道を使われてい

る率は８８.９％です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、じゃ、

今、水洗化率というか加入率が約８９％、残りの

１１％についてはどんなされていくんですかね。 

○上下水道総務課長（本田 健君） 上下水道総

務課長の本田です。 

 残りの世帯につきましては、加入の促進のほう

を進めていきたいと考えております。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ５６ページなんですが、ここで、管渠の老朽化

率は１.９７％でありと書いてありますので、類

似団体の平均とすれば４％から６％と言われてい

るんですが、大体収まっているんで心配しないん

ですけど、ただこれも、急激に上がっていくんで

すよね、年数が上がりかかったら。だけん、管渠

もしっかりまた計画を立てていかなければいけな

いんですが、その前に、有形固定資産減価償却率

というのがこれ問題で、前年度比で１.７３ポイ

ント増の４８.８２％と、増加傾向にあるって書

いてあるんですが、これがやっぱり類似団体の平

均でいけば、大体２５％前後だろうという数字な

んですが、それがもう倍近くなっているというこ

とで、やっぱりここが、やっぱり施設の老朽化が、

これはもう玉名市ではもうよその倍ぐらいあるん

じゃないかという数字になっております。 

 この数字が、やっぱり高過ぎると私は思うんで

すが、行政としてのその数字に対する見解、また、

それに対する取組としてどうやっていくのか、お

伺いしたいと思います。 

○上下水道総務課長（本田 健君） 上下水道総

務課長の本田です。 

 管渠の更新なんですけども、ストックマネジメ

ント計画を５年スパンでつくって、その計画に基

づいて更新工事のほうは進めておりまして、現状

高いんですけども、その計画に基づいて更新のほ

うは進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） その施設の試算、償却

率については、どのように考えておられるんです

かね。 

○上下水道総務課長（本田 健君） 償却率につ

いても現状、類似団体、全国より高い状況ですの

で、その全国平均等の数値に近づけたいとは考え

ております。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 全部、これ倍ぐらいあるので、これをやっぱ下

げる、計画ば早急に立てられて、やっぱり全国平

均並みになるようなやっぱ施策だったり計画を立

てていただきたいということを要望しておきます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ
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んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第７２号について、討論はございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第７２号令和６年度玉名市公共下水道事業会

計決算については、全員一致をもって認定するこ

とに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第７３号令和６年度玉名市農業集落排

水事業会計決算を議題といたします。 

 執行部から補足説明はございませんか。 

○企業局長（池本秀一君） 企業局の池本です。 

 議第７３号令和６年度玉名市農業集落排水事業

会計決算につきましての補足説明はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明なしとい

うことです。 

 これより質疑に入ります。 

 委員の皆様から何か質疑ございますか。 

○委員（多田隈啓二君） ちょっと委員長、関連

ばってん、よかですかね。 

○委員長（近松惠美子さん） いいです。 

○委員（多田隈啓二君） ちょっと関連でお聞き

したいんですが、今回の豪雨災害で農業集落処理

施設の何か不具合があったと思うんですよね。例

えば、八番とか十番とか、明豊とか大開とかです

ね。どういう水害でどのような不具合があったの

か、そこだけちょっとお伺いしたいと思います。 

○上下水道工務課長（宇野貴善君） 上下水道工

務課の宇野と申します。 

 今回の大雨の被害につきましてなんですけれど

も、まず大開地区につきまして、処理場の周り全

て水田になっているんですけども、その処理場周

りが水没をしまして、処理場の中に水が入りまし

て、半地下になっている設備のほうが少しショー

トして壊れたという状況になっております。 

 それと、栗ノ尾地区の大園ポンプ場という形で

真空ポンプ場があります。そこにつきましては、

今回の大雨に伴いまして入ってくる汚水量が多過

ぎまして、ポンプが停止したという形になりまし

た。以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 今後その対策て、何か。もう復旧はしているん

ですが、対策て何か考えられているんですか。 

○上下水道工務課長（宇野貴善君） 対策としま

しては、もうあくまでも今回は大雨という形で、

量が多過ぎたと。下水道の施設に対しての稼働は

しているんですけど、まず水の量が多かったとい

う形になりますので、今後、その体制をどうして

いくかということで検討していきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（中尾嘉男君） 関連で。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（中尾嘉男君） 栗ノ尾地区の大園の真空

ポンプ場たいね、小さいとこのあるでしょう。あ

れが今、その水が多くて稼動せんだったという説

明だろう。ほんで、通常この集落排水は、雨水と

かなんとかは全然入ってこんわけよね。ほっで、

そういうことで量が多くなったちゅうことは、マ

ンホールから入ったというふうに捉ゆるわけよね。

そこら辺などがんね。 

○上下水道工務課長（宇野貴善君） 上下水道工

務課の宇野です。 

 農業集落排水につきましては、あくまでも分流

方式と、汚水しか入ってきません。今回量が多

かったという形になりますと、やはり不明水がど
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ちらかから多分入ってきている可能性があるとい

う形になりますので、その辺も今後調査をしてい

かなければいけないかなと思っております。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 最後になりますけども、

マンホールの蓋たいね、マンホールの蓋。通常は

下から吹き上げんでしょう。ほんで、この下水の

真空のね、蓋も私は吹き上げんて思うとばってん、

やっぱ吹き上ぐる場所のあっとかな。なかなかね、

あのマンホールの蓋からはね、水はあんまり入り

にくかつよね。 

○上下水道工務課長（宇野貴善君） 農業集落排

水で行なっているマンホール蓋につきましては、

今回吹き上がったという事例はありませんでした。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけど、ほんなら

どっから入るや。マンホールしか考えられんとた

い、入るとは、水の。 

○上下水道工務課長（宇野貴善君） 予想されま

すのが、先ほどから言われておりますマンホール

から、そこにマンホールを開けるために穴が４か

所ぐらいあるんですけれども、その中から入るの

が一つ。それと、あとは誤設ですね、お宅１軒の

雨水が入っている可能性もというのが懸念はされ

ますけれども。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけど、雨水はな

かなか入らんと思うとよね。施工段階で雨水はも

う１滴も入らんごと施工するけんね。それはまた

今後もそういう、今の気象は変わりがひどいから

ね、またそういうこつのあるかもしれん。ほっで、

そういうこつのなかごつ。 

 何かもう、大園地区の人たちの話では、もうな

んさま使われんもんだけん、困っとると。もう流

されんもんだけんねということだったっけん。か

ねてやっぱり、そういうメンテナンスをいろいろ

されておるけれども、特にやっぱりそういうこと

がないように、注意をされてやってください。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） では、ほかにござ

いませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、ないようで

したら、これにて質疑及び委員間討議を終結いた

します。 

 これより討論に入ります。 

 議第７３号については討論はございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第７３号令和６年度玉名市農業集落排水事業

会計決算については、全員一致をもって認定する

ことに御異議ございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 明日１９日は午前１０時から委員会を再開いた

しますので、よろしくお願いします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時２８分 散会 
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予 算 決 算 委 員 会 記 録 

 

令和７年９月１９日（金曜日） 

  午前１０時００分開議 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

 １．令和７年第５回玉名市議会定例会付託案件 

  議第６５号 専決処分事項の承認について 

専決第１０号 令和７年度玉名

市一般会計補正予算（第３号） 

  議第７４号 令和７年度玉名市一般会計補正

予算（第４号） 

  議第７５号 令和７年度玉名市介護保険事業

特別会計補正予算（第２号） 

 

２．出席委員（１８名） 

 委  員  長    近 松 惠美子 さん 

 副 委 員 長    松 本 憲 二 君 

 委     員    大 野 豊 重 君 

 委     員    中 村 慎 吾 君 

 委     員    浜 田 繁次郎 君 

 委     員    田 浦 敏 晴 君 

 委     員    山 下 桂 造 君 

 委     員    立 川 信 之 君 

 委     員    𠮷 田 真樹子 さん 

 委     員    一 瀬 重 隆 君 

 委     員    北 本 将 幸 君 

 委     員    多田隈 啓 二 君 

 委     員    德 村 登志郎 君 

 委     員    西 川 裕 文 君 

 委     員    江 田 計 司 君 

 委     員    作 本 幸 男 君 

 委     員    森 川 和 博 君 

 委     員    中 尾 嘉 男 君 

 

３．欠席委員（２名） 

 委     員    坂 本 公 司 君 

 委     員    前 田 正 治 君 

 

４．欠  員（２名） 

 

５．事務局職員出席者 

 事 務 局 次 長    松 野 和 博 君 

 次 長 補 佐    小 畠 栄 作 君 

 書     記    德 永 優 貴 君 

 書     記    本 田 祐 一 君 

 

６．説明のため出席した者 

 副  市  長    𠮷 田 勇 人 君 

 教  育  長    福 島 和 義 君 

 総 務 部 長    前 田 弘 信 君 

 企画経営部長    宮 本 圭一郎 君 

 市民生活部長    渡 邉 一 正 君 

 産業経済部長    井 上 康 博 君 

 産業経済部首席審議員    前 田 竜 哉 君 

 建 設 部 長    二 瀬 哲 也 君 

 教 育 部 長    西 原 正 信 君 

 総 務 課 長    前 川   純 君 

 財 政 課 長    西 山 誠 一 君 

 防災安全課長    塚 本 昭 広 君 

 企画経営課長    萩 尾 一 義 君 

 地域振興課長    小 山 晃 生 君 

 管 財 課 長    神 永 和 典 君 

 情報政策課長    大 石 晋 史 君 

 市 民 課 長    植 原 孝 信 君 

 環境整備課長    西 川 慶一郎 君 

 総合福祉課長    平 田 光 紀 君 

 くらしサポート課長    平 川 善 裕 君 

 高齢介護課長    中 野 光 昭 君 

 保険年金課長    納 冨 龍之介 君 

 保健予防課長    村 上 洋 治 君 

 子育て支援課長    大 西 優 子 さん 

 農業政策課長    中 尾 賢 治 君 

 水産林務課長    小 川 昭 彦 君 

 農地整備課長    丸 山 隆 一 君 
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 商工政策課長    廣 川 幸 喜 君 

 観光物産課長    伊 藤 恵 浩 君 

 都市整備課長    中 川 英 昭 君 

 都市整備課審議員    野 中 武 己 君 

 教育総務課長    木 村 隆 宏 君 

 スポーツ振興課長    古 賀 祐一郎 君 

 その他関係職員 

 

午前１０時００分 開会 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） 皆さん、おはよう

ございます。 

 委員会を始める前に申し上げます。 

 委員会はインターネット配信をしておりますの

で、委員各位並びに執行部におかれては、個人情

報等の発言には十分御注意願います。 

 審査に当たっての発言の際には必ず挙手をされ、

指名いたしますので、委員においてはマイクスタ

ンドのボタンを押して氏名を述べられてから発言

し、終わりましたら再度ボタンを押してください。 

 執行部においては、ワイヤレスマイクのスイッ

チを入れ、所属と氏名を述べられてから発言し、

終わりましたらスイッチをお切りください。 

 審査の順序、方法は、別紙の議案審査進行表に

従い、補足説明、質疑、委員間討議を行ない、そ

の後、討論、採決の順序で行ないます。 

 なお、配付しております予算資料を基に行ない

ますが、補足が必要な場合は補足説明をお願いい

たします。ただし、予算書等の内容は、全て審査

の対象であることを申し添えます。 

 また、委員が質疑される際には、資料の名称及

びページ番号等を必ずお伝えいただくようお願い

いたします。 

 では、ただいまから予算決算委員会を再開いた

します。 

 なお、本日も坂本委員は疾病により欠席の届出

がありましたので、御報告いたします。 

 では、まず、総務部、企画経営部、市民生活部

所管の審査を行ないます。 

 それでは、議第６５号専決処分事項の承認につ

いて、専決第１０号令和７年度玉名市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

 執行部から補足説明はございますか。 

○総務部長（前田弘信君） 総務部長の前田です。 

 議第６５号専決第１０号令和７年度玉名市一般

会計補正予算（第３号）について、市民生活部に

係る補足説明がございますので、担当課より御説

明申し上げます。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。おはようございます。 

 環境整備課からは、１つの事業について追加説

明をいたします。 

 補正予算資料の１ページ、中段をお願いいたし

ます。 

 第１表、歳入歳出補正予算３番、事業名、一般

廃棄物適正処理事業で７,０８９万１,０００円を

専決処分にて補正をさせていただいております。

これは、令和７年８月１０日、１１日の大雨災害

のために発生しました災害廃棄物の収集、運搬及

び処分等の応急復旧に係る経費でございます。 

 発災後、直ちに災害廃棄物の収集、運搬、処分

に係る予算見積りを行なう必要があり、今回の大

雨災害が発生しました災害廃棄物の重量等につき

ましては、想像がつきませんでしたので、熊本地

震の災害廃棄物の収集・運搬・処分に係る平成２

８年度における災害廃棄物処理の実績額を用いて、

今回の専決処分にて補正をさせていただいており

ます。 

 内容といたしましては、災害ごみ収集運搬業務

委託１,７４７万９,０００円は、今回の大雨災害

の影響で被災した家屋の畳、家具、家電製品、可

燃ごみ等の災害廃棄物の緊急対策としまして、岱

明町Ｂ＆Ｇ海洋センター及び天水グラウンドに設

置しました仮置場へ受入れをした災害廃棄物につ

いて、処理施設まで運搬するための委託料でござ

います。 
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 次に、災害ごみ処分業務委託３,８８４万８,０

００円は、処理施設にて処理される災害ごみ７品

目、可燃性ごみ、木くず、金属類、ガラス瓶、畳、

粗大ごみ、それと家電４品目、それと小型家電の

処分料でございます。 

 次に、災害ごみ仮置場管理運営業務委託１,４

５６万４,０００円は、今回の大雨災害の影響で

被災しました家屋の災害廃棄物の緊急受入れ対策

としまして、岱明Ｂ＆Ｇ海洋センター及び天水グ

ラウンドに設置をしました仮置場の管理運営業務

に係る経費でございます。 

 なお、この事業の財源は、国の災害等廃棄物処

理事業補助金、事業費の２分の１の額３,５４４

万５,０００円を充当するものでございます。 

 環境整備課からは以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） これで以上ですか。 

 では、補足説明が終わりましたので、これより

質疑に移りたいと思います。 

 委員の皆様から質疑ございますか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、１ペー

ジの２番のところなんですが、災害支援事業で、

支援金が半壊とか準半壊とかで出るようになって

いましたけど、これはどういう方式でどのタイミ

ングで対象者に行き届くのかというのをお伺いし

たいと思います。 

○総務部長（前田弘信君） 総務部長の前田です。 

 こちらのほうはですね、民生費の３款のほうに

なりますので、福祉部のほうでの回答になります。 

○委員（大野豊重君） そういうことなんですね。

じゃ、後ほどということですね。分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（多田隈啓二君） おはようございます。

多田隈です。 

 今、説明あったんですが、まず災害ごみの仮設

場のですね、管理運営委託ということで、どのよ

うな会社が何社されているのか、お伺いしたいと

思います。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 まず、岱明のＢ＆Ｇ海洋センターにつきまして

は、玉名市大浜町の事業所、事業所名も。 

○委員（多田隈啓二君） いや、もうよかです。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 大浜町の事業

所でございます。それと、天水町につきましては、

玉名市の尾田のほうにですね、リサイクル関係の

会社がございます。こちらの事業が受託されてお

ります。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その災害対応は早かったというのは承知してい

るんですが、その選択というのは何か条件があっ

たんですかね。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 本件につきましては、早急の災害の対応という

ことでございますので、地方自治法の随意契約の

ほうでですね、締結をさせていただいております。 

 以上です。災害、関係の緊急を要するというこ

とでですね。以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。そうやって対応しながら、ただ、

全協のときもあったんですが、天水だけはもう少

し早くできなかったのかなというとこはあったん

ですが、やっぱりどうしてもできなかったんです

かね、どうなんですか。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 ８月１０日、１１日、発災しまして、私ども環

境整備課の職員もですね、１１日の未明にですね、

出勤をいたしました。そういう状況の中で、市役

所周辺もかなりですね、水没している箇所があり

ましたので、その日の朝の８時にですね、熊本県

庁のほうに循環資源協会のほうに災害支援をでき

ないかということで連絡をしまして、県のほうか

ら荒玉支部のほうに依頼がありまして、その日の
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うちに仮置場の選定、まずもって１か所を開けな

くてはならないということをまずもって思いまし

てですね、まずは広い５,８００平方メートルあ

ります岱明のＢ＆Ｇセンターの１か所を開けて、

それから翌日の災害の仮置場のそれぞれ運営ス

タッフあたりもですね、準備等しなくちゃなりま

せんでしたので、どうしても２４時間でですね、

２か所やるにはちょっと限界がございまして、そ

の後天水の議員さんとかですね、いろいろお話を

聞きまして、岱明までちょっと天水からは遠いの

で、どうしても天水もちょっと早急に開けなくて

はいけないなということで、１６日からですね、

天水のほうも開けさせていただいております。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 そういう対応をしながら、何日かちょっとずれ

たんですが、設置されたということなんですが、

よければですね、１市３町やっぱり災害が広域に

わたったときですね、どこに仮置場をするのかと

いうのは、もう前々から決めておられて、横島

だったら横島のどこというとをですね、やっぱり

１市３町でやっぱ決めながら、もうすぐですね、

対応できる状態をつくっていけば、天水について

はですね、もう少し早めに、被害がもう天水はひ

どかっていうのは、もうメディア等でも明らか

だったんでですね、もうちょっと早くできなかっ

たのかなという思いがありますが、今後その辺の

計画等について、何か見解があればお伺いしたい

なと思います。 

○市民生活部長（渡邉一正君） おはようござい

ます。市民生活部、渡邉です。 

 多田隈委員の御質問については、さきの全員協

議会のほうでも御指摘いただきました。 

 今回ですね、まず岱明につきましては、８月１

１日の午前中に県を通じて、この準備に着手をさ

せていただいております。当然、被害の全容が明

らかになる上で、天水につきましては８月１２日

に開設の準備に伴う行動を起こさせていただいて

おりますが、環境整備課長がお答えしたように、

どうしても現場については業者任せというわけに

いきませんので、職員をどうしても複数名張りつ

ける、この準備にも時間が必要だったことと、天

水につきましても１２日に要請をいたしましたけ

れども、相手方の事業所の都合もございますので、

実際が８月１６日土曜日からの運営になったとい

うところでございます。 

 また、今後につきましても、今御指摘がありま

したように、もう１か所ですね、中間地点あたり、

具体的には横島になるんですけれども、横島につ

いても被害が全域になった場合、このようなこと

を想定いたしまして、横島についてももう１か所

候補地をですね、考えておりますので、これにつ

きましては、また地元のほうの説明等もございま

すので、時期が来ましたらまた御説明のほうをさ

せていただきますので、どうぞ御協力と御理解、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。分かりま

した。 

 それとですね、災害ごみ処分委託なんですが、

この３,８００万円ぐらいで、実際足るんですか

ね、今の状況。だから、現状、見に行ったらです

ね、予定より何か多く出ているんじゃないかなと、

イメージなんですけどあるんですけど、今、現状

についてはどうなのかお伺いしたいと思います。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 ８月にですね、Ｂ＆Ｇ海洋センターのほうを搬

出しました量がですね、１８２.６６トンでござ

います。これまだほんの僅かでですね、これの１

０倍以上はあるかと、１,０００トン以上はある

かと想定しております。 

 それで、現在の予算につきましてはどうしても

早急に、８月１２日の日に専決させていただきま

したが、どうしてもちょっと不足分がですね、発

生をしますので、今期の最終日にですね、また追
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加のほうで上程をさせていただきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。相当の量が出ていたので、私も

この金額じゃどうなのかなと思ったんですけど、

それに伴いまして、収集運搬業務のほうを補正で

また上げられるという考え方で大丈夫なんですか。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 収集運搬業務につきましてはですね、現状のま

まで、そのままでですね、あと。 

○委員（多田隈啓二君） 大丈夫なんですか。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） あと、手数料

といいまして、家電４品目、冷蔵庫、洗濯機、エ

アコンのですね、４品目の手数料をですね、合わ

せてちょっと１台当たり５,０００円の１,０００

台程度、５５０万円程度をまた追加でお願いをさ

せていただきたいと思っております。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。分かりま

した。 

 その中でですね、私たちも県議３人とですね、

市議会議員１１名ということで、災害ボランティ

ア有志の会を立ち上げてですね、２日間現場に

行ってまいりました。現場ではですね、すごい状

況で、やっぱり一番浸かっていたところは床上か

ら２メートル３０センチぐらい使っていた住宅も

あったということでですね、もちろん畳出しから、

いろいろ重機による積込みまた運搬まで行なって

まいりました。 

 その中でですね、社協に委託されていると思う

んですが、人吉水害のときもそうだったんですが、

人吉水害のときには一つ一つ個別にですね、名前

と住所と書いて出すというとはなかったんですよ

ね。今回、玉名市は、個別に持っていったときは

それでいいと思うんですよ、誰が持ち込んだかて

分からなきゃいけない。ただ、社協を通してから

そういう団体申込みした上の作業であればですね、

やっぱり通行許可証みたいな感じの、ダンプでで

すね、出入りできるようなやり方が、何回も、１

日に１回でも多く行きたいというのもありますの

で、そういうやり方も今後検討してみていただけ

ないかなというお願いなんですけど。 

 やっぱりですね、あそこで渋滞も若干あったん

ですが、やっぱり作業に行って、そのお宅の人に

書いて、もちろん代筆でもよかったんですが、も

う被災してそれどころじゃないんですよね、実際、

家の人は。 

 だからですね、やっぱりそうやって組織として

登録して、そこの家の分しか出さないというとこ

ろに関してはですね、そういう何か考え方もでき

ないかなというところなんですけど、執行部とし

てどういうお考えなのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 今回の搬入につきましては、ボランティアの持

込みにつきましても極力、ごみが発生する方の名

前を書いて、ほかはですね、もう省略してうちの

ほうで書いて、２回目、３回目来る場合は名前を

書いて「②」とか、３回目に来たら「③」とか、

そういった感じで一応省略できる部分はですね、

職員で記入するなり工夫しながらですね、省略を

させていただいたところであります。 

 ただ、軒数とかその辺もですね、やっぱり把握

する必要がちょっとございますので、何らか簡易

的な受付を、今後ちょっと心がけたいと思ってい

ます、実施に向けてですね。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈ですけど、やっ

ぱ被災者に寄り添った、やはり名前と住所ば書く

だけでも、何枚て書かなんとですよ、書類には。

私たちがたった１日だけで、その方にお願いすれ

ば十何枚書いてもらうんですよ。やっぱそこはで

すね、もう場所は決まっていますし、そこの軒数

というのも決まっているんで、もう分かっている

わけなんですよね、社協が全部把握してるので。 
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 だけん、やっぱそういうとにはですね、やっぱ

り社協と連携しながら、許可証みたいな感じもぜ

ひ検討していただきたいと思います。 

 あと、いいですか。多田隈です。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（多田隈啓二君） あと、ループ橋の近く

の店、商店とかですね、いろいろあって、水害さ

れたという中で、事業所のごみの受入れができな

かったということなんですけど、やっぱり自分た

ちの人吉の災害のボランティアのときには、全部

もう持っていってよかったんですよね。 

 何で今回、玉名市は、もちろん事業ごみはです

ね、火事のときもそうなんですけど、なかなか

ちょっと個人とは違うというのはもちろん十分

知っておりますけど、何かああいう災害のときに

は、例えば生鮮食品あたりはもちろん受け入れた

ら駄目ですけど、何か災害ごみあたりはですよ、

その辺の事業所さんが困っとるんであれば、受入

れもできないかなということなんですが、その辺

に関しては何か決まりがあるんですかね、どうな

んですか。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 今回のですね、災害につきまして、事業者様、

例えば店舗兼住宅とかはもう当然、受入れ可能な

んですけども、やはりそういった事業所のごみを

搬入した場合に、例えばこの補助金関係に該当し

ないとか、あとはどうしても事業所さんになると、

かなり大量のですね、ごみになりますので、現状

の災害廃棄物置場でそこまで対応できない部分が

ちょっとあるのかなと思います。量的にですね。 

 今回ちょっと受け入れなかったのは、やはり国

の補助金でですね、事業所のごみはちょっと対象

外ということで、県からちょっとお話を聞きまし

たのでですね、その辺でお断りをしている点と、

廃棄物の法律なんですけど、事業者につきまして

は自らの責任でですね、適正に処理するというこ

とが法にありますので、その辺も踏まえてですね、

ちょっと事業所ごみについてはですね、ちょっと

お断りをさせていただいたところでございます。 

○委員（多田隈啓二君） 玉名市は今回受け入れ

なかったんですが、今後ですね、やっぱその辺も

含めたところでもう一回検証していただいて、他

自治体では受入れしているとこもあるもんで、そ

の辺の先進事例とかもですね、加味しながら、ど

ういうやり方がいいのか。 

 本当にですね、一番心配するのは、ちらっと聞

いたんですが、もう一回これがあったらもう撤退

するしかないんじゃないかという事業者ももちろ

んおるんですよね、実際には。 

 だけん、ぜひそういうことにならないようにも

ですね、何かしらの、例えばすみ分けしてからで

も捨てれるようにですね、持ってこれるようにな

るのか、いろいろその辺もですね、検討していた

だきたいことをお願いしておきます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、なければこ

れにて質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 次に、議第７４号令和７年度玉名市一般会計補

正予算（第４号）を議題といたします。 

 執行部から補足説明はございますか。 

○総務部長（前田弘信君） 総務部長の前田です。 

 令和７年度玉名市一般会計補正予算（第４号）

につきまして、総務部、市民生活部、企画経営部

に係ります補足説明がございますので、各担当課

より御説明申し上げます。 

○情報政策課長（大石晋史君） おはようござい

ます。情報政策課の大石です。 

 補正予算資料３ページをお願いいたします。 

 ２款ナンバー６、自治体ＤＸ事業、予算書は１

５ページになります。 

 事業費１,８５４万２,０００円の追加で、財源

といたしましては、地方債、市有財産利活用事業
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債、これは令和７年度に新たに創設されたデジタ

ル活用推進事業債を充当しております、を２,３

９０万円。一般財源といたしましては、マイナス

の５３５万８,０００円でございます。 

 補正に係る主な内容といたしましては、フロン

トヤード窓口改革に伴います本庁１階及び２階フ

ロアレイアウトの変更に要する経費を、今回計上

させていただいております。本年度当初予算で御

承認をいただきまして、出生、転入・転出などの

住民異動を起点といたしました手続をワンストッ

プで受け付ける「書かない窓口、回らない窓口」

の構築を現在行なっているところでございます。

構築に際しまして、関係各課と協議を行ないまし

て、窓口業務支援システムの導入を行ない、令和

８年１月の運用開始に向け取り組んでいるところ

でございます。 

 このフロントヤード改革で、現在本庁１階南側

にございますマイナンバーサポートセンターを市

民課へ統合いたしまして、また、ワンストップ申

請窓口を実施するための窓口カウンターの増設及

び部署異動、レイアウト変更に伴います机、椅子

などの什器の購入費、また、電話の移設費用等で

ございます。 

 さらに、総合案内を入り口自動ドアの正面へ移

設し、子育て支援課と女性・子ども相談室の間の

ロビー部分にキッズスペース等の整備も今回の費

用に含めております。 

○管財課長（神永和典君） 管財課の神永でござ

います。 

 今回のフロントヤード改革に合わせまして、以

前からの懸案でございました商工会館の２課、商

工政策課と観光物産課でございますが、そちらの

２課の本庁舎への移転計画を進めております。 

 今回、１階部分のレイアウト変更に伴いまして、

２階南側のフロアに余裕が生じまして調整を行な

い、２課の執務スペースの確保ができましたので

移転を進める運びとなりました。 

 その関連経費といたしまして、本庁２階の執務

室のカウンター入替え及び電話機設置などの経費

も含めてお願いをしているところでございます。 

 以上でございます。 

○防災安全課長（塚本昭広君） 防災安全課の塚

本でございます。 

 補正予算書２２ページ、補正予算資料６ページ

のナンバー３２でございます。 

 ９款消防費、１項消防費、４目水防費、１４節

工事請負費の５,８４７万９,０００円につきまし

ては、国土交通省が元玉名地区に整備中の河川防

災ステーション内の水防センター建設に関わる費

用でございます。 

 まず、河川防災ステーションについてでござい

ますが、令和４年度から国土交通省が取り組んで

いる事業でございまして、大雨などの自然災害に

より、菊池川の堤防決壊など、水防時に必要な土

砂、根固めコンクリート等の備蓄資材の整備や、

緊急時のヘリポート整備を行なうため、元玉名地

区において盛土、転圧等の工事を行なっており、

令和４年度末に完成を予定しております。 

 この施設におきましては、令和８年度でした、

申し訳ありません。令和８年度末に完成予定でご

ざいます。 

 この施設におきましては、施設完成後の令和９

年度から、平常時の活用は国土交通省との管理契

約に基づきまして、玉名市において水防センター

や広場等の施設整備を行ない、市民が集える場所、

いわゆるにぎわいの場の創出を行ないながら運用

することとなっており、現在工事内容や管理方法

について、国土交通省と関係各課の間で協議を重

ねているところでございます。 

 今回、建設する水防センターにおきましては、

延べ床面積３２２平方メートルでございます。そ

の中には、会議室、管理人室、トイレ、水防倉庫、

排水ポンプ車の車庫等を設置する予定としており

ます。 

 建設位置につきましては、ステーション敷地内

の北西側を予定しており、センターの建設工事の
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着工に間に合わせるため、優先的に盛土工事等を

行なっていただきますよう国と協議を行なってお

るところでございます。 

 また、工事の工程でございますが、令和７年度

中に入札、契約及び各種申請、調査等を行ない、

令和８年度に工事を着工し、竣工したいと考えて

おります。 

 この工事の事業費の総額は１億４,６１９万７,

０００円でございまして、支払いの内訳でござい

ますが、今年度に工事費の４割に当たる金額の５,

８４７万９,０００円を前払い金として支払いを

し、残りの８,７７１万８,０００円を資料８ペー

ジのとおり、負担行為としてお願いし、工事の竣

工後に支払う予定としております。 

 ちなみに、この財源につきましては、緊急防

災・減災事業債いわゆる緊防債を活用し、整備を

行なう予定でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） もう終わりました

か。 

 では、補足説明が終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 委員の皆さんから質疑ございませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、２ペー

ジのですね、これ企画だからいいよね、４番なん

ですけど、玉名駅の屋外トイレの修繕なんですけ

ど、これ結構修繕というメニューが上がってきて

いるんですけど、大体年間当たり、年間というか

設置後、どれぐらいの頻度と金額が修繕費用にか

かってきたのか、ちょっと分かれば教えてくださ

い。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 実績としましては、ちょっと手元に令和６年度

しかございませんけれども、令和６年度につきま

しては、修繕が４回、すいません、申し訳ござい

ません。玉名駅前が４回、肥後伊倉駅のトイレ等

が２回ございまして、総額で１８万９,２００円

を要しております。 

 本年度につきまして、今回７万１,０００円の

追加で修繕料をお願いしておりますが、当初予算

で９万４,０００円の予算を計上しておりまして、

それから現時点でもう３回の修繕を行なっており

ます。 

 修繕内容につきましては、全て詰まり、配水管

の詰まりです。多目的トイレに対して詰まりが

あったと。中に詰まっているものにつきましては、

トイレットペーパーを固めにといいますか、大量

に流してしまうと詰まってしまうというのが２件

と、これ、お弁当で食べられた後かと思いますが、

チキンですね、鳥の骨等が詰まっているというよ

うな事例もあっております。 

 それにつきまして、現在もう予算残額が１万８,

０００円しかございませんので、昨年同様といい

ますか、昨年よりも金額的には少ないんですけれ

ども、あと７万１,０００円を追加させていただ

いて、対応させていただきたいなというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 多分これからもやっぱり、

この金額というのは多分年間あたりかかってくる

かと思うので、ちなみに防犯カメラ等での有効活

用によって、例えば警察への通報とか、そういう

犯人特定に向けての動きとか注意喚起とか、その

辺りはどうでしょうか。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 防犯カメラにつきましては、玉名駅前につきま

しては駐輪場に防犯カメラが設置してございます

ので、出入りが分かるような形にはなっておりま

す。ただ、トイレということでございますので、

ブース内にカメラをつけることはできないという

ことで、決定的な証拠が撮れないという観点から、

防犯カメラがつけれない、プライバシーの関係で

つけれないし、確定ができないということで、防

犯カメラ、出入りする人たちを監視するためには、
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もう駐輪場のカメラを活用してやるということに、

今現在なっております。 

 ブース内につきましては、異物を流さないでく

ださいというのは注意喚起は当然のごとく以前か

らずっとやっておりますが、今後ですね、１つ、

これは私がまだ考えているだけですけれども、カ

メラをつけれないんであれば音声で流せないもの

だろうかと。もう貼り紙については、見なければ

そのままですので、音声であれば自然に耳に入る

のかなというふうなことを、個人的には今ちょっ

と考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、音声いい

ですね。小山課長がこう。 

 あと、警察への通報というか、そこはどうされ

ていますでしょうか、大野でしたけど。 

○地域振興課長（小山晃生君） 地域振興課長の

小山です。 

 今現在で、警察にはお話をしたことはございま

すが、通報という形ではなくて、お会いしたとき

にお話をしているというぐらいの程度でございま

すので、今後ですね、あまりにも莫大な工事に

なってしまうと、修繕になってしまうということ

であれば、被害届を出すということも考えなけれ

ばいけないというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、ありがと

うございました。 

 続けてよろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 別件になりますが、先ほ

ど補足説明がありました自治体ＤＸのフロント

ヤード改革での内容なんですけども、内訳につい

ては補足説明で理解しました。で、これが今回補

正となった理由としては、国の補助メニューが取

得できたからという認識でよろしかったでしょう

か。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石です。 

 まず、新しい地方経済・生活環境創生交付金を

活用した事業でございますので、その採択を受け

たことに関して動き出すというところと、どのよ

うな方式で書かない窓口を進めていくかというと

ころを含めたところで、最終協議を行なったとこ

ろで今回補正を上げているというところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、今の話の

私の受け止めですけれども、国の補助メニューが

はっきりしたのが当初予算後という認識でよろし

いですかね。その中で進めていって協議した中で、

市の方策が固まったから補正に入れたということ

でよろしいですかね。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石です。 

 そのとおりでございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。

以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 今の窓口のとこなんですけど、内容的にはレイ

アウトを変えて、新しい窓口ばつくるということ

ですかね。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石です。 

 市民課のところにですね、マイナンバーサポー

トセンターを持っていきます。当然、スペースが

限られておりますので、北側のですね、今介護認

定支援員さんと介護予防員さんが２５名ぐらい

ちょっと机を並べているんですけれども、それを

ちょっとフリーアドレス化して机をどかしてし

まってですね、後ろのほうにスペースを空けてマ

イナンバーサポートセンターのほうを入れると。

その窓口が不足する関係で、窓口の追加をちょっ

と横にカウンターを設置する、その間、通路部分
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もちょっと１か所潰してですね、カウンターを５

台、１階のところで追加して、書かない窓口とい

うところでの対応をしたいというところで考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 そのレイアウトの工事が令和８年の１月に終わ

るということですか。もうそれが終わって、書か

ない窓口はそこからスタートするということです

か。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石です。 

 今の予定でちょっと御説明いたしますけれども、

令和７年の１２月２６日の業後から、２７日、２

８日の休日を使ってですね、レイアウトの変更を

行なって、１月、年明けのですね、ところから運

用開始できればなというところで想定して、今動

いているところです。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 レイアウト変わって新しい窓口が設置されるっ

てなると、やっぱそこの書かない窓口に行く人材

的なものを育成していかないといけないと思うん

ですけど、その辺については何か考えられていま

すか。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石です。 

 窓口支援システムを導入するに当たりまして、

今、週１導入業者、あと導入する各ほかの団体と

の協議をしながらですね、進めていっているとこ

ろです。また、様式の変更なりありますけれども、

基本的にはお客様のほうに今まで書いてもらって

いた申請書をなくして、基本的には対面での聞き

取りにより申請書を作るやり方をしてまいります

ので、当然その職員、会計年度のスキルアップ

等々のシステムに慣れる、そのやり方の工夫等々

も今から必要なのかなと思っておりますけれども、

研修を含めて考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 今の話のときに、キッズスペースをと言われた

と思うんですけど、今あるソファーと本の部分を

移動されるだけなんでしょうか。何かを追加され

る予定なんでしょうか、お尋ねいたします。 

○情報政策課長（大石晋史君） キッズスペース

につきましては、現行子育て支援課女性・子ども

相談室、その間のロビースペースにですね、クッ

ション性の板とあと囲いをですね、約片方３メー

トル３メートルのキッズスペースを設けて整備を

したいと。そこの中に遊具を設置するところで、

今のところ原課は考えているところです。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

 もうよろしいですか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

○環境整備課長（西川慶一郎君） 環境整備課長

の西川でございます。 

 先ほどの豪雨災害の件で、多田隈委員から予算

がこれで足るのですかの、ちょっと補足をですね、

させていただきます。 

 先ほど多田隈委員から、収集運搬について問わ

れたときにですね、収集運搬については追加補正

はしませんけども、ちょっと補足なんですけど、

先ほどのリサイクル料が５００万円程度とですね、

災害処分料ですね、災害処分料が５,０００万円

程度、それと仮置場、こちらはちょっと２か所に

増やしておりますので、また３,０００万円程度

でですね、また追加でさせていただきたいと思い

ます。その補足です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか、

多田隈委員。 

 では、再開は４５分でいいですか。間に合いま
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すか。じゃ、入替えで。お疲れさまでした。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１０時３９分 休憩 

午前１０時４５分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、休憩前に引

き続き委員会を開きます。 

 それでは、議第７４号令和７年度玉名市一般会

計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 これから、産業経済部及び建設部所管の審査を

行ないます。 

 執行部から補足説明はございますか。 

○産業経済部長（井上康博君） 産業経済部長の

井上です。 

 補正予算６款から８款まで、４課長が補足説明

がございますので、補足説明させます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） では、よろしくお

願いします。 

○農業政策課長（中尾賢治君） 農業政策課の中

尾です。 

 予算説明資料の４ページ、２０番、物価高騰対

策支援事業の２９０万６,０００円の増額につき

ましては、１８節負担金補助及び交付金の園芸施

設有効活用緊急支援事業補助金であります。 

 これに関しましては、他人所有の中古ハウスを

購入譲渡または借り受けて移設するなどした場合、

あるいは本人所有のハウスを移設し集約する場合、

さらにはハウスの補修・補強で長寿命化をする場

合、これらの費用に対しまして１０アール当たり

２５０万円を上限に補助率３分の１以内で県が補

助するものであり、今年５月の県追加要望調査に

より２戸の園芸農家の取組が予定されています。 

 なお、この財源は県から全額交付されるもので

ございます。 

 当課からは以上です。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 農地整備課から１つの事業について補足説明し

ます。 

 予算資料の５ページをお願いします。予算書は

１９ページ下段になります。 

 ２３番、事業名、土地改良事業は、４,５３４

万６,０００円の増額をお願いするものです。 

 まず、排水機場ポンプ解放調査業務委託２,７

４８万円は、本年令和７年度に創設された単県土

地改良施設突発事故復旧事業の中に、施設の突発

事故を未然防止と施設の長寿命化を目的に創設さ

れたもので、施設内の機器などについて分解をし

て、ふだん調査できない機器についても詳細な調

査を行なうことができるもので、本年度、大栄、

野口、新栄、大浜、大開第二の５つの排水機場に

おいて調査実施を申請するためのものです。これ

については、全て熊本県が補助するものです。 

 次に、玉名地区湛水防除促進期成会負担金の３

４４万円の増額は、現在排水機場の点検を出水期

前に年１回行なっているものを、出水期後に２回

目を行なうもので、ポンプオーバーホールの目安

である１０年を経過している排水機場を対象とし、

故障部品の調達や修理期間を確保することができ、

故障のリスクを大幅に低減できるものです。 

 最後に、排水機場故障に伴う湛水被害賠償金の

１,４４２万６,０００円の増額は、玉名市大浜町

の鯨油地区において、大浜排水機場の故障停止に

より強制排水ができず、地区内の水位が上昇、７

軒のハウスが浸水し、土壌内に雑菌などが入るな

ど、農作物の生育に悪影響を及ぼし、被害を与え

てしまったものです。 

 詳細は、令和６年３月２４日早朝の雨により、

２台中１台は起動しなかったため、もう１台を起

動させ排水をしていました。業者の対応により停

止していた２台目も起動することができましたが、

その後、最終的に２台とも故障停止し、１時間以

上起動できず、被害を及ぼしたものです。 

 故障停止の原因については、冷却水を送る配管

が経年により劣化腐食し穴が開いていたことによ
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り、冷却水を吸い上げることができず起動できな

かったものです。原因が判明し、すぐに応急措置

をしたところ起動でき、後日、本復旧をしており

ます。 

 農地整備課からの補足説明は以上です。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 同じく、補正予算資料の５ページ中段になりま

す。 

 ２６番、鳥獣被害対策事業でございます。 

 予算書は２０ページ中段になります。 

 ２６番、鳥獣被害対策事業で２００万円の増額

をお願いするものです。 

 内訳としましては、有害獣被害防護施設緊急対

策整備事業補助金の１７０万円は、昨今イノシシ

の生息数の増加や生息域の拡大に伴い、農作物へ

の被害が増大しており、既存の有害獣防護施設整

備事業補助金の申請が受付初日に殺到し、異例の

早さで予算額に達したことで申請ができない方が

発生するなど、本事業に対する需要が非常に高

まっているところでございます。 

 このようなことから、玉名農業協同組合の柑橘

部会長から市に対し、当事業に対する今年度内の

予算拡充の要望書の提出を受けたことに伴い、市

は今年度限りの緊急対策支援として、新たに有害

獣防護施設緊急対策整備事業補助金を実施するも

のでございます。 

 次に、有害獣被害防護施設緊急対策整備事業

（過疎分）の３０万円は、現在行なっております

既存の有害獣防護施設整備事業補助金（過疎分）

と同様の上乗せ補助金として、今年度限りの緊急

対策として新たに実施するものでございます。 

 なお、補助金を受けられずに、既に施設を整備

された方への対応としましては、今回の緊急対策

整備事業に限り遡及対象として対応することとし

ております。また、受付方法は、現在行なってお

ります先着順ではなく、受付期間を設定し、その

間に申請された全ての方を対象とし、予算額を超

えた場合には補助率の調整を行なうこととしてお

ります。 

 以上でございます。 

○都市整備課長（中川英昭君） 都市整備課長の

中川でございます。 

 都市整備課からは、１つ補足説明をいたします。 

 予算資料については、６ページの最上段でござ

います。 

 ３０番、都市計画総務費、景観形成推進事業は、

玉名市景観計画に基づく景観形成の向上を図るた

め、景観形成推進地区及び天水町（過疎分）で実

施する修景事業に対し補助を行なうもので、補助

率は２分の１以内、当初予算より想定以上に申請

がございましたので、補助金１４７万７,０００

円の増額をお願いするものでございます。 

 内訳としまして、景観形成推進地区６地区を対

象とする景観形成支援補助金は、当初予算１００

万円に対しまして、高瀬裏川地区から申請２件、

申請金額１１７万７,０００円に伴う不足分１７

万７,０００円及び、天水地区（過疎分）、こち

らも当初予算１００万円に対し申請３件、申請金

額２３０万円に伴う不足分１３０万円、合わせま

して不足分の合計１４７万７,０００円を増額す

るものでございます。 

 以上で、議第７４号令和７年度玉名市一般会計

補正予算（第４号）中、産業経済部、建設部に係

る説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） これで補足説明が

終わりました。 

 委員の皆さんより質疑ございますか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、４ペー

ジの２０項目め、先ほど補足説明がありましたけ

れども、すいません、ちょっと聞き逃したんです

けど、積算根拠で２件の申請が上がっているとい

う内容でしたっけ。ちょっとすいません、先ほど

聞き忘れたんで。 

○農業政策課長（中尾賢治君） 農業政策課の中

尾です。 
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 ２件の申請が上がっていると。１個がハウスの

移設で、もう１個は仕様変更ということになって

おります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、これは申

請ありきの補助メニューなんですか、それとも広

く募集した中での。 

○農業政策課長（中尾賢治君） 農業政策課の中

尾です。 

 まず、県のほうでこの補助が出たときに募集を

されます。募集をされて、予算の範囲内で優先順

位をつけられていますので、その予算の中で優先

順位に入っている方をまず仮に内示を出されまし

て、それで予算をつけると。で、１回目は６月補

正で予算を上げさせていただいております。今回

は、その予算が余った分の追加分ということにな

ります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 続けてよろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけれども、別件

で、これ令和６年度の決算のときに聞いたんです

けど、５ページの２７番の森林保全業務のところ

で、予算決算委員会のときに、今、令和６年度分

で入ってきた分で調査をかけていて、これからな

んだという話があったと思うんですけども、これ

は令和６年度でたしか１,０００万円の譲与税が

入ってきて、そのうちの半分ぐらい、今回５００

万円上がっていますので、５００万円を使って調

査のための業務委託を行なっていくということだ

と思うんですけれども、その認識でよろしかった

でしょうか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課の小

川です。 

 令和６年度は、玉名地区と上小田、山部田地区

のそういった意向調査等を行なっております。こ

れにつきましては、協議会を立ち上げております

ので、そちらのほうに業務委託をしておるもので

ございます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、というこ

とは、例えば今民有地から何か特別にお願いされ

たりとか要望されている事柄というのは何かあり

ますか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 今回、ここでお願いしております業務委託費４

８３万３,０００円ですけども、これにつきまし

ては、玉名地区での意向調査を昨年度実施いたし

ました。その中で、市のほうに管理をお願いした

いという意向が得られて、その計画を立てて、同

意をいただいたところについて、市のほうで間伐

等の整備を図る予定としておるところでございま

す。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、というこ

とは要望があって、それに対しての調査の委託を

今、行なっているんだということなんですね。 

 分かりました。ありがとうございます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（中村慎吾君） 中村です。 

 先ほど説明があった６ページの３０番の景観形

成推進事業の件なんですけども、具体的にこの改

修内容とかをちょっと教えていただいてよろしい

ですか。 

○都市整備課長（中川英昭君） 都市整備課長の

中川でございます。 

 対象の事業となりますものは、修景を伴う既存

建築物の外壁または屋根改修に２分の１以内で、

補助限度額１００万円と。そのほかに、外壁等の

色彩の変更、修景を伴う生垣、堀、石垣または門

の設置または改修のほか、あと２つほどございま

すけども、補助がございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 
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○委員（中村慎吾君） ありがとうございます。

中村です。 

 上限１００万円ということで、この改修という

のが、例えば経年劣化とかによるものなのか、例

えばこの前ありました豪雨災害とか、そういう災

害に関連するものなのか、その辺は分かられます

か。 

○都市整備課長（中川英昭君） 都市整備課の中

川でございます。 

 すいません、補助対象の要件としては、建築物

や土地の所有者などが景観の基準に即して修景を

行なうものが対象となります。 

 修景とは、周辺の景観と調和したものに外観の

整備を行なったり、地域の歴史や背景を考慮して

整備することということで、申請者のタイミング

としては、建物が老朽化、経年劣化したことで改

修される場合に、申請が多いという印象ではござ

います。 

 以上でございます。 

○委員（中村慎吾君） 中村です。ありがとうご

ざいました。 

○委員（立川信之君） 立川でございます。 

 今の関連でございます。この景観関連のやつは、

天水地区はどの辺りの地区になるか、教えても

らってよろしいでしょうか。 

○都市整備課長（中川英昭君） 都市整備課の中

川でございます。 

 天水地区については、玉名市過疎地域持続発展

計画と玉名市景観計画に沿って補助をしていると

ころですけども、地域は全域ということになって

います。 

○委員（立川信之君） ありがとうございました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 すいません、今のやつなんですけど、景観のや

つで２つ分かれとるじゃないですか。で、推進地

区が６、高瀬とかあるじゃないですか。そこで１

７万円というので、下が過疎分じゃないですか。

推進地区じゃないところも、景観のあるのは補助

の対象になるとですよね。 

○都市整備課長（中川英昭君） 都市整備課の中

川でございます。 

 補助対象については、景観推進地区の６地区で

ございます。高瀬裏川地区、新玉名駅周辺地区、

山田日吉神社周辺地区、それから石貫安世寺地区、

大浜地区、伊倉地区の６地区と、過疎分ですね、

天水地域ということで。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 天水は過疎の計画が入っとるけん、対象になる

ということ。それ以外はもう今計画で定めておる

６地区だけと。 

 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにありますか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 資料の６ページの３２番、水防センター建設事

業、説明があったものなんですけれども、市とし

て水防センターを建設工事するということなんで

すが、国として何か造るところはあるんですか。

あ、これは前だったか、ごめんなさい。勘違いし

ました。失礼しました。じゃ、取り消します。次、

行きます。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（山下桂造君） じゃ、５ページの２３番、

土地改良事業です。玉名平野地区湛水防除促進期

成会負担金ということで、先ほど説明を受けてか

ら、点検を２回行ないますということだったんで

すが、この期成会、これ期成会負担金で、それで

やりますだったんですが、この期成会というのが

あってこれが、水防の作業というのをされている

んですか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 排水機場、農政サイドの湛水防除施設に伴う活

動については、全て期成会のほうを通しての支払

いとなっております。 
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 以上です。 

○委員（山下桂造君） 期成会を通しての支払い

という形があるものだから、この形で、これ追加

ですよね。もともとは予算が上がっていて、それ

で追加してからもう２回するという形での分です

ね、今回。 

 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 今のちょっと２３番のところで、排水機場ポン

プ解放調査業務委託ということだったんですけれ

ども、これ結局５か所だったですかね。今回の水

害を受けて、もちろんふだん見られないところを

もう一回調査をするというのが目的だと思うんで

すけれども、この調査後に、能力のアップだった

り、そういうのが考えられるような調査にもなる

んですかね、これっていうのは。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 この事業に関しましては、今回上げている５か

所については、県営の更新事業の計画があるとこ

ろを主に上げております。後々と言いましょうか、

その後の更新事業のほうでも必要な調査にもなっ

ておりますので、少しでも早くスムーズに事業採

択に行けるようにという部分もありますので、

ちょっと能力アップまでするかどうかというのは、

後の話になるかと思います。 

 以上です。 

○副委員長（松本憲二君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、これ何

ページか、５ページか、５ページの６款の２６番、

この鳥獣被害の施設ちゅうか、応募があっという

間に多くて締め切ったやつかな、これ。 

○水産林務課長（小川昭彦君） そのとおりでご

ざいます。 

○委員（中尾嘉男君） それじゃね、部長。部長

も同席したて思うけどもね、あれは何年だったか

ね、当初予算で機械の２５％ね、玉名市の。で、

今回１５.どしこだったたいね。ほっで、これを

相当お願いしたつよ、上積みをしてくれと。ほん

で、その当時、部長あたりの答弁ではね、この今

現在俺が言いようね、この問題があっとですよと

いうようなこつを言われたんですよ。 

 ほっで、それば機械購入ば上げれば、こういう

問題にも影響してくるけんと。ほっで、今回はも

う希望される方も１５.何％で同意をされとるけ

ん、まあ次回からね、金額の上乗せ云々を検討し

ながらやっていくからということだったったい。 

 ところが、やらんして、こっちをやらんして

ずっじゃない、１７０万円。ほっで、こっちも出

んなら、私は黙っとったつよ。ほっで、最初確認

してね。ちょっと不平等じゃなかつね。同じ課の

中でね、部の中で、そういったやつを片一方は見

る、片一方は見らんと。 

 ほんで、もう両方もう追加はしないということ

だったけんね、諦めて、多少なり機械購入のね、

補助金でちゃ、１％でん２％でんね、欲しかった

つよ。過去最低でしょうが。１５.どしこちゅう

のが。ほっで、こういうことする。何でこういう

ことばすっとね。 

○産業経済部長（井上康博君） 産業経済部長の

井上です。 

 今回の有害鳥獣の防護柵について、柑橘部会の

ほうからも強い要望がございまして、被害を受け

ていると。すると、今度は人命までに行くんじゃ

ないだろうかというお話もあったものですから、

今回はこの補正をさせていただいております。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） まあ、理由はね、いろい

ろあったん。ほんで、その柑橘部会のほうからの

要望のあったって。なら、農家からの要望が、機

械借上げでん、直接あれば見っとや。そういうこ
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つじゃなかろがね。 

 ほっだけん、そういう、もうこれはまた余分に

補助をつけないかんていうことも分かるけどもね、

当時の説明の中で私が納得したつが、やっぱ平等

にせんといかんというようなこつを言われてね、

ああそうかと。なら、次、来期ね、よーっと見て

やってくださいてお願いして、結果はこういう

こっだけん、おかしいなて思てね。 

 ほっで、やっぱりそういうことで、上げないか

んとこは上げないかんけどもね、やっぱり同じ玉

名市の補助の中でね、しかも同じ課の中でよ、片

一方は上げる、片一方はそのままと。 

 ほして、この１７０万円、今回補正しとっで

しょう。それで解決でくっとね。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 この１７０万円の積算の根拠といたしましては、

本年度受付を行ないました申請１件当たりの大体

事業費が約１５万円程度となっておりまして、そ

れの３分の１以内の補助ということでございまし

て、件数的には、当初キャンセル待ちとその後の

問合せと、この件数が３４件ほどございました、

合わせてですね。 

 それを根拠として、１７０万円ということで想

定をしておりますけども、これはちょっと受付を

開始してみないと、何件来られるのかというのが

ちょっと予測ができないものですので、予算を

オーバーした場合には、先ほど御説明したとおり、

補助率を３分の１以内としておりますので、その

範囲内で調整を行なっていくということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、最後に

なりますけども、部長ね、今後こういうことも、

問題も出てくるかもしれんばってん、同じね、農

業されとる方に対しての補助、やっぱ先を見つめ

てね、やっぱ平等でいってもらいたいと要望して

おきます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 では、これにて執行部の入替えのため、暫時休

憩いたします。再開は２０分にしましょうか、２

０分にいたします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時１０分 休憩 

午前１１時２０分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き、

委員会を開きます。 

 これから、健康福祉部所管の審査を行ないます。 

 それでは、議第６５号専決処分事項の承認につ

いて、専決第１０号令和７年度玉名市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

 執行部からの補足説明はございませんか。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 令和７年度玉名

市一般会計補正予算（第３号）中、健康福祉部に

係る補足説明を総合福祉課から１件行ないます。 

 よろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 予算説明書１ページ、議第６５号補正予算、第

１表、歳入歳出予算補正のうち、１番目、災害支

援事業でございますけれども、補足説明といたし

ましては、対象は準半壊以上の被害を受けられた

世帯で、９月１８日現在の現状を申しますと、全

壊１世帯、中規模半壊１７世帯、半壊１５０世帯、

準半壊２３世帯、計１９１世帯となります。 

 次に、２番目、令和７年８月豪雨災害支援事業

ですが、９月１７日現在の応急修理申請数は、半

壊以上で２８件、準半壊で１件となっております。 

 補足説明は以上となります。 
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○委員長（近松惠美子さん） では、これより質

疑及び委員間討議に入ります。 

 委員の皆さんから質疑ございますか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけれども、今の

補足説明のところなんですけれども、この災害支

援事業の支援金というのは、被災者に対してどう

いうふうな方法で、どういうタイミングで届くの

か、そこについて教えてください。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 支援金は２番のところでよろしいですか。 

○委員（大野豊重君） はい。 

○総合福祉課長（平田光紀君） こちらの応急修

理に係る支援金の部分ですけれども、災害救助法

適用になりまして、それを基に支援をするもので

ございます。 

 流れといたしましては、半壊・準半壊世帯で住

宅に被害が及んだところ、日常生活に最低限必要

となる部分についての応急修理が対応になります。

流れといたしましては、被害状況が分かる写真等、

業者さんの修理見積書、そちらを提出していただ

いて、それでこちらのほうで対象になる部分、見

積書を基にですね、対象になる部分を審査いたし

まして、それで業者さんに修理依頼を行ないます。 

 修理完了後は、こちらで完了の確認を行ないま

して、業者のほうに金額を払うことになります。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、業者の

ほうに市のほうから払うということは、それ１０

０％でよろしいんですか。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 こちらの修理費用、上限がございまして、半壊

以上の世帯につきましては、消費税込みで７３万

９,０００円、準半壊の被害を受けた世帯につい

ては３５万８,０００円が上限となっております

ので、そちらの部分、かかった部分についての支

払いということになります。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、それは書

いてあるんで分かるんですが、それを超えた部分

はどがんしなはっとですか。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 超えた部分につきましては、業者さんと罹災さ

れた方の２者契約、いわゆる通常の工事というこ

とになります。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、というこ

とは、個人はもう市のほうから通さずにあくまで

も修理が終わりました、請求が来ました、に対し

て上限を市のほうから業者に直接お支払いをする

ということだと思いますが、で、その期間ってど

れぐらいまで設定されているんですかね。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 期間と言いますのが、一応発災後３か月以内に

申請してくださいというふうになっております。

ただ、当然業者さんの手配であるとか、そういっ

たものもございますので、それ以後も当然需要は

あるかと思いますので、そこは受け付けていくと

ころになります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、当然そ

こはお願いしたいなと思っていたんですけど、大

体これぐらいだろうというのは目安として、３か

月を超えた部分については、どれぐらいまで認め

てもらえますかね。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 今ありました、どれぐらいまでかというのがで

すね、実際に約１９０件、準半壊以上の世帯があ

られまして、そのうち先ほど申しましたけれども、

この応急修理につきましては、２９件の申請にま

だとどまっております。ですので、申請のピーク

というのがどこに来るのかというのを、こちらも

非常に悩んでいるところではございます。 

 ですので、９月に入りまして、どうしても自分
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から申請となかなか手を挙げられない方もいるか

もしれないというところで、民生委員さんや区長

さんを通じて現状の把握を行なうとともに、ボラ

ンティアの方にもですね、９月中に準半壊以上の

ところを回って現況を、申し込んだのか、申し込

む予定なのか、今後の住まいをどうするのかとい

う聞き取り調査を行なっていただくことにしてお

ります。 

 それを基に、こちらのほうとしても受付を行

なっていこうと思っておりますけれども、１９０

件のうちにアパートに住まれている方が６０世帯

ぐらいいらっしゃるようですので、アパートは大

家さんが修理されますので、それを差し引いて、

今３０件弱申請あっていますので１００件ぐらい、

１００件ぐらいがちょっと動きが今後起こってく

るだろうということですので、３か月過ぎても申

請等はある程度続いていくものかなとは考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、ありが

とうございます。 

 熊本地震のときと流れ的には同じようなものな

んですかね。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 熊本地震のときの修理についても、おおむね同

じでございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうざいました。

以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 今の関連なんですが、準半壊と半壊、この線引

きが微妙だと思うんですけど、これ倍ぐらい金額

が違うんですね。その線引きというのは誰がどの

ようにされているのか、お伺いしたいと思います。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 今回の災害に係る半壊と準半壊の基準でござい

ますけれども、こちらが基準といたしましては、

両方ともいわゆる床上浸水に入ります。床上１０

センチ未満の被害が準半壊、床上１０センチ以上

が半壊というふうになります。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その確認は、例えばもう写真なんですか。現地

に例えば職員が行って、その跡を見ながら測って

それなのかという確認をされているのか、どうい

う確認ですか。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 罹災証明をまず申請されます。その後、市のほ

うから確認に参りますけれども、家屋の家屋被害

の確認については、外観からの調査というふうに

なります。ですので、住宅の基礎部分、モルタル

で仕上げてあると思いますけれども、いわゆるそ

のモルタル部分と外壁の境目のところから測って

何センチ被害があっているかというところで判定

しております。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 それやったらもう、中に入って床上のどうのこ

うのじゃなくて、外の基礎からですね、布基礎の

ところから境目から１０センチ行っておけば、ま

あ１０センチだろうということの調査を行政でさ

れて、一軒一軒行政でされるんですかね。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 申請がありましたところ一軒一軒確認を行ない

ます。で、先ほどのように外からの調査というこ

とになります。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 それはもう今、件数が上がってないじゃないで

すか、あんまり。今から上がってくるかもしれま

せんけど、その中でもう随時していくのは、相当

期間は長くなりますよね。そこはどういう期間を

考えられているのか。 
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○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 期間と申しますのは、調査の。 

○委員（多田隈啓二君） 調査の、はい、はい。

確認するの。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 今現在、罹災証

明の申請というものがもうほぼ下火になっており

まして、ですので、最初の頃、発災後はですね、

申請が集中しまして、５００件弱ありましたけれ

ども、その部分については何とか職員も、班体制

を多く組みまして調査を行なったところです。で、

もうその調査はもう申請数にも追いついておりま

すので。 

○委員（多田隈啓二君） ああ、そうなんですか。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 罹災証明の家屋

被害の調査については、これから長期間かかると

いうことはありません。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その調査に来られた人たちが、例えば他市町村

から応援された人が調査したんですか、実際は。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 個人さんの住家につきましては、他市町村から

応援に来られましたけれども、実際の確認につい

ては玉名市の職員で行っております。その後の事

務処理については、他市町村の応援の職員さんに

お願いしていたところです。 

○委員（多田隈啓二君） 最後になるんですが、

見舞金なんですが、２万円の２００件ということ

で、大体この２万円というのは他市町村と大体

合っているんですか、どうなんですか。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 大体同じような額面になっております。 

○委員（多田隈啓二君） そうなんですね。分か

りました、ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（一瀬重隆君） 一瀬です。 

 今回ですね、ボランティアで行ったところがで

すね、やっぱ２メートルぐらい浸かっとったんで

すよ。だけど、管理はしているけど空き家状態で

すよ。空き家と住んでるところはまた違うんです

かね。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 空き家につきましては、この支援については別

になります。あくまでも、住んでいるところがこ

の応急修理の対象になります。空き家についての

支援はございません。 

○委員（一瀬重隆君） 一瀬ですけど、管理はし

ているけど住んでない、空き家ですけど微妙なと

こですもんね。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 何か分かる、言いた

いこと。 

○委員（一瀬重隆君） 分かるの。 

○委員（𠮷田真樹子さん） じゃ、補足します。 

   ［「名前、名前」と呼ぶ者あり］ 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 長く入院されているとか、御実家が空いていて、

そこの管理は定期的にきっちりされているという

ようなところはどうなるのかというような感じで

すかね。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 確かに、長期入院されているとかですね、ある

かと思いますけれども、あくまでも住家というこ

とですので、いつもの住まいがどこにあるかとい

う、どこで暮らしていらっしゃるかということが

対象になりますので、長期入院でもうほぼほぼい

らっしゃらないということであれば、対象になら

ないかというところになります。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。ほか

にはございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、なければこ
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れにて質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第６５号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） これより採決に入

ります。 

 議第６５号専決処分事項の承認について、専決

第１０号令和７年度玉名市一般会計補正予算（第

３号）については、全員一致をもって承認するこ

とに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第７４号令和７年度玉名市一般会計補

正予算（第４号）を議題といたします。 

 執行部からの補足説明はありませんか。 

○総合福祉課長（平田光紀君） 総合福祉課長の

平田です。 

 令和７年度玉名市一般会計補正予算（第４号）

中、健康福祉部に係る補足説明を高齢介護課から

１件行ないます。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長の

中野でございます。 

 予算資料の４ページをお願いいたします。 

 １５番、介護施設整備事業で６６６万６,００

０円の増額補正をお願いするものです。 

 内容としましては、認知症対応型共同生活介護

いわゆるグループホームの事業所に対して、１施

設の事業所に対して非常用自家発電の整備に対す

る補助でございます。補助率は７７３万円を上限

とする１００％補助でございます。財源としまし

ては、国から全額交付されるものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） では、委員の皆さ

んより質疑はございませんか。ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び、委員間討議もございませんね。委員間討

議を終結いたします。 

 次に、議第７５号令和７年度玉名市介護保険事

業特別会計補正予算（第２号）を議題といたしま

す。 

 執行部から補足説明はございませんか。 

○高齢介護課長（中野光昭君） 高齢介護課長、

中野でございます。 

 令和７年度玉名市介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）については、補足説明はありません。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明はないと

いうことです。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 委員の皆さんより質疑ございますか。ありませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、質疑ないよ

うですので、これにて質疑及び委員間討議を終結

いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第７５号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） これより採決に入

ります。 

 議第７５号令和７年度玉名市介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）については、全員一致を

もって可決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 では、これから執行部入替えのため暫時休憩い

たします。再開は４５分。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時３９分 休憩 

午前１１時４５分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き

委員会を開きます。 

 それでは、議第７４号令和７年度玉名市一般会
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計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 これから教育部所管の審査を行ないます。 

 執行部から補足説明はございませんか。 

○教育部長（西原正信君） 教育部長の西原と申

します。 

 １０款教育費でございますけど、事業ナンバー

３４と３５、２つの事業を御説明申し上げますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○教育総務課長（木村隆宏君） 教育総務課長の

木村でございます。 

 それでは、補正予算資料の６ページをお願いい

たします。 

 １０款で、３４番の情報教育推進事業で、２,

４５５万３,０００円の追加をお願いするもので

ございます。内容といたしましては、国が推奨す

るネットワーク帯域要件の達成に向けた学校ネッ

トワークの環境整備を行なうものでございます。 

 小中学校の１人１台のタブレットは、国の

ファーストＧＩＧＡスクール構想により、本市で

は令和２年度にタブレットとネットワークを整備

し、令和３年度から導入しております。国は、タ

ブレットの更新に向け、新たにセカンドＧＩＧＡ

スクール構想を立て、これまで全国的に多くの学

校で発生しておりましたネットワークの遅延や接

続不良といった課題の改善、今後さらなる通信の

一斉接続機会の増加・大容量化に対応すべく、

ネットワークアセスメント実施促進事業により、

学校のネットワーク環境を診断することを必須と

したところでございます。 

 本市では、昨年の令和６年度にアセスメントを

実施し、ネットワークの改善が必要との診断結果

となったところでございます。そこで通信容量を

大容量化するための機器の購入、設定等を行なう

ものでございます。なお、財源につきましては、

国の公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金、

補助率３分の１を活用するものでございます。 

 また、当該事業の関連になりますが、補正予算

資料の８ページをお願いいたします。 

 第２表、債務負担行為補正として、（３）から

（５）までの３件のソフト使用料でございますが、

今年度の６月議会で御承認をいただきました小中

学校のタブレット更新事業におきまして、これま

で使用しておりました３件のソフトであります

フィルタリングソフト、事業支援ソフト及びドリ

ルソフトを、令和８年度から使用できるよう本年

度中に契約行為を行なうために、債務負担行為を

設定するものでございます。 

 続きまして、ページはまた戻りますが、６ペー

ジをお願いいたします。 

 ３５番の小中学校空調整備事業で、２,３０９

万３,０００円の追加をお願いするものでござい

ます。 

 内容といたしましては、天水中学校体育館の空

調設置に伴う経費でございます。 

 本市の小中学校の体育館は、空調施設が未整備

であります。近年、猛暑が常態化しております。

体育館は、学習の場であるとともに、災害時には

小中学校の体育館を避難所として利用する必要が

ございます。国としても、早急に学校体育館への

空調設備の整備を推進しているところでございま

す。 

 そこで、まず、天水中学校の体育館を先行して

整備するものでございます。理由といたしまして

は、今年度から天水中学校の体育館の南側に隣接

する形で、天水小学校校舎を建設していくことに

なります。また、工事中は、工事現場の周囲に工

事用ネット等を設置することになりますので、天

水中学校区新しい学校づくり委員会からも、これ

までより体育館の風通しが悪くなることが想定す

ることから、来年度の暑くなる時期までには空調

設備の整備が必要というような要望の声が上がっ

てきたところでございます。ですので、令和８年

度の暑くなる時期の前までに工事を完了できるよ

う、早急に対応するものでございます。 

 なお、財源につきましては、中学校施設整備事

業債として過疎対策事業債、充当率１００％、交
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付税措置率７０％を活用するものでございます。 

 また、当該事業の関連となりますが、補正予算

資料の８ページ目をお願いいたします。 

 債務負担行為の補正といたしまして、（６）の

天水中学校体育館空調整備工事につきまして、令

和７年度から令和８年度の２か年にまたがる工事

請負契約の工期を設定するために、債務負担行為

の設定を行なうものでございます。 

 教育部からの補足説明２件を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） 補足説明が終わり

ました。 

 委員の皆さんより質疑ございませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども、今補足

説明がありました３４番の情報教育推進事業の件

なんですが、これは国がどんなネットワーク体系

を推奨で言っているんですかね。 

○教育総務課長（木村隆宏君） 教育総務課長の

木村でございます。 

 ネットワークの関係につきましては、具体的に

数字をですね、きちっと申し上げることはできま

せんけれども、玉名市の場合は６つのグループ化

で行なっておりますけども、学校ごとの通信等の

ですね、スピード等ですけども、それが遅延がな

いようにということでありまして、そこの数値が

ちょっとそれぞれで違ってまいりますもので、

ちょっとここで数字が１つの基準として申し上げ

られないので、申し訳ございませんけども。玉名

市としては、そのアセスメントで支障があるとい

うことでの調査結果にはなっております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、それがあ

れば当然解消しなきゃいけないので、今回のこの

補正でやるかと思うんですが、気になるのがです

ね、じゃ、これまで整備してきたのは、お金かけ

てやってきたんですけど、それは何だったのかな

と。いわゆるこれまで事業者が設置、ネットワー

クしてきましたよね。当然その中で、ベンチマー

クテストをやっているはずなんですね。それで、

仕様書をクリアしているかと思うんですが、何で

何かその、今回また上がるのかなと思って、とて

も不思議に思うんです。 

 もしくは、もともと設置されていたネットワー

クが、何か不具合が起こってベンチマークよりも、

当初の基準より下がったのか、もしくは、もっと

もっとバージョンアップするシステムになるのか、

バージョンアップするんであれば、何で学校教育

でそこまでの帯域が必要なのかというのをとても

疑問に思っているんですが。 

○教育総務課長（木村隆宏君） 最初のファース

トＧＩＧＡスクール構想におきましては、まず国

といたしましても１人１台のタブレットを整備す

ると、これが利用できる通信環境ネットワークを

整備するということでございますけども、この時

点で具体的な基準というのはございませんでした、

国では。ですので、支障がない形でのネットワー

クを構築するということで、これまでも玉名市と

いたしましては、大きな支障というものは当然な

がらあっておりません。一部支障が出るという場

合もございますけども、そのような状況でござい

ますけれども、今後ですけれども、ファーストＧ

ＩＧＡスクールから、今度セカンドＧＩＧＡス

クールになってまいりますけども、この中ではこ

れまで以上にタブレットの利用が増えてまいりま

す。そしてやはり、その活用も、一度に利用した

りする回数も増えていってくると、さらにはいろ

んな資料等につきましても、従来よりもやはり容

量も増えてくるということになりますので、その

ことからすると、容量を大きくするということを

国が求めてまいりますので、それに対応する形で、

具体的に申し上げますと、ルーターのほうを１ギ

ガから１０ギガのほうに変更して設定等々の今回

変更を行なうものでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど、今答弁の

中で、今後一斉に使ったりだとか、利用数が増え

てくるからという答弁だったんですが、そもそも
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今子どもの数って減っていっているので、むしろ

減ってくるのかなと感じたんですけれども。 

 ということは、今回整備、またバージョンアッ

プで整備することによって、今後はそういう遅延

関係とかそういう環境が改善されるという認識で

よろしいですかね。 

○教育総務課長（木村隆宏君） 教育総務課長の

木村でございます。 

 そのようなことで考えております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうざいます。以

上です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。

ほかにございますか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ３３番、旧月瀬小学校敷地内における戦争慰霊

碑の移設に要する経費なんですが、移設場所と、

それと慰霊碑移設事業補助金となっていますから、

移設をする団体があるわけですよね、それを教え

てください。 

○教育総務課長（木村隆宏君） 教育総務課長の

木村でございます。 

 まず、場所につきましては、現在旧月瀬小学校

の敷地内にございますけれども、これを同じ月瀬

校区内ではございますけども、溝上の公民館の南

側に場所はなりますけども、市道敷に移設するも

のでございます。 

 そしてこの補助金の対象団体でございますけれ

ども、この慰霊碑のですね、管理団体でございま

す遺族連合会月瀬校区というふうになります。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。

ほかにございますか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、ほかにない

ようでしたら、これにて質疑及び委員間討議を終

了いたします。 

 以上で、議第７４号令和７年度玉名市一般会計

補正予算（第４号）に関する質疑及び委員間討議

は全て終結いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 議第７４号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第７４号令和７年度玉名市一般会計補正予算

（第４号）については、全員一致をもって可決す

ることに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 以上で今期の予算決算委員会に付託されている

案件の審査は終了いたしました。 

 ここでお諮りいたします。 

 委員長報告の作成につきましては、委員長に御

一任願いたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 以上で、今期予算決算委員会に付託されており

ました案件の審査は全て終了いたしました。 

 これにて予算決算委員会を閉会いたします。皆

さん、お疲れさまでした。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時５８分 閉会 
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